
 

 

東京都障害者・障害児施策推進計画に係る計画事業の進捗状況（事業一覧） 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

推進協議会 第 1 回資料 

R8.2.12 参考資料 1 

Ⅰ 共生社会実現に向けた取組の

推進 

施策目標 取組 

１ 障害及び障害者への理解促進及び差別の解消に向けた取
組(1～67) 

２ スポーツ・文化芸術活動や生涯学習・地域活動等への参加
の推進(68～81) 

３ ユニバーサルデザインの視点に立った福祉のまちづくり
(82～112) 

Ⅱ 地域における自立生活を支え

る仕組みづくり 

１ 地域におけるサービス提供体制の整備（113～126） 

２ 地域生活を支える相談支援体制等の整備(127～150) 

３ 入所施設・精神科病院から地域生活への移行促進と地域生
活の継続の支援(151～158) 

４ 保健・医療・福祉等の連携による障害特性に応じたきめ細
かな対応（159～209） 

５ 障害者の住まいの確保（210～218） 

６ 安全・安心の確保（219～250） 

Ⅲ 社会で生きる力を高める支援

の充実 

１ 一般就労に向けた支援の充実・強化 (293～317) 

２ 福祉施設における就労支援の充実・強化（318～327） 
Ⅳ いきいきと働ける社会の実現 

１ 障害児への支援の充実(251～277) 

２ 全ての学校における特別支援教育の充実(278～290) 

３ 職業的自立に向けた職業教育の充実(291～292) 

Ⅴ  サ ー ビ ス を 担 う 人 材 の 養

成・確保及びＤＸの活用 

１ 障害福祉サービス等を担う福祉人材の確保・育成・定着へ
の取組の充実(328～356) 

２ 障害福祉サービス事業所におけるＤＸの活用（357～360） 

３ 障害特性に応じた支援のための人材の確保と養成(361～) 

障害者施策の目標と取組の体系 
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計画事業の展開

事業名・ 事業内容
令和６ 年度末

状況等
事業目標

東京
2 0 5 0
戦略

所管局

施策目標Ⅰ　 共生社会実現に向けた取組の推進

１ 　 障害及び障害者への理解促進及び差別の解消に向けた取組

(1 ) 障害者差別の解消を 推進する 取組

1 　 共生社会実現に向けた障害者理解促進事
業
　 障害に関する 知識や、 障害特性に応じ た
援助の方法など を掲載し たホーム ページに
よ る 情報発信を 行う ほか、 様々な広報媒体
や手法を 活用し て、 障害及び障害のある 人
への理解促進を 図る 。

〔 実施主体： 東京都〕

【 体制整備】
・ 東京都障害者差別解消支援地域協議会を 開催し 、 事例の共有等を 実施
・ 上記協議会の部会では、 知的障害者向けに短く わかり やすい言葉で障
害者差別の相談窓口等を 案内する 普及啓発物の内容案の検討を実施
・ 区市町村職員、 都職員、 政策連携団体職員向けの研修を行い、 関係法
令や情報保障についての講義を 実施

【 普及啓発】
・ 知的障害者向け普及啓発物を 検討
・ 民間事業者向けに障害者理解研修事業を 実施
・ 事業者、 都民向けに障害者差別解消に係る シン ポジウ ムを 開催
・ 「 改訂版東京都障害者差別解消法ハンド ブッ ク 」 等の都HP 掲載によ る
周知及び都内病院へのメ ール周知
・ 公益社団法人東京都医師会、 公益社団法人東京都歯科医師会、 公益社
団法人東京都薬剤師会を 通じ 、 各団体会員に「 改訂版東京都障害者差別
解消法ハン ド ブッ ク 」 等を周知
・ 障害者理解促進特設サイ ト 「 ハート シティ 東京」 の運営

　 東京都障害者への理解促進
及び差別解消の推進に関する
条例の普及啓発を 実施する 。

○ 福 祉 局

2 　 東京都職員採用試験・ 選考制度
　 障害者がその適性と 能力に応じ て公務に
就く 機会を 保障する ため、 採用試験・ 選考
実施面での配慮を行う と と も に、 障害者を
対象と する 採用選考を 実施する 。

①障害者採用選考の実施
　 引き 続き 、 障害者を 対象と する 採用選考
を 実施する 。 （ 平成2 9 年度から 、 従来の身
体障害者に、 知的障害者及び精神障害者を
対象に加えて実施。 ）

②受験上の配慮
　 引き 続き 、 採用試験・ 選考において、 点
字受験（ 試験問題の音声読み上げ併用
可） 、 拡大文字受験（ 視覚障害者対象） 、
パソ コ ン ・ ワ ープロ 受験（ 上肢障害者対
象） に対応する 。

〔 実施主体： 東京都〕

（ 令和6 年度試験・ 選考）
①障害者採用選考
　 2 8 名採用
　 ※知事部局
②受験上の配慮状況（ 実績）
　 点字受験： ２ 名
　 拡大文字受験： ２ 名（ う ち１ 名は当日欠席）
　 パソ コ ン 受験： ０ 名

　 引き 続き 、 障害者に対し て
必要な配慮を 行う 。

総 務 局

人 事
委 員 会
事 務 局

3 　 公職選挙実施に伴う 障害者への配慮
　 選挙の実施に際し て、 公職選挙法令に基
づく も の以外に都独自の施策と し て、 法令
に抵触し ない範囲で必要な配慮を 行う 。

《 法令に基づく 施策》
・ 点字によ る 投票（ 公職選挙法4 7 条）
・ 代理投票（ 同法4 8 条）
・ 指定施設での不在者投票
　 （ 同法施行令5 5 条）
・ 政令で定める 者の郵便等投票
　 （ 同法施行令5 9 条の2 ）
・ 上記郵便等投票の対象者で、 代理記載に
よ る 投票（ 同法施行令5 9 条の3 の2 ）

〔 実施主体： 東京都、 区市町村〕

①点字版・ 音声版・ 拡大文字版「 選挙のお知ら せ」 の作成・ 配布

②「 選挙のお知ら せ」 音声データ のＨ Ｐ 掲載

③投票所入場整理券及び投票箱に点字シール貼付

④投票のための点字器の配置

⑤記載台の改善

⑥案内表示の拡大

⑦受付に手話のでき る 職員を 配置

⑧車いす・ つえの配置

⑨投票所で段差のある 所に仮設のス ロ ープを設置

⑩参議院選挙区及び都知事選挙の政見放送に手話通訳を 導入

⑪投票所における 「 コ ミ ュ ニケーショ ンボード 」 の設置

⑫選管事務職員研修における 障害者対応の講義

⑬選管事務局ＨＰ の音声読み上げ対応

　 引き 続き 、 障害者に対し 、
必要な配慮を 行う 。

選 挙
管 理
委 員 会
事 務 局

4 　 駐車禁止規制の適用除外措置
　 移動の際の利便を 図る ため、 歩行困難な
身体障害者、 戦傷病者、 介護人を 要する 重
度の知的障害者、 精神障害者及び紫外線要
保護者が使用する 自動車については、 駐車
禁止場所（ 法定駐車禁止場所を除く 。 ） で
も 駐車でき る よ う 駐車禁止除外標章を 交付
する 。

〔 実施主体： 警視庁〕

標章交付
　 　 1 4 ,3 6 2 件

（ 内訳）
身体障害者　 1 2 ,9 5 2 件
知的障害者　   1 ,3 0 0 件
精神障害者　 　   1 0 8 件
色素性乾皮症         0 件
戦傷病者　 　 　 　 　 2 件

　 継続し て実施する 。 警 視 庁

5 　 東京都立大学における 社会福祉学の研
究・ 教育
　 東京都立大学人文社会学部人間社会学科
社会福祉学教室及び大学院人文科学研究科
社会行動学専攻社会福祉学分野の研究・ 教
育課程に障害者に関する 課題を取り 入れ
て、 社会福祉学全般の教育・ 研究を充実す
る 。

〔 実施主体： 東京都公立大学法人〕

（ 令和６ 年5 月1 日時点学生数）

人文社会学部人間社会学科社会福祉学教室
　 　 8 0 名

人文科学研究科社会行動学専攻社会福祉学分野
　 　 2 9 名

　 教育・ 研究の充実を 図る 。 総 務 局

事業
体系
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事業名・ 事業内容
令和６ 年度末

状況等
事業目標

東京
2 0 5 0
戦略

所管局
事業
体系

6 　 広聴活動の充実
　 世論調査、 都政モニタ ー、 都民の声総合
窓口等の活用によ り 、 障害者を含む都民各
層の意向の把握に努め、 障害者施策への反
映を 図る 。

〔 実施主体： 東京都〕

・ 世論調査
　 　 年３ 回実施

・ 都政モニタ ー
　 　 年６ 回実施

・ 都民の声総合窓口
　 　 3 3 ,4 0 8 件

　 継続し て実施する 。 政 策
企 画 局

7 　 入学試験受験条件の整備・ 充実
　 東京都立大学において、 受験生の障害の
状況に応じ た機器等の整備や、 相談体制の
充実を進める と と も に、 機器等の機能向上
に併せて更新を 図っ ていく 。

〔 実施主体： 東京都公立大学法人〕

　 入学試験出願にかかる 協議申請者3 8 名全員の受験を 許可。 う ち1 9 名
が出願

　 重度の事例（ 車椅子等） についての申請者は1 4 名

　 個別の事前相談を通じ 、 受
験条件の充実を進める 。

総 務 局

8 　 学修環境の充実
　 東京都立大学において、 障害のある 学生
の学修支援を進める 。 相談体制や学修環境
の充実を 図り 、 障害の状況に応じ て必要な
施設・ 設備の改修、 支援機器の整備、 点字
図書の充実、 教材の点訳等を 進める 。

〔 実施主体： 東京都公立大学法人〕

　 コ ロ ナ禍における オン ラ イ ン 授業支援で獲得し たノ ウ ハウ を活かし 、
対面授業においても 状況に応じ て遠隔支援シス テムを 取り 入れた支援を
実施
　 点字ディ ス プレ イ や昇降デス ク 等、 障害に応じ て必要な支援用具を整
備・ 活用
　 障害のある 構成員への理解啓発のため、 対面・ オン ラ イ ン ・ ハイ ブ
リ ッ ド を適宜適切に使い分け、 全教職員を 対象と し た講演会や、 教授会
等の場を活用し て部局出前説明会（ 障害のある 学生支援に関する 説明
会） を 実施

　 障害のある 学生一人ひと り
の状況に配慮し た学修支援を
行う 。

総 務 局

9 　 人的サービ ス の充実
　 東京都立大学において、 障害のある 学生
に対する 、 学修や移動の補助を行う ための
支援ス タ ッ フ の配置を 図る と と も に、 パソ
コ ン ノ ート テイ ク ・ 学内移動支援等の人的
サービ ス の充実を図る 。

〔 実施主体： 東京都公立大学法人〕

　 「 東京都立大学障がい者支援ス タ ッ フ 制度」 に基づく 学生ス タ ッ フ の
オンラ イ ン での募集・ 登録を 継続
　 対面授業においても 遠隔支援シス テムを 利用し 、 障害のある 学生に対
する オンラ イ ン下での個別支援を実施
　 支援を行う 学生ス タ ッ フ を 養成する 講習会も 実施し 、 オン ラ イ ン 下で
の支援技能の習得を 促進
　 「 学内における 緊急時の障がいのある 人への対応について」 のマニュ
アルについて、 HP 等を 活用し た周知を継続（ 学内には大規模教室を 中心
にマニュ アルを設置）

　 学内支援ス タ ッ フ 及び学外
支援団体と の連携を進める 。

総 務 局

１ ０ 　 共生社会実現に向けた意識啓発推進
事業
・ イ ベン ト キャ ラ バン
2 0 2 5 年の東京でのデフ リ ンピ ッ ク 開催を契
機に共生社会実現に向けた障害者理解促進
を 更に進めていく 。 こ れま での施策が届か
なかった無関心層に対する 普及を 促進さ せ
る ため、 子共を 含めたフ ァ ミ リ ー層や若者
を 中心に幅広い層が集ま る 場へ出向いて、
興味を持っ ても ら える よ う 観客と コ ミ ュ ニ
ケーショ ン を取り ながら 会話が中心のイ ベ
ン ト を実施する 。
・ 大学と 連携し 、 調査等を 実施する こ と に
よ り 、 共生社会の実現に向けた効果的な取
組等を検討する 一助と する 。

〔 実施主体： 東京都〕

【 イ ベント キャ ラ バン】
・ フ ァ ミ リ ー層や若者が集う 商業施設で、 ゲス ト をま じ え観客が参加す
る ク イ ズコ ーナー、 デフ アス リ ート ト ーク ショ ー等のス テージ企画を中
心と し た、 障害者理解促進を 図る イ ベント を開催
　 区部　 2 回、 市部　 2 回　 計4 回開催

障害者に対する 意識啓発を推
進さ せる 。
調査結果を 踏ま えて、 今後の
施策の方向性を検討する 。

福 祉 局

(2 ) 障害及び障害者に対する 理解促進と 心のバリ アフ リ ーの推進

1 1 　 心のバリ アフ リ ーに向けた普及啓発の
強化への支援
　 全ての人が平等に参加でき る 社会や環境
について考え、 必要な行動を 続ける 心のバ
リ アフ リ ーを推進する ため、 将来の福祉の
ま ちづく り の担い手である 子供たちに対す
る ユニバーサルデザイ ン教育、 地域住民向
けワ ーク ショ ッ プ等の開催、 福祉のま ちづ
く り サポータ ー等の養成、 事業者の接遇向
上に向けた普及啓発など 、 区市町村の様々
な取組を 支援する 。

〔 実施主体： 区市町村〕

○補助実績
　 令和６ 年度　 9 区3 市

　 全区市町村へ働き かけを行
い、 取組を 実施する 区市町村
を拡大し ていく 。

○ 福 祉 局

1 2 　 心のバリ アフ リ ーの理解促進
・ 「 心のバリ アフ リ ー」 ホームページでの
情報発信（ 解説動画等のコ ン テン ツ を 充
実）
・ 動画広告によ る 「 心のバリ アフ リ ー」 の
普及啓発 に取り 組む。
・ 小中学生を対象と し た心のバリ アフ リ ー
に関する 広報活動や、 障害者等用駐車区画
の適正利用に向けた普及啓発に取り 組む。

〔 実施主体： 東京都〕

○心のバリ アフ リ ー普及啓発ポス タ ーコ ン ク ール
・ 小学生の部及び中学生の部のそれぞれで最優秀賞1 作品、 優秀賞5 作品
を 選定
・ 優秀作品を 活用し たポス タ ーを作成、 都内の小学校、 中学校、 高等学
校や区市町村等に配布

　 施設のバリ アフ リ ー整備に
加え、 ソ フ ト 面の取組と し
て、 全ての人が平等に参加で
き る 社会や環境について考
え、 必要な行動を 続ける 「 心
のバリ アフ リ ー」 への都民の
理解を 促進し 、 共生社会の実
現を 目指す。

○ 福 祉 局
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事業名・ 事業内容
令和６ 年度末

状況等
事業目標

東京
2 0 5 0
戦略

所管局
事業
体系

1 3 　 心のバリ アフ リ ーサポート 企業連携事
業
　 心のバリ アフ リ ーの推進に向けて、 従業
員への普及啓発の実施など に自ら 取り 組む
と と も に、 都や区市町村の取組に協力する
企業等を 登録し 、 好事例企業等の取組状況
を 公表する 。

〔 実施主体： 東京都〕

令和６ 年度
サポート 企業登録　 5 7 社
好事例企業認定　 1 1 社

　 多く の企業において、 心の
バリ アフ リ ーの取組が実施さ
れる よ う 取組を推進する 。

福 祉 局

1 4 　 福祉のま ちづく り 功労者に対する 知事
感謝状の贈呈
　 東京都の福祉のま ちづく り の推進につい
て著し い功績のあっ た者を 表彰する 。

〔 実施主体： 東京都〕

令和6 年度　 5 件
（ １ ） 公益財団法人鉄道弘済会義肢装具サポート セン タ ー
（ ２ ） 一般社団法人こ みゅ と 小平
（ ３ ） 方南銀座商店街振興組合
（ ４ ） 田辺邦夫
（ ５ ） 墨田区聴覚障害者協会

　 都民等に対し 、 福祉のま ち
づく り への理解を 深める た
め、 引き 続き 実施し 、 ホーム
ページ等でＰ Ｒ を 行う 。

福 祉 局

1 5 　 ヘルプマーク の推進（ 障害者施策推進
区市町村包括補助事業を含む）
　 共生社会の実現を 目指し 、 義足や人工関
節を 使用し ている 方、 内部障害や難病の
方、 ま たは、 妊娠初期の方など 、 援助や配
慮を 必要と し ている こ と が外見から は分か
ら ない方々が、 援助を 得やすく なる よ う 、
周囲の方に配慮を必要と し ている こ と を 知
ら せる 「 ヘルプマーク 」 を 作成し 、 普及啓
発に取り 組む。

〔 実施主体： 東京都、 区市町村〕

①公共交通機関での取組

② 区市町村によ る 活用等の取組支援（ 障害者施策推進区市町村包括補助
事業・ 選択的事業）
・ ヘルプマーク 製作・ 配布経費の補助
・ ヘルプマーク の活用に係る 経費の補助

③ 民間企業によ る 活用
・ 民間企業によ る 普及啓発の取組促進

④普及啓発
・ イ ベント 等でのポス タ ー掲示、 チラ シ・ ノ ベルティ グッ ズ等配布
・ ホームページ等での周知
・ ヘルプマーク のエピ ソ ード 募集、 掲載によ る 理解促進
・ 令和3 年1 0 月末時点で全都道府県にて取組を 開始

　 公共交通機関・ 区市町村・
民間企業によ る 取組の拡大を
図り 、 都民へのマーク の普及
啓発を 図る 。

○ 福 祉 局

1 6 　 ヘルプカード 活用促進事業（ 障害者施
策推進区市町村包括補助事業）
　 緊急連絡先や必要な支援内容等を記載し
た「 ヘルプカード 」 を 活用し て、 障害者が
災害時等に自己の障害に対する 理解や必要
な支援を 周囲に求める こ と ができ る よ う 、
区市町村が行う 、 学習会・ セミ ナー等関係
機関と 連携し て実施する 普及啓発、 「 ヘル
プカード 」 を活用し た防災訓練の検討・ 実
施、 ポス タ ー等作成に係る 経費の一部を 補
助する 。

〔 実施主体： 区市町村〕

　 5 3 区市町村で作成配布 　 区市町村における カード 作
成の取組促進及び事業者や都
民へのカード の普及促進を図
る 。

○ 福 祉 局

1 7 　 生活環境改善普及事業（ 東京都地域生
活支援事業）
   障害者の自立と 社会参加を 促進する た
め、 障害者を取り 巻く 生活環境を 改善する
と と も に、 都民に対し て、 障害に関する 正
し い理解を 促進し 、 障害者問題の解決に向
けて協力を 求める ために広報・ 啓発活動等
を 行う 。

〔 実施主体： 東京都〕

「 障害者週間」 啓発ポス タ ーの作成、 掲示等 　 継続し て実施する 。 福 祉 局

1 8 　 障害に関する シン ボルマーク の周知・
普及（ 東京都地域生活支援事業）
　 国際的に、 ま た、 法律に基づく など し て
定めら れている 障害に関する 各種のシン ボ
ルマーク について、 様々な機会を 捉え、 広
く 都民への周知・ 普及を進めていく 。

〔 実施主体： 東京都〕

　 広報誌、 障害者週間ポス タ ー等で周知 　 継続し て実施する 。 福 祉 局

1 9 　 ふれあいフ ェ ス ティ バルの開催
　 「 障害者週間」 を 記念し て、 障害及び障
害のある 人について都民の理解と 認識を 深
める ため、 障害のある 人と ない人と が同じ
体験を通じ て触れ合い、 互いに理解し あう
場を 設け、 障害者の福祉の増進を 図る 。

〔 実施主体： 東京都、 民間団体〕

東京都庁第一本庁舎5 階大会議場
 2 1 0 名

　 継続し て実施する 。 福 祉 局
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事業名・ 事業内容
令和６ 年度末

状況等
事業目標

東京
2 0 5 0
戦略

所管局
事業
体系

2 0 　 精神保健知識の普及・ 啓発（ 東京都地
域生活支援事業）
　 精神保健に関する 都民等の理解を深める
ため、 家族会等の民間団体に委託し て精神
保健に関する 知識の普及・ 啓発を 図る 。

〔 実施主体： 東京都〕

・ 東京都精神保健福祉民間団体協議会委託
　 刊行物　 年1 回
　 講演会　 年２ 回
　 個別相談　 年1 ,5 4 2 回
　 地域巡回相談　 2 5 回

・ 東京都精神保健福祉協議会委託
　 刊行物　 年2 回
　 講演会　 年1 回

　 効果的な普及・ 啓発の推進
に努める 。

福 祉 局

2 1 　 福祉教育の充実
　 各区市町村における 福祉教育推進に関す
る 協議を 行う と と も に、 小・ 中学校及び高
等学校における 「 総合的な学習の時間」 等
における 福祉に関する 指導の充実を図る 。

〔 実施主体： 東京都教育委員会、 区市町
村〕

小中学校　 区市町村ごと に実施

高校　 「 総合的な探究の時間」 等の授業で実施

　 福祉教育の推進について、
必要に応じ 指導主事等連絡協
議会等において、 区市町村教
育委員会への情報提供を 行
う 。

　 小・ 中学校及び高等学校に
おける 段階に応じ た福祉に関
する 学習内容の充実を 図る 。

教 育 庁

2 2 　 広報活動の充実
　 障害及び障害のある 人について都民の理
解と 認識を 深める ため、 障害者週間など の
機会をと ら え東京都提供によ る テレ ビ ・ ラ
ジオの放送番組、 広報紙、 ホーム ページな
ど を 積極的に活用し て普及・ 啓発活動を 展
開する 。

〔 実施主体： 東京都〕

・ 広報東京都
　 　 年1 2 回
　 　 上期2 2 5 万部
　 　 下期2 2 4 万部発行

・ 東京都提供番組
　 　 テレ ビ 　 4 番組
　 　 ラ ジオ　 1 番組
   う ち告知系番組
　 　 テレ ビ 　 1 番組
　 　 ラ ジオ　 1 番組

・ 都庁総合ホーム ページ
　 ト ッ プページアク セス 件数
　 　 約3 9 0 万件

　 各種広報媒体によ り 効果的
な広報活動を 展開する 。 都民
と と も に考え、 行動する こ と
を呼びかけていく 広報の充実
に努める 。

政 策
企 画 局

2 3 　 特別支援教育の理解啓発の推進
　 障害のある 児童・ 生徒等が地域の人々に
働き かけ、 情報の発信をし 、 自ら の考えを
発表し 、 主張する 場を 設定する こ と を 通じ
て、 障害のある 児童・ 生徒等一人ひと り が
地域社会で自立でき る 力を 培う と と も に、
広く 都民に対し て特別支援教育の理解啓発
を 行う 。

〔 実施主体： 東京都教育委員会〕

　 「 第9 回東京都特別支援学校アート プロ ジェ ク ト 展」 の開催にあわせ
て、 都営地下鉄の車内広告にてアート プロ ジェ ク ト 展を 開催し ている こ
と を宣伝する 動画を 掲載
　 都立特別支援学校（ ろ う 学校） の取組やその成果について紹介する 簡
易のサイ ト （ LP） を 作成し 、 イ ン タ ーネッ ト 広告を 利用し てネッ ト 上に
掲出

　 継続し て実施する 。 教 育 庁

2 4 　 パラ ス ポーツ 指導者講習会の実施
障害者ス ポーツ の理解促進と 普及啓発を 図
る ため、 パラ ス ポーツ 指導者講習会を 開催
する 。

〔 実施主体： 東京都教育委員会〕

○パラ ス ポーツ 指導者講習会の実施 東京２ ０ ２ ０ オリ ンピ ッ ク ・
パラ リ ンピ ッ ク 競技大会のレ
ガシーと し て、
子供たちがパラ ス ポーツ に触
れる 機会を 創出する ため、 教
職員がパラ ス ポーツ を 体験
し 、 競技の歴史や意義、 ルー
ル、 指導法等を学び、 学校の
教育活動においてパラ ス ポー
ツ の指導を
行う こ と ができ る 資質・ 能力
を身に付けら れる よ う 、 「 パ
ラ ス ポーツ 指導者講習会」 を
実施する 。

教 育 庁

2 5 　 東京都特別支援学校アート プロ ジェ ク
ト 展
　 ｢特別支援学校　 アート プロ ジェ ク ト 展｣
の開催によ り 特別支援学校に在籍する 児
童・ 生徒が制作し た優れた作品を 発表する
機会を設け、 都民に対し て美術活動を 通し
た障害者に関する 理解を促進する 。

〔 実施主体： 東京都教育委員会等〕

○実施時期
令和７ 年1 月７ 日（ 火） から
令和７ 年1 月1 7 日（ 金） ま で

○会場
東京藝術大学美術館 陳列館

○来館者数
3 ,8 6 4 名

　 継続し て実施する 。 教 育 庁

2 6  障害者福祉関係知事賞の贈呈

他の模範と なる 障害者及び障害者の自立支
援に特に功績のあっ た者を 表彰する 。

〔 実施主体： 東京都〕

贈呈者数　 3 名 　 継続し て実施する 。 福 祉 局
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事業名・ 事業内容
令和６ 年度末

状況等
事業目標

東京
2 0 5 0
戦略

所管局
事業
体系

（ 再掲） 1 0 　 共生社会実現に向けた意識啓
発推進事業
・ イ ベン ト キャ ラ バン
2 0 2 5 年の東京でのデフ リ ンピ ッ ク 開催を契
機に共生社会実現に向けた障害者理解促進
を 更に進めていく 。 こ れま での施策が届か
なかった無関心層に対する 普及を 促進さ せ
る ため、 子共を 含めたフ ァ ミ リ ー層や若者
を 中心に幅広い層が集ま る 場へ出向いて、
興味を持っ ても ら える よ う 観客と コ ミ ュ ニ
ケーショ ン を取り ながら 会話が中心のイ ベ
ン ト を実施する 。
・ 大学と 連携し 、 調査等を 実施する こ と に
よ り 、 共生社会の実現に向けた効果的な取
組等を検討する 一助と する 。

〔 実施主体： 東京都〕

【 イ ベント キャ ラ バン】
・ フ ァ ミ リ ー層や若者が集う 商業施設で、 ゲス ト をま じ え観客が参加す
る ク イ ズコ ーナー、 デフ アス リ ート ト ーク ショ ー等の企画を 盛り 込ん
だ、 障害者理解促進を図る イ ベント を 開催
　 区部　 2 回、 市部　 2 回　 計4 回開催

障害者に対する 意識啓発を推
進さ せる 。
調査結果を 踏ま えて、 今後の
施策の方向性を検討する 。

福 祉 局

２ 　 虐待防止等への対応

(1 ) 障害者の虐待防止と 権利擁護

2 7 　 障害者虐待防止対策支援事業（ 東京都
地域生活支援事業）
　 障害者虐待の未然防止や早期発見、 迅速
な対応、 その後の適切な支援のため、 障害
者虐待防止法に基づく 都道府県障害者権利
擁護セン タ ーと し ての機能を 適切に果たす
と と も に、 区市町村障害者虐待防止セン
タ ー担当職員や障害者福祉施設従事者等の
支援体制の強化等を 図る こ と を目的と し
て、 障害者虐待防止・ 権利擁護に関する 研
修等の事業を実施する 。

〔 実施主体： 東京都〕

1  障害者虐待防止・ 権利擁護研修
・ 区市町村等職員研修（ 基礎研修） １ 回　 5 5 名
・ 区市町村等職員研修（ テーマ別） １ 回　 6 0 名
・ 区市町村等職員研修（ 施設虐待対応） １ 回　 4 5 名

・ 障害者福祉施設等職員研修
共通講義（ オンデマンド 配信） 及び演習（ 3 0 回）
　 　 　 　 　 計2 ,6 9 5 名修了

2  専門性強化事業（ 弁護士等法律相談）
・ 相談案件なし

　 事業の推進を図る 。 福 祉 局

2 8 　 日常生活自立支援事業（ 地域福祉権利
擁護事業） の実施
　 認知症高齢者や知的障害者・ 精神障害者
等、 判断能力が不十分な者が地域において
自立し た生活を 送れる よ う 、 福祉サービ ス
の適切な利用のための一連の援助を行う 。

①福祉サービ ス の利用援助
②日常的金銭管理サービ ス
③書類等の預かり サービ ス

〔 実施主体： 社会福祉法人東京都社会福祉
協議会〕

　 東京都社会福祉協議会から 区市町村社会福祉協議会等に委託し て実施
（ 委託先： 6 2 団体）

　 福祉サービ ス の利用援助等
を行う こ と によ り 判断能力が
不十分な者が地域で安心し て
自立生活を 送る こ と ができ る
よ う 支援する 。

〇 福 祉 局

2 9 　 福祉サービ ス 総合支援事業
　 福祉サービ ス の利用援助、 成年後見制度
の活用、 苦情対応、 権利擁護など の福祉
サービ ス の利用者等に対する 支援を、 住民
に身近な区市町村が総合的、 一体的に実施
する ための支援を行う 。
①利用者サポート 【 必須事業】
　 ・ 苦情対応
　 ・ 権利擁護相談
　 ・ 成年後見制度利用相談
　 ・ その他福祉サービ ス 利用に関する 専門
　 的な相談
②福祉サービ ス 利用援助
　 日常生活自立支援事業（ 地域福祉権利擁
護事業） の対象拡大（ 要支援・ 要介護高齢
者、 身体障害者）
③苦情対応機関等の設置【 必須事業】
　 いずれか一方又は両方を 選択
　 ・ 第三者性を 有する 機関の設置
　 ・ 弁護士等によ る 専門相談の実施

〔 実施主体： 区市町村〕

　 5 4 区市町村において実施済み 　 全区市町村で実施でき る よ
う 、 未実施である 町村部での
取組を 促す。

福 祉 局
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事業名・ 事業内容
令和６ 年度末

状況等
事業目標

東京
2 0 5 0
戦略

所管局
事業
体系

3 0 　 成年後見活用あんし ん生活創造事業
　 認知症高齢者や知的障害者等が安心し て
生活する こ と ができ る よ う 、 区市町村に成
年後見制度推進機関を 設置し 、 その取組を
支援する 等によ り 、 成年後見制度の積極的
な活用を 促進する 。

（ 区市町村の取組）
①成年後見制度推進機関の設置・ 運営
　 （ 後見人等のサポート 、 地域ネッ ト ワ ー
ク の活用、 運営委員会の設置）
②区市町村基本計画策定及び進行管理
③区市町村の独自取組
　 （ 法人後見の実施、 後見人等候補者の養
成、 申立経費や後見報酬の助成等）

（ 東京都の取組）
①成年後見制度の普及・ 啓発
②区市町村や推進機関から の相談への対応
③区市町村や推進機関の職員を対象と し た
研修の実施
④関係機関や推進機関の連絡会等の開催
⑤後見人等候補者養成の支援
⑥法人後見の担い手の育成

〔 実施主体： 東京都、 区市町村〕

　 5 3 区市町村において、 成年後見制度推進機関を 設置済み 　 必要な方が安心し て成年後
見制度を利用でき る 体制を整
備する 。

○ 福 祉 局

(2 ) 精神科病院における 虐待防止策

3 1 　 精神科病院における 虐待防止の推進
　 精神科病院における 虐待防止・ 早期発見
に向けて、 都の通報窓口を 設置する と と も
に、 病院の体制整備を 支援する ための研修
を 実施する 。

〔 実施主体： 東京都〕

管理監督者向け研修　 ８ ５ 病院参加
現場リ ーダー向け研修　 ８ ５ 病院参加

　 精神科病院における 虐待防
止・ 早期発見を推進する 。

福 祉 局

3 2  入院者訪問支援事業
　 区市町村長同意によ る 医療保護入院者等
の生活に関する 一般的な相談に応じ 、 本人
の体験や気持ちを丁寧に聴く と と も に、 必
要な情報提供を 行う 支援体制を構築する た
めの訪問支援員を養成し 、 本人の求めに応
じ 派遣する 取組を実施する 。

訪問８ 件 　 入院者本人の孤独感や自尊
心低下の解消を図る 。

〇 福 祉 局

3 3  精神科入院業務手続のＤ Ｘ 化
　 各病院における 業務負担の軽減や個人情
報紛失リ ス ク の低下等を図る ため、 精神科
医療に係る 各種調整における やり 取り を オ
ン ラ イ ン 化する ためのシス テム開発を 行
う 。

報告様式の電子収受準備を完了 入院等に係る 事務処理や情報
共有等の効率化によ り 、 よ り
迅速に適切な医療へ繋げる 。

福 祉 局

３ 　 障害者への情報保障の充実

(1 ) 情報バリ アフ リ ーの充実

3 4 　 障害者向け都政情報の提供
　 視覚障害者のために、 点字版・ 音声版
（ テープ版・ DA IS Y版） の「 広報東京都」
を 作成し 、 配布する 。

〔 実施主体： 東京都〕

（ 広報東京都（ 点字版・ テープ版・ デイ ジー版） の作成）
・ 点字版
　 年　 1 2 回
　 1 回　 8 1 0 部
・ テープ版
　 年　 1 2 回
　 1 回　 4 2 0 組
・ デイ ジー版
　 年　 1 2 回
　 1 回　 1 ,0 6 0 枚

（ 広報東京都（ 点字版・ テー
プ版・ デイ ジー版） の作成）
障害者への都政情報の提供を
推進する 。

政 策
企 画 局

3 5 　 障害者向け福祉局・ 保健医療局情報の
提供
　 障害者のため、 ユニバーサルデザイ ン に
配慮し 、 情報がなる べく 全ての人にわかり
やすく 正確に伝わる よ う に、 利用者の視点
に立った広報物を作成する 。
【 主な広報物】
①「 社会福祉の手引」 （ 福祉局）
　 　 DA IS Y版の作成
②「 東京の福祉保健」 （ 保健医療局）
　 　 DA IS Y版・ Ｃ Ｄ 版・ テープ版の作成

〔 実施主体： 東京都〕

①福祉局
　 社会福祉の手引（ デイ ジー版） の作成
・ デイ ジー版    3 0 0 部

②保健医療局
　 東京の福祉保健（ デイ ジー版・ Ｃ Ｄ 版・ テープ版） の作成
・ デイ ジー版     8 9 0 部
・ Ｃ Ｄ 版           1 1 6 組
・ テープ版        4 3 7 組

①福祉局
　 社会福祉の手引（ デイ ジー
版） の作成については継続し
て実施する 。
　 月刊福祉保健（ 音声コ ー
ド ） の作成については、 紙版
に掲載し ていた音声コ ード を
廃止し 、 HP の掲載のみに変更
し たため、 ウ ェ ブの音声読み
上げ機能によ り 対応。 音声
コ ード は字数に制限があった
が読み上げ機能であれば文字
数制限が基本的にはなく 、 よ
り 詳細な情報をえる こ と がで
き る 。 読み上げがう ま く いく
よ う 文章の構成にも よ り 配慮
する 。

②保健医療局
　 東京の福祉保健（ デイ ジー
版・ Ｃ Ｄ 版・ テープ版） の作
成については継続し て実施す
る 。

福 祉 局

保健 医 療
局
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事業名・ 事業内容
令和６ 年度末

状況等
事業目標

東京
2 0 5 0
戦略

所管局
事業
体系

3 6 　 福祉局・ 保健医療局ホームページにお
ける 情報提供
　 障害者や高齢者など が利用し やすいよ
う 、 音声読み上げ、 画面拡大等の機能を 付
加し た、 アク セシビ リ ティ に配慮し たホー
ム ページを 通じ て、 情報提供を行ってい
く 。

（ 主な機能）
・ 音声読み上げ
・ 画面拡大
・ カラ ー変更
・ 振り 仮名（ 平仮名・ ロ ーマ字）

〔 実施主体： 東京都〕

　 継続し て実施 　 継続し て実施する 。 福 祉 局

保健 医 療
局

3 7 　 字幕入映像ラ イ ブラ リ ー事業（ 東京都
地域生活支援事業）
　 映画及びテレ ビ 番組等に字幕を 挿入し た
ビ デオカセッ ト テープ又はDV Dの製作貸出
を 行う こ と によ り 、 聴覚障害者の生活・ 文
化の向上と 福祉の増進を図る 。

〔 実施主体： 東京都〕

貸出実績
1 3 7 件
5 3 6 本

　 継続し て実施する 。 福 祉 局

3 8 　 視覚障害者用図書の製作及び貸出
　 視覚障害者に対し 、 視覚障害者用図書
（ 点字図書、 録音媒体） を 製作し 、 貸出し
又は交付する こ と によ り 視覚障害者の文化
の向上と 福祉の増進を 図る 。

〔 実施主体： 東京都〕

（ 貸出用図書）
　 点字図書
　 　 製作　 　 　 3 2 8 冊
　 　 貸出　 　 　 6 6 6 冊
　 声の図書
　 　 製作　 　 　 3 8 0 巻
　 　 貸出　 　 2 ,5 5 0 巻

（ 希望図書）
　 点字図書
　 　 製作　 　 　 3 0 5 冊
　 声の図書
　 　 製作　 　 　 1 0 8 冊
　 希望媒体
　 　 製作　 　 　 　 4 6 冊

　 継続し て実施する 。 福 祉 局

3 9 　 点字によ る 即時情報ネッ ト ワ ーク （ 東
京都地域生活支援事業）
　 視覚障害者に、 新聞等によ って毎日流れ
る 新し い情報を 点字又は音声で早く 提供す
る こ と によ り 、 社会参加を 促進し 、 生活、
文化の向上を図る 。

〔 実施主体： 東京都〕

（ 点字）
　 配布者数
　 　 1 ,2 0 0 人

（ 音声）
　 アク セス 数
　 　 2 7 回

　 継続し て実施する 。 福 祉 局

4 0 　 点字録音刊行物の作成及び配布（ 東京
都地域生活支援事業）
　 視覚障害者に対し て、 社会生活を営む上
で必要と する 情報及び知識を 提供する た
め、 点字本及び録音刊行物を 作成配布し 、
社会参加を 促進し 、 生活、 文化の向上を 図
る 。

〔 実施主体： 東京都〕

（ 点字本）
　 1 2 種類
　 　 各7 2 3 部

（ 録音物）
　 1 2 種類
　 　 各1 ,1 3 0 本

　 継続し て実施する 。 福 祉 局

4 1 　 情報バリ アフ リ ーに係る 充実への支援
　 誰も が必要な情報を 容易に入手でき る 環
境を 整備する ため、 地域のバリ アフ リ ー
マッ プの作成やＩ Ｃ Ｔ を活用し た歩行者へ
の移動支援、 コ ミ ュ ニケーショ ン 支援機器
や集団補聴設備の導入など 、 区市町村の
様々な取組を支援する 。

〔 実施主体： 区市町村〕

○補助実績
　 令和６ 年度　 ７ 区５ 市

　 全区市町村へ働き かけを行
い、 取組を 実施する 区市町村
を拡大し ていく 。

福 祉 局

4 2  「 と う き ょ う ユニバーサルデザイ ンナ
ビ 」 の運用〔 福祉局〕
　 高齢者や障害者を 含めた全ての人が、 外
出時に必要な情報を 容易に入手でき る よ
う 、 都内の施設や交通機関等に関する ユニ
バーサルデザイ ン情報及びバリ アフ リ ー情
報を 集約し たポータ ルサイ ト を運営する 。

○「 と う き ょ う ユニバーサルデザイ ン ナビ 」 によ る 情報提供 福 祉 局

4 3 　 バリ アフ リ ー情報のオープン データ 化
〔 福祉局〕
　 車椅子使用者対応ト イ レ の設場場所・ 設
備等の情報をオープン データ と し て提供す
る 。

○オープン データ 化し た車椅子使用者対応ト イ レ 等の数
9 ,2 6 0 件

福 祉 局

8



事業名・ 事業内容
令和６ 年度末

状況等
事業目標

東京
2 0 5 0
戦略

所管局
事業
体系

4 4 　 障害者デジタ ル技術支援総合基盤整備
事業（ 東京都地域生活支援事業）
　 障害者に対する デジタ ル技術利用相談支
援を 実施する と と も に、 区市町村の障害者
デジタ ル技術活用支援体制を 整備する ため
に、 区市町村職員等を 対象と し た研修を 実
施し 、 も っ て障害者の自立と 社会参加促進
に資する 。

①デジタ ル技術に関する 利用相談・ 情報提
供
②デジタ ル技術活用支援者養成研修の実施

〔 実施主体： 東京都〕

①Ｉ Ｔ 利用相談支援事業
　 相談件数
　 　 1 ,1 8 4 件
　 ＨＰ アク セス 数
　 　 8 ,6 1 6 件

②区市町村への技術支援のための講習会
<集合型>  8 1 人
<出張型>  6 9 人

　 事業の推進を図る 。 福 祉 局

4 5 　 情報保障機器の普及促進事業（ 東京都
地域生活支援事業）
　 障害者やその家族、 区市町村職員等に対
し て、 最新の情報保障機器等について積極
的に情報提供する こ と で、 障害者の情報保
障を 推進する 。

〔 実施主体： 東京都〕

①第5 1 回国際福祉機器展
　 （ 1 0 月２ 日～４ 日）
・ デジタ ル機器等の展示
・ 活用事例セミ ナーの実施
②日常生活用具（ 情報・ 意思疎通支援用具に関する 意見交換会（ 1 0 月３
日）

　 継続し て実施する 。 〇 福 祉 局

4 6 　 ユニバーサルコ ミ ュ ニケーショ ン の促
進　 2 0 2 5 年に東京で開催さ れる 世界陸上及
びデフ リ ン ピ ッ ク を 契機に、 日本の最新技
術を 活用し て社会の多様性や包摂性を 一層
高め、 共生社会実現の弾みと し ていく た
め、 事業者等と 連携し 、 ユニバーサルコ
ミ ュ ニケーショ ン技術の開発や社会への普
及を 促進する 。

　 ユニバーサルコ ミ ュ ニケーショ ン を 促進する ため、 様々な事業者と 連
携し 、 展示会など を 活用し てユニバーサルコ ミ ュ ニケーショ ン技術や大
会に向けた取組を PRする ほか、 競技会場等における 技術活用の実証を
行った。
　 ま た、 都庁舎を はじ めと する 都有施設において、 音声情報を多言語で
表示する ディ ス プレ イ の設置を 進める と と も に、 区市町村や鉄道駅への
導入支援を 行い、 デジタ ル技術の社会への普及を 図っ た。

　 海外から 多く の選手・ 観客
が訪れる 2 0 2 5 年の世界陸上
及びデフ リ ン ピ ッ ク を 契機
に、 『 いつでも ・ ど こ でも ・
誰と でも 』 つながる ユニバー
サルコ ミ ュ ニケーショ ン を促
進する 。

〇 ス ポ ーツ
福 祉 局
都市 整 備

局

（ 再掲） 1 2 　 心のバリ アフ リ ーの理解促進
・ 「 心のバリ アフ リ ー」 ホームページでの
情報発信を 行う 。
・ 動画広告によ る 「 心のバリ アフ リ ー」 の
普及啓発 に取り 組む。
・ 小中学生を対象と し た心のバリ アフ リ ー
に関する 広報活動や、 障害者等用駐車区画
の適正利用に向けた普及啓発に取り 組む。

〔 実施主体： 東京都〕

○心のバリ アフ リ ー普及啓発ポス タ ーコ ン ク ール
・ 小学生の部及び中学生の部のそれぞれで最優秀賞1 作品、 優秀賞5 作品
を 選定
・ 優秀作品を 活用し たポス タ ーを作成、 都内の小学校、 中学校、 高等学
校や区市町村等に配布

　 施設のバリ アフ リ ー整備に
加え、 ソ フ ト 面の取組と し
て、 全ての人が平等に参加で
き る 社会や環境について考
え、 必要な行動を 続ける 「 心
のバリ アフ リ ー」 への都民の
理解を 促進し 、 共生社会の実
現を 目指す。

○ 福 祉 局

4 7 　 障害者が利用し やすい防火防災情報の
発信
　 障害者に対し 、 防火防災に関する 情報を
保障し 、 安全・ 安心を 確保する 。 障害者が
利用し やすい防火防災情報を 発信する 。

〔 実施主体： 東京消防庁〕

　 ユニバーサルデザイ ン に配慮し た防火防災情報の発信

　 音声コ ード 入り リ ーフ レ ッ ト 等の作成・ 配布

　 1 1 9 番フ ァ ク シミ リ 通報カード 等の作成・ 配布

　 障害者の安全・ 安心を 確保
する ため、 障害者が利用し や
すいユニバーサルデザイ ンに
配慮し た防火防災情報を 積極
的に発信する 。

東 京
消 防 庁

4 8 　 都立図書館サービ ス 事業の充実
　 都立図書館における 対面音訳サービ ス 、
視覚障害者等用資料の作成・ 提供サービ ス
等の向上を 図り 、 視覚障害者等の利便に供
する 。

〔 実施主体： 東京都教育委員会〕

（ 都立中央・ 多摩図書館の実績）

・ 利用状況
　 登録利用者： 3 9 5 名
　 対面音訳利用人数： 5 4 9 名
　
・ 研修
   音訳者講習会（ 初級研修） 1 回（ 全6 日間）

　 音訳者講習会（ 中級研修） 1 回（ 全6 日間）

   音訳者専門研修　 　 　 　 　 1 回
　 障害者サービ ス 研修　 1 回

（ 所蔵資料）
　 録音テープ： 6 ,8 0 1 点
　 デイ ジー図書： 4 ,3 3 8 点
　 点訳資料： 1 ,1 7 3 点
　 点字雑誌： 2 1 種
　 録音テープ雑誌： 2 6 種
　 デイ ジー雑誌： 2 1 種

　 各種サービ ス の充実を 図
る 。
　 サービ ス 向上のための職員
研修を 実施する 。

教 育 庁

4 9 　 聴覚障害者への情報支援のための人材
養成（ 東京都地域生活支援事業）
　 聴覚障害者の福祉に理解と 熱意を有する
者に対し 、 要約筆記の指導を 行う こ と によ
り 要約筆記者を 養成し 、 も っ て聴覚障害者
の福祉の増進を 図る 。
○中途失聴・ 難聴者コ ミ ュ ニケーショ ン 事
業

〔 実施主体： 東京都〕

（ 修了者数）
　 要約筆記者　 2 1 名

　 継続し て実施する 。 福 祉 局
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事業名・ 事業内容
令和６ 年度末

状況等
事業目標

東京
2 0 5 0
戦略

所管局
事業
体系

5 0 　 手話のでき る 都民育成事業（ 東京都地
域生活支援事業）
　 手話の普及促進を 図り 、 手話のでき る 都
民を 育成し 、 手話人口の裾野を広げる こ と
を も って、 聴覚障害者の福祉の向上に資す
る 。

手話のでき る 都民育成事業
（ １ ） 普及啓発
（ ２ ） 手話通訳者養成事業

〔 実施主体： 東京都〕

（ 1 ） 普及啓発
　 普及啓発イ ベン ト の実施
　 普及啓発冊子の作成・ 配布

（ 2 ） 手話通訳者養成事業
　 　 （ 修了者数）
　 　 手話通訳者　 2 7 1 名

　 継続し て実施する 。 ○ 福 祉 局

5 1 　 デジタ ル技術を 活用し た聴覚障害者コ
ミ ュ ニケーショ ン支援事業
　 デジタ ル技術を活用し た遠隔手話通訳等
を 実施する こ と で、 都における 情報保障を
推進する 。

①QRコ ード を 利用し た遠隔手話通訳
②庁内貸し 出し 用タ ブレ ッ ト （ 1 台）
③電話代理支援

〔 実施主体： 東京都〕

①Ｑ Ｒ コ ード 利用　 8 8 回
②タ ブレ ッ ト 貸出　 1 7 回
③電話代理支援　 　 1 0 回
④動画によ る 事業周知

　 都における 聴覚障害者の情
報保障の確保に努める 。

○ 福 祉 局

5 2 　 中等度難聴児発達支援事業（ 障害者施
策推進区市町村包括補助事業）
　 身体障害者手帳の交付対象と なら ない中
等度難聴児に対し て、 補聴器の装用によ り
言語の習得や生活能力、 コ ミ ュ ニケーショ
ン 能力等の向上を促進する ため、 補聴器の
購入費用の一部を助成し 、 難聴児の健全な
発達を支援する 。

〔 実施主体： 区市町村〕

　 実施区市町村　 5 ２ 区市町村 　 継続し て実施する 。 福 祉 局

5 3 　 聴覚障害者意思疎通支援事業（ 東京都
地域生活支援事業）
　 意思疎通支援に係る 広域的連絡調整体制
の整備を 行い、 聴覚障害者が広域的な移動
を 円滑に行える 環境を 整える と と も に、 障
害者団体等の行事における 情報保障を 支援
する こ と で、 自立と 社会参加を促進し 、 聴
覚障害者の福祉の増進に資する 。

①意思疎通支援者の派遣に係る 広域的連絡
調整
②障害者団体等が主催又は共催する 広域型
行事への意思疎通支援者の派遣

〔 実施主体： 東京都〕

意思疎通支援に係る 広域的連絡調整
7 1 4 件

広域型行事への意思疎通支援者の派遣
8 9 件

　 継続し て実施する 。 福 祉 局

5 4 　 失語症者向け意思疎通支援者養成事業
（ 東京都地域生活支援事業）
　 失語症のため意思疎通を 図る こ と に支障
がある 障害者等が自立し た日常生活・ 社会
生活を営むこ と ができ る よ う 、 失語症者向
け意思疎通支援者の養成を 図る 。

〔 実施主体： 東京都〕

（ 終了者数）
必修基礎コ ース 　 3 8 名
応用コ ース 　 　 　 1 5 名

　 着実に実施する 。 福 祉 局

5 5 　 失語症者向け意思疎通支援派遣促進事
業（ 東京都地域生活支援事業）
　 失語症当事者と 意思疎通支援者が集ま る
サロ ンを 設置する など 、 失語症者の意思疎
通を 支援する こ と で、 福祉の増進を図る と
と も に、 区市町村の体制整備を後押し す
る 。

〔 実施主体： 東京都〕

サロ ン 開催回数　 　 　 　 2 4 回 　 着実に実施する 。 福 祉 局

5 6 　 盲ろ う 者通訳・ 介助者の派遣及び養成
（ 東京都地域生活支援事業）
　 盲ろう 者のコ ミ ュ ニケーショ ン 手段及び
移動の自由を確保し 、 その社会参加を 促進
する ため、 都内在住の盲ろ う 者に対し て通
訳・ 介助者の派遣を 行う と と も に、 通訳・
介助者の養成研修を 行う 講習会等に対し 補
助を 行う 。

※盲ろう 者と は、 視覚障害と 聴覚障害と が
重複し てある 重度の障害者（ 児）

〔 実施主体： （ 派遣） 東京都（ 養成研修）
民間団体〕

・ 通訳・ 介助者派遣事業
　 派遣件数　 1 3 ,1 6 2 件
　 派遣時間　 4 9 ,3 8 1 時間

・ 通訳・ 介助者養成研修事業
　 受講者数　 2 8 人
　 修了者数　 2 5 人

　 継続し て実施する 。 福 祉 局
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事業名・ 事業内容
令和６ 年度末

状況等
事業目標

東京
2 0 5 0
戦略

所管局
事業
体系

5 7 　 盲ろ う 者支援セン タ ー事業（ 東京都地
域生活支援事業）
　 盲ろう 者（ 児） から の相談に応じ る と と
も に、 コ ミ ュ ニケーショ ン 訓練など を 実施
し 、 地域生活支援の充実と 社会参加の促進
を 図る 「 盲ろう 者支援セン タ ー」 を運営す
る 。

（ センタ ーにおける 事業内容）
①訓練事業
②専門人材養成事業
③総合相談支援事業
④社会参加促進事業

〔 実施主体： 東京都〕

①訓練事業
　 実施回数1 2 2 回
　 対象者数1 8 人

②専門人材養成事業
　 養成講習会・ 研修等
　 ３ 科目　  ３ 回
　 修了者　 計7 4 人

③総合相談支援事業
　 盲ろ う 者相談件数4 4 2 件
　 盲ろ う 児相談件数4 1 件

④社会参加促進事業
　 交流会　 計3 4 回
　 参加者　 計8 5 4 人

　 学習会　 計1 3 9 回
　 参加者　 計1 ,4 4 4 人
盲ろう 児向け交流会　 計9 回
参加者　 6 9 人

　 継続し て実施する 。 福 祉 局

5 8 　 視覚障害者ガイ ド セン タ ーの運営（ 東
京都地域生活支援事業）
　 重度の視覚障害者が、 道府県及び政令指
定都市間にま たがっ て必要不可欠な外出を
する 場合に、 目的地において必要なガイ ド
ヘルパーを 確保でき る よ う 連絡調整する た
めのガイ ド セン タ ーを 設置し 、 視覚障害者
の福祉の増進を 図る 。

〔 実施主体： 東京都〕

　 都外から 　 3 2 回
　 都外へ　 　   0 回

　 継続し て実施する 。 福 祉 局

5 9 　 点訳・ 朗読奉仕員指導者等養成事業
（ 東京都地域生活支援事業）
　 点訳・ 朗読に関する 知識と 経験を有する
者に対し 、 指導方法、 専門点訳技術等を 指
導する こ と によ り 、 指導者養成及び専門点
訳奉仕員等を育成し 、 視覚障害者福祉の増
進を 図る 。

（ 内容）
　 点訳奉仕員指導者養成
　 朗読奉仕員指導者養成
　 専門点訳奉仕員養成（ 英語、 理数、 楽
譜、 触図、 コ ン ピ ュ ータ ）
　 修了者研修会

〔 実施主体： 東京都〕

修了者

点訳奉仕員指導者養成　 3 名
朗読奉仕員指導者養成 1 0 名
専門点訳奉仕員養成    1 3 名

　 継続し て実施する 。 福 祉 局

6 0 　 障害者の意思疎通のための情報保障機
器等開発支援事業
　 対象者が少なく 製品化が進ま ない情報保
障機器を 都の窓口に設置し 、 使用状況等を
開発メ ーカー等へフ ィ ード バッ ク する こ と
によ り 、 障害者に対応し た機器の開発・ 普
及促進を 支援する 。

下記５ 箇所に6 機種の情報保障機器を設置
（ 設置場所）
　 ・ 障害者総合ス ポーツ セン タ ー
　 ・ 多摩障害者ス ポーツ セン タ ー
　 ・ 心身障害者福祉セン タ ー
　 ・ 障害者福祉会館
　 ・ 都庁第一本庁舎3 1 階南側（ 障害者施策推進部受付）
（ 設置機器）
　 　 V UEV O、 デス ク ト ッ プリ ーダー、
     S u reTa lk、 ト ーキングエイ ド 、
     S p eech Ca n v a s、 Drop Ta p

障害者に対応し た機器の開
発・ 普及を 促進する 。

福 祉 局

6 1 　 音声機能障害者発声訓練指導者養成事
業（ 東京都地域生活支援事業）
　 音声機能障害者に対する 発声訓練の指導
者を 養成し 、 音声機能障害者のコ ミ ュ ニ
ケーショ ン 手段の確保を図る と と も に、 社
会復帰を 促進する 。

〔 実施主体： 東京都〕

養成研修会派遣者　 　 1 2 名 　 継続し て実施する 。 福 祉 局

6 2 　 身体障害者補助犬給付事業（ 東京都地
域生活支援事業）
　 身体障害者に対し て身体障害者補助犬
（ 盲導犬・ 介助犬・ 聴導犬） を給付し 、 そ
の行動範囲を拡大する こ と によ り 、 身体障
害者の社会参加と 自立の促進を図る 。

（ 対象者）
①都内に居住する （ おおむね１ 年以上） 満
1 8 歳以上の在宅の身体障害者
　 盲導犬…視覚障害１ 級
　 介助犬…肢体不自由１ ・ ２ 級
　 聴導犬…聴覚障害２ 級
②所定の訓練を 受け、 補助犬を適切に管理
でき る こ と
③社会活動への参加に効果がある と 認めら
れる こ と 　 　 他

〔 実施主体： 東京都〕

  盲導犬　 　 7 頭
  介助犬　 　 1 頭
  聴導犬　 　 1 頭

　 継続し て実施する 。 福 祉 局
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東京
2 0 5 0
戦略
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6 3 　 福祉避難所情報伝達等支援事業（ 包括
補助）
　 福祉避難所において、 障害者に対し て必
要な情報伝達等が円滑に行える よ う 、 情報
伝達機器の整備、 導入等に取り 組む区市町
村を 支援する こ と によ り 、 障害者の福祉の
向上を図る 。

　 実施区市町村　 1 区 着実に実施する 。 福 祉 局

6 4 　 障害者の生活応援情報発信事業〔 福祉
局〕
　 障害当事者や支援者が有する 「 生活の知
恵」 や「 困り ご と を 乗り 越える 工夫」 を Ａ
Ｉ チャ ッ ト ボッ ト で情報発信し ていく こ と
によ り 、 障害当事者や支援者が生活の中で
抱える 課題の解決を 図る 。

　 チャ ッ ト ボッ ト を リ リ ース 。 「 生活の知恵」 や「 困り ごと を乗り 越え
る 工夫」 を Log o フ ォ ームにて募集。

福 祉 局

(2 ) 手話言語条例

（ 再掲） 5 0 　 手話のでき る 都民育成事業
（ 東京都地域生活支援事業）
　 手話の普及促進を 図り 、 手話のでき る 都
民を 育成し 、 手話人口の裾野を広げる こ と
を も って、 聴覚障害者の福祉の向上に資す
る 。

手話のでき る 都民育成事業
（ １ ） 普及啓発
（ ２ ） 手話通訳者養成事業

〔 実施主体： 東京都〕

（ 1 ） 普及啓発
　 普及啓発イ ベン ト の実施
　 普及啓発冊子の作成・ 配布

（ 2 ） 手話通訳者養成事業
　 　 （ 修了者数）
　 　 手話通訳者　 2 7 1 名

　 継続し て実施する 。 ○ 福 祉 局

（ 再掲） 5 1 　 デジタ ル技術を 活用し た聴覚
障害者コ ミ ュ ニケーショ ン 支援事業
　 デジタ ル技術を活用し た遠隔手話通訳等
を 実施する こ と で、 都における 情報保障を
推進する 。

①QRコ ード を 利用し た遠隔手話通訳
②庁内貸し 出し 用タ ブレ ッ ト （ 1 台）
③電話代理支援

〔 実施主体： 東京都〕

①Ｑ Ｒ コ ード 利用　 8 8 回
②タ ブレ ッ ト 貸出　 1 7 回
③電話代理支援　 　 1 0 回
④動画によ る 事業周知

　 都における 聴覚障害者の情
報保障の確保に努める 。

○ 福 祉 局

6 5 　 手話人口の裾野拡大支援事業（ 障害者
施策推進区市町村包括補助事業）
　 身近な地域において子供の頃から 手話に
関する 知識・ 理解を 深めら れる よ う 、 区市
町村が実施する 手話に関する 先進的な取組
を 支援する こ と で、 手話への興味や理解や
深め、 手話人口の裾野拡大を 目指す。

〔 実施主体： 区市町村〕

補助件数： ６ 自治体 　 事業の推進を 図る 。 福 祉 局

(3 ) 読書バリ アフ リ ー計画

（ 再掲） 3 8 　 視覚障害者用図書の製作及び
貸出
　 視覚障害者に対し 、 視覚障害者用図書
（ 点字図書、 録音媒体） を 製作し 、 貸出し
又は交付する こ と によ り 視覚障害者の文化
の向上と 福祉の増進を 図る 。

〔 実施主体： 東京都〕

（ 貸出用図書）
　 点字図書
　 　 製作　 　 　 3 2 8 冊
　 　 貸出　 　 　 6 6 6 冊
　 声の図書
　 　 製作　 　 　 3 8 0 巻
　 　 貸出　 　 2 ,5 5 0 巻

（ 希望図書）
　 点字図書
　 　 製作　 　 　 3 0 5 冊
　 声の図書
　 　 製作　 　 　 1 0 8 冊
　 希望媒体
　 　 製作　 　 　 　 4 6 冊

　 継続し て実施する 。 福 祉 局

（ 再掲） 4 0 　 点字録音刊行物の作成及び配
布（ 東京都地域生活支援事業）
　 視覚障害者に対し て、 社会生活を営む上
で必要と する 情報及び知識を 提供する た
め、 点字本及び録音刊行物を 作成配布し 、
社会参加を 促進し 、 生活、 文化の向上を 図
る 。

〔 実施主体： 東京都〕

（ 点字本）
　 1 2 種類
　 　 各7 2 3 部

（ 録音物）
　 1 2 種類
　 　 各1 ,1 3 0 本

　 継続し て実施する 。 福 祉 局
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（ 再掲） 4 4 　 障害者デジタ ル技術支援総合
基盤整備事業（ 東京都地域生活支援事業）
　 障害者に対する デジタ ル技術利用相談支
援を 実施する と と も に、 区市町村の障害者
デジタ ル技術活用支援体制を 整備する ため
に、 区市町村職員等を 対象と し た研修を 実
施し 、 も っ て障害者の自立と 社会参加促進
に資する 。

①デジタ ル技術に関する 利用相談・ 情報提
供
②デジタ ル技術活用支援者養成研修の実施

〔 実施主体： 東京都〕

①Ｉ Ｔ 利用相談支援事業
　 相談件数
　 　 1 ,1 8 4 件
　 ＨＰ アク セス 数
　 　 8 ,6 1 6 件

②区市町村への技術支援のための講習会
<集合型>  8 1 人
<出張型>  6 9 人

　 事業の推進を図る 。 福 祉 局

（ 再掲） 4 8 　 都立図書館サービ ス 事業の充
実
　 都立図書館における 対面音訳サービ ス 、
視覚障害者等用資料の作成・ 提供サービ ス
等の向上を 図り 、 視覚障害者等の利便に供
する 。

〔 実施主体： 東京都教育委員会〕

（ 都立中央・ 多摩図書館の実績）

・ 利用状況
　 登録利用者： 3 9 5 名
　 対面音訳利用人数： 5 4 9 名
　
・ 研修
   音訳者講習会（ 初級研修） 1 回（ 全6 日間）

　 音訳者講習会（ 中級研修） 1 回（ 全6 日間）

   音訳者専門研修　 　 　 　 　 1 回
　 障害者サービ ス 研修　 1 回

（ 所蔵資料）
　 録音テープ： 6 ,8 0 1 点
　 デイ ジー図書： 4 ,3 3 8 点
　 点訳資料： 1 ,1 7 3 点
　 点字雑誌： 2 1 種
　 録音テープ雑誌： 2 6 種
　 デイ ジー雑誌： 2 1 種

　 各種サービ ス の充実を 図
る 。
　 サービ ス 向上のための職員
研修を 実施する 。

教 育 庁

（ 再掲） 5 9 　 点訳・ 朗読奉仕員指導者等養
成事業（ 東京都地域生活支援事業）
　 点訳・ 朗読に関する 知識と 経験を有する
者に対し 、 指導方法、 専門点訳技術等を 指
導する こ と によ り 、 指導者養成及び専門点
訳奉仕員等を育成し 、 視覚障害者福祉の増
進を 図る 。

（ 内容）
　 点訳奉仕員指導者養成
　 朗読奉仕員指導者養成
　 専門点訳奉仕員養成（ 英語、 理数、 楽
譜、 触図、 コ ン ピ ュ ータ ）
　 修了者研修会

〔 実施主体： 東京都〕

修了者

点訳奉仕員指導者養成　 3 名
朗読奉仕員指導者養成 1 0 名
専門点訳奉仕員養成　  1 3 名

　 継続し て実施する 。 福 祉 局

6 6 　 視覚障害者用図書レ フ ァ レ ン ス サービ
ス 事業
　 視覚障害者等から の視覚障害者等用図書
及びその出版に関する 照会に対し 、 情報を
提供する こ と によ り 、 視覚障害者等の文
化、 教養の向上を図る 。
（ 内容）
　 点字図書等の新規出版情報の収集
　 照会事項に関する 回答、 資料提供
　 理療関係の新刊墨字図書の出版に関する
調査及び情報提供
　 読書相談

〔 実施主体： 東京都〕

①利用者数： 延べ3 ,3 5 9 人
②利用件数： 延べ2 4 ,7 4 3 件

　 継続し て実施する 。 福 祉 局

6 7 　 点字図書館運営費補助事業
　 視覚障害者の要求に応じ て、 無料又は低
額な料金で点字図書刊行物及び録音物等を
閲覧さ せる こ と によ り 、 視覚障害者の文化
の向上と 福祉の向上を 図る 。

〔 実施主体： 社会福祉法人等〕

補助件数： ４ 施設 　 継続し て実施する 。 福 祉 局
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４ 　 ス ポーツ ・ 文化芸術活動や生涯学習・ 地域活動等への参加の推進

(1 ) パラ ス ポーツ の振興

6 8 　 障害者ス ポーツ センタ ーの運営
　 障害者の健康増進と 社会参加を 促進する
ため、 ス ポーツ 施設や集会室等の場を 提供
する と と も に、 ス ポーツ 教室や大会等の事
業を 実施し 、 障害者の福祉の増進を図る 。

○東京都障害者総合ス ポーツ セン タ ー
○東京都多摩障害者ス ポーツ セン タ ー

〔 実施主体： 東京都〕
（ 指定管理者： 公益社団法人東京都障害者
ス ポーツ 協会）

延べ利用人数

（ 総合）
　 　 1 0 0 ,8 0 6 人

（ 多摩）
　 　 9 2 ,2 9 8 人

　 引き 続き 運営する 。 ス ポ ーツ
推進 本 部

6 9 　 パラ ス ポーツ の振興
　 東京都ス ポーツ 推進総合計画に基づき 、
障害のある 人も ない人も 、 だれも がス ポー
ツ に親し む「 ス ポーツ 都市東京」 を目指
し 、 取組を 推進する 。

①理解促進・ 普及啓発

②場の開拓

③支える 人材の育成

④競技力向上

〔 実施主体： 東京都〕

①理解促進・ 普及啓発
・ パラ ス ポーツ 専門ポータ ルサイ ト 「 TOK YO パラ ス ポーツ ・ ナビ 」 の
運用
・ パラ ス ポーツ イ ベント 「 チャ レ ス ポ！TOKYO」 の開催
・ ス ポーツ の効用等に関する コ ンテン ツ 発信事業の実施
・ パラ ス ポーツ 普及啓発プロ ジェ ク ト 「 TEA M BEYON D」 の実施
・ パラ ス ポーツ 国際大会の開催促進
・ 障害者のス ポーツ に関する 意識調査の実施
・ パラ ス ポーツ ス タ ート ガイ ド の運用
・ TOK YOパラ ス ポーツ チャ ン ネルの配信
・ パラ ス ポーツ 体験プロ グラ ム の実施
・ 「 TOK YOパラ ス ポーツ 月間」 事業の実施

①障害者ス ポーツ の身近な
場・ 機会の充実を 図る 。

   ○
（ ④は
一部の
み該
当）

ス ポ ー ツ
推進 本 部

②場の開拓
・ パラ ス ポーツ 地域サポート 事業の実施
・ パラ ス ポーツ コ ン シェ ルジュ 事業の実施
・ 都立特別支援学校活用促進事業の実施
・ 障害者のス ポーツ 施設利用促進事業の実施
・ TOK YOユニバーサルウ ォ ーキング普及事業の実施
・ パラ ス ポーツ リ モート 参加事業の実施
・ 動画を活用し た運動・ QOL向上事業の実施
・ デジタ ル技術を 活用し たパラ ス ポーツ （ eパラ ス ポーツ ） 事業の実施
・ バーチャ ルス ポーツ を 用いた障害者のス ポーツ 実施促進事業の実施
・ 障害児・ 者の運動習慣定着支援事業の実施
・ 区市町村ス ポーツ 実施促進事業の実施

②障害者ス ポーツ を支える 人
材の育成・ 活動活性化を 図
る 。

ス ポ ー ツ
推進 本 部

③支える 人材の育成
・ パラ ス ポーツ セミ ナーの開催
・ 初級・ 中級パラ ス ポーツ 指導員養成講習会の開催
・ パラ ス ポーツ 人材の活動活性化事業の実施（ 障害者ス ポーツ ボラ ン
ティ ア情報のポータ ルサイ ト 「 TOK YO 障ス ポ＆サポート （ S & S ） 」 に
おける 情報発信、 「 リ ・ ス タ ート 研修会」 の開催、 「 パラ ス ポーツ
フ ォ ーラ ム 」 の開催）
・ パラ ス ポーツ 研修キャ ラ バン 事業の実施

③障害者ス ポーツ の理解促
進・ 普及啓発を図る 。

ス ポ ー ツ
推進 本 部

④競技力向上
・ パラ ス ポーツ 次世代ホープ発掘事業の実施
・ パラ ス ポーツ 競技活動支援事業の実施
・ 東京都障害者ス ポーツ 強化練習会の実施
・ 東京パラ アス リ ート 強化事業の実施
・ パラ ス ポーツ 団体体制強化支援事業の実施
・ パラ ス ポーツ 人材地域活動促進事業の実施
・ パラ ス ポーツ オープン 競技大会の開催
・ 東京都障害者ス ポーツ 大会の開催
・ 全国障害者ス ポーツ 大会への選手・ 役員の派遣
・ デフ ス ポーツ 競技団体都内活動促進事業
・ デフ リ ン ピ ッ ク チャ レ ンジ事業

④障害者ス ポーツ の競技力向
上を 図る 。

ス ポ ー ツ
推進 本 部
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事業名・ 事業内容
令和６ 年度末

状況等
事業目標

東京
2 0 5 0
戦略

所管局
事業
体系

7 0 　 ス ポーツ 空間バージョ ン アッ プ補助事
業
　 誰も が身近な場所で安全に多様なス ポー
ツ を 楽し める 空間を 整備し 、 都民の日常に
ス ポーツ が溶け込んでいる 「 ス ポーツ
フ ィ ールド ・ 東京」 と 、 ス ポーツ を通じ た
共生社会の実現を目指すため、 区市町村が
地域のニーズ等に応じ て行う ス ポーツ 空間
のバージョ ンアッ プに係る 取組を 支援す
る 。
（ 対象）
　 東京都内において各区市町村が保有する
ス ポーツ 施設等と し 、 次に掲げる 工事と す
る 。
（ １ ） 身近なス ポーツ 環境の拡充に係る 工
事
（ ２ ） ユニバーサルデザイ ン 化の推進に係
る 工事
（ ３ ） 国際大会開催等の推進に係る 工事
〔 実施主体： 区市町村〕

補助件数2 7 件
補助金交付額2 6 3 ,6 7 4 千円

　 区市町村のス ポーツ 環境整
備を 促進する 。

○ ス ポ ーツ
推進 本 部

7 1 　 東京都パラ ス ポーツ ト レ ーニングセン
タ ーの運営
　 パラ ス ポーツ の競技団体やチーム、 アス
リ ート によ る 安定的な練習活動等に利用可
能な競技力向上の拠点、 ま た、 障害のある
人も ない人も パラ ス ポーツ に親し むこ と の
でき る 普及振興の場と し て運営する 。
〔 実施主体： 東京都〕
〔 指定管理者： 公益社団法人東京都障害者
ス ポーツ 協会グループ〕

延べ利用者数
2 3 ,3 3 8 人

　 引き 続き 運営する 。 ○ ス ポ ーツ
推進 本 部

（ 再掲） 2 4 　 パラ ス ポーツ 指導者講習会の
実施
障害者ス ポーツ の理解促進と 普及啓発を 図
る ため、 パラ ス ポーツ 指導者講習会を 開催
する 。

〔 実施主体： 東京都教育委員会〕

○パラ ス ポーツ 指導者講習会の実施 東京２ ０ ２ ０ オリ ンピ ッ ク ・
パラ リ ンピ ッ ク 競技大会のレ
ガシーと し て、
子供たちがパラ ス ポーツ に触
れる 機会を 創出する ため、 教
職員がパラ ス ポーツ を 体験
し 、 競技の歴史や意義、 ルー
ル、 指導法等を学び、 学校の
教育活動においてパラ ス ポー
ツ の指導を
行う こ と ができ る 資質・ 能力
を身に付けら れる よ う 、 「 パ
ラ ス ポーツ 指導者講習会」 を
実施する 。

教 育 庁

7 2 　 都立特別支援学校における 障害者ス
ポーツ の推進
○都立特別支援学校における 障害者ス ポー
ツ を 取り 入れた体育的活動の指導内容・ 方
法の研究・ 開発
○地域の小・ 中学校の児童・ 生徒への理解
啓発のため、 都立特別支援学校と の交流に
おける 障害者ス ポーツ を活用し た学習活動
の試行

〔 実施主体： 東京都教育委員会〕

・ ス ポーツ 教育推進校を 5 9 校指定し 障害者ス ポーツ を 取り 入れた体育的
活動や交流活動の充実
・ ス ポーツ 交流推進校を 1 0 校指定し 、 地域の小・ 中学校等と のス ポーツ
交流の実施
・ 障害者ス ポーツ 指導員等の講師を 招へいし 、 指導方法等の講習によ り
教員の指導力の向上

継続し て実施する 。 教 育 庁

7 3 　 社会教育施設（ ユース ・ プラ ザ） にお
ける 活動支援
　 青少年社会教育施設「 ユース ・ プラ ザ」
において、 ス ポーツ 及び文化・ 学習活動の
機会を提供する こ と によ り 障害者の心身の
維持向上を 図る と と も に、 楽し さ を理解し
ても ら う 。
　 ま た、 施設利用者の障害者ス ポーツ に対
する 理解を 深める 。

〔 実施主体： 民間P FI事業者及び東京都教育
委員会〕

　 特別支援学校の学校行事及び障害者の活動に供する 宿泊施設やス ポー
ツ 施設・ 文化・ 学習施設の提供、 アート ク ラ フ ト 等の活動プロ グラ ムの
提供を 実施

　 障害者へス ポーツ 及び文
化・ 学習活動の機会を 提供す
る と と も に、 障害者ス ポーツ
に対する 他の利用者の理解を
促進する 。

教 育 庁

(2 ) 文化芸術活動の推進

7 4 　 文化芸術関連行事の実施（ 東京都地域
生活支援事業を 含む）
　 障害者が文化芸術への参加を通じ て、 社
会参加と 相互交流を 促進する と と も に都民
の障害者に対する 理解の増進を図り 、 も っ
て障害者の自立の促進に寄与する こ と を 目
的に各種事業を 実施する 。

①障害者美術展の開催
②ふれあいコ ン サート の実施

〔 実施主体： ①東京都、 ②東京都・ 民間団
体〕

・ 第3 9 回東京都障害者総合美術展
　 場所　 池袋西武本店
　 応募　 6 5 3 点
　 展示　 2 0 0 点

・ 第4 1 回ふれあいコ ンサート
　 場所　 文京シビ ッ ク ホール
　 来場者　 9 6 3 人

　 継続し て実施する 。 福 祉 局
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事業名・ 事業内容
令和６ 年度末

状況等
事業目標

東京
2 0 5 0
戦略

所管局
事業
体系

7 5 　 障害者芸術活動基盤整備事業
　 障害者の芸術活動の支援拠点を 設置し 、
活動基盤を 整備する こ と によ り 、 芸術活動
を 通じ た障害者の社会参加の促進を図る 。

（ 実施方法） 補助によ り 実施
（ 実施規模） 多様な芸術文化活動（ 美術・
舞台芸術等） を 支援する 団体・ 1 団体

〔 実施主体： 社会福祉法人等〕

①相談　 4 7 0 件
②人材育成研修　 2 回
③関係者のネッ ト ワ ーク づく り
④発表の機会　 1 回
⑤専用サイ ト を活用し た情報発信

継続し て実施する 。 ○ 福 祉 局

7 6 　 障害者の文化芸術活動の発表の場提供
事業
　 障害者の実演芸術分野の発表の機会を 定
期的に創出し 、 障害者やその支援者等の創
造活動のモチベーショ ン向上や多様な人々
の交流、 相互理解につなげる 。
　 都内の障害者団体等を通じ て、 障害者の
実演芸術分野の発表者を募集・ 選定し 、 都
民ホールにおいて発表会を 開催する 。

〔 実施主体： 東京都〕

年2 回の発表会を 開催 継続し て実施する 。 生 活
文 化 局

福 祉 局

7 7 　 東京都特別支援学校総合文化祭の実施
　 特別支援学校の児童・ 生徒の文化・ 芸術
的な能力を 伸ばし 、 日頃の文化・ 芸術活動
の振興を 図る 。
　 あわせて、 都民への理解・ 啓発の場と す
る 。
（ 実施時期： 1 1 月から 1 月）

〔 実施主体： 東京都教育委員会、 特別支援
学校文化連盟〕

（ 9 部門）
①音楽
②将棋・ オセロ
③演劇
④造形美術
⑤写真
⑥職業・ 作業
⑦手芸・ 家庭
⑧放送・ 映像
⑨書道

　 継続し て実施する 。 教 育 庁

7 8 　 芸術文化によ る 社会支援助成
　 障害者等によ る 芸術文化の創造・ 鑑賞活
動を 促進する 事業に対し て、 その経費の一
部を 助成する こ と によ り 、 都民の芸術文化
活動の充実を図る 。

〔 実施主体： 公益財団法人東京都歴史文化
財団〕

　 採択件数2 3 件
（ う ち、 障害者に関する 事業の採択案件は1 6 件）

　 支援制度を 着実に実施し て
いく 。

○ 生 活
文 化 局

7 9 　 ク リ エイ ティ ブ・ ウ ェ ルビ ーイ ン グ・
ト ーキョ ー
　 芸術文化の力や都立文化施設の資源を 活
用し 、 高齢化や共生社会など 、 文化の領域
を 超えた社会課題の解決に向けた新たなア
プロ ーチを 提示し 、 芸術文化によ る 社会包
摂と ウ ェ ルビ ーイ ン グを推進する 。

〔 実施主体： 東京都・ 公益財団法人東京都
歴史文化財団〕

「 だれも が文化でつながる 国際会議2 0 2 4 」 を 開催し た。 プロ ジェ ク ト を 推進 ○ 生 活
文 化 局

8 0 　 芸術文化へのアク セシビ リ ティ 向上
　 文化戦略で掲げる 「 あら ゆる 人々が芸術
文化を享受でき る 環境の整備」 の実現に向
けて、 都立文化施設や都・ 財団の文化事業
で鑑賞を 支援する ための環境整備等に取り
組むほか、 助成事業を 通じ て民間事業者の
取組を促進する 。

〔 実施主体： 公益財団法人東京都歴史文化
財団〕

・ 各都立文化施設に社会共生担当を 配置し 、 施設の特性等に応じ た、 鑑
賞サポート ツ ールの充実や情報サポート の拡充を 実施
・ 都立文化施設や都の文化事業において、 公演など の観賞を 支援する
ツ ールの導入や、 鑑賞サポート 付き プロ グラ ム を 拡充
・ 芸術文化分野で手話通訳を 担える 通訳技術の習得を 目的と し た手話通
訳研修を実施
（ 全8 回、 手話通訳士の資格又は同程度の能力を持つ1 5 名が受講）
・ 「 東京芸術文化鑑賞サポート 助成」 を創設し 、 民間芸術文化団体等の
鑑賞サポート の取組に対し 助成を実施（ 4 7 団体、 6 2 事業を 採択）

（ 都立文化施設、 都・ 財団文
化事業）
窓口受付、 ウ ェ ブサイ ト 、 施
設内サイ ン 等の環境を 整備す
る と と も に、 展覧会・ 公演等
で鑑賞サポート 付プロ グラ ム
を実施

（ 助成事業）
芸術文化事業を実施する 民間
団体等によ る アク セシビ リ
ティ 向上の取組に対し 助成す
る と と も に、 必要な知識やノ
ウ ハウ の提供や専門団体等と
連携し た相談対応を実施

○ 生 活
文 化 局

(3 ) 生涯学習・ 地域活動等への参加の推進

8 1 　 青年・ 成人期の余暇活動支援事業
    青年・ 成人期の障害者が日中活動や就労
後に過ご す場と し て、 身近な地域に活動の
場を 確保し 、 様々な人々と 交流し 、 社会生
活に必要な、 知識や技能の習得のための学
習会や、 ボラ ン ティ ア活動参加など の取組
に対し て支援する 。

〔 実施主体： 区市町村〕

　 実施区市町村　 1 7 区市 　 継続し て実施する 。 福 祉 局
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事業名・ 事業内容
令和６ 年度末

状況等
事業目標

東京
2 0 5 0
戦略

所管局
事業
体系

５ 　 ユニバーサルデザイ ンの視点に立っ た福祉のま ちづく り

(1 ) 福祉のま ちづく り の総合的推進

8 2 　 障害者に関する 調査の実施
　 福祉局において、 おおむね5 年おき に、 障
害者（ 身体障害者、 知的障害者、 精神障害
者） の生活実態調査を 実施する （ 平成2 5 年
度から は難病患者も 調査対象） 。
　 そのほか、 障害者施策の充実に資する 調
査を 、 適宜、 実施する 。

〔 実施主体： 東京都〕

東京都福祉保健基礎調査「 障害者の生活実態」 結果の公表 　 継続し て実施する 。
（ 次回令和1 0 年度実施、 令和
1 1 年度結果公表予定）

福 祉 局

8 3 　 市街地再開発事業等における 福祉のま
ちづく り の推進
　 商工農住が混在し ている 地域、 ある いは
木造家屋が密集し ている 木造住宅密集地域
など の環境が悪化し ている 既成市街地にお
いて、 市街地再開発事業、 土地区画整理事
業、 防災街区整備事業、 沿道一体整備事業
や延焼遮断帯形成事業の推進にあわせて、
道路・ 公園・ 広場など の公共施設のバリ ア
フ リ ー化を 進め、 福祉のま ちづく り を 促進
する 。

〔 実施主体： 東京都〕

【 市街地再開発事業】
①指導助成団体
　 組合等施行
（ 都市機構施行含む）
　 　 5 9 地区
②都施行
　 　 1 地区

【 土地区画整理事業】
①指導助成団体
　 組合等施行
（ 都市機構施行含む）
　 　 3 4 地区
　 公共施行
　 　 2 1 地区
②都施行（ 個人施行含む）
　 　 １ ０ 地区

【 防災街区整備事業】
    組合施行
　 　 6 地区
【 沿道一体整備事業】
　 　 5 地区
【 地域と 連携し た延焼遮断帯形成事業】
　 　 3 地区

※令和６ 年度末施行中地区

　 事業の推進を図る 。 都 市
整 備 局

8 4 　 鉄道駅総合バリ アフ リ ー推進事業（ バ
リ アフ リ ー基本構想等作成事業）
　 地域の面的かつ一体的なバリ アフ リ ー化
を 推進する ため、 バリ アフ リ ー法に基づき
バリ アフ リ ー基本構想及び移動等円滑化促
進方針を 作成する 区市町村に対し 補助を 行
う 。

〔 実施主体： 区市町村〕

令和6 年度補助実績　 ４ 区３ 市

（ 内訳）
〇バリ アフ リ ー基本構想
町田市、 府中市、 足立区、 中野区、 三鷹市

〇移動等円滑化促進方針
葛飾区、 府中市、 大田区、 中野区

（ 参考） 令和６ 年度末
バリ アフ リ ー基本構想作成済み： 2 1 区1 0 市1 0 ７ 地区
移動等円滑化推進方針作成済み： 6 区４ 市５ ３ 地区

　 都内の区市町村における バ
リ アフ リ ー基本構想及び移動
等円滑化促進方針策定の作成
を促進する 。

○ 都 市
整 備 局

8 5 　 東京都福祉のま ちづく り 条例の運用等
○建築物、 道路、 公園、 公共交通施設等の
新設ま たは改修の際に、 整備基準に適合し
た整備を 図る 。

○区市町村に委任し た届出、 指導・ 助言、
適合証交付等運用事務の円滑な実施に向け
た制度の周知、 特例交付金の交付等を 行
う 。

※所管行政庁： 独自条例制定によ る 適用除
外9 区市を除く 区市町村

〔 実施主体： 東京都、 区市町村〕

　 届出件数
　 令和６ 年　 １ ,0 7 6 件

　 事業者、 都民等に対し 、 福
祉のま ちづく り 条例の運用に
ついて、 一層の推進を 図る と
と も に、 条例の整備基準のう
ち、 遵守基準よ り 水準の高い
努力基準に適合さ せている 適
合証交付施設のＨ Ｐ での情報
提供等、 適合証交付制度につ
いても 、 周知に取り 組んでい
く 。

福 祉 局
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事業名・ 事業内容
令和６ 年度末

状況等
事業目標

東京
2 0 5 0
戦略

所管局
事業
体系

（ 再掲） 4 2 　 「 と う き ょ う ユニバーサルデ
ザイ ンナビ 」 の運用

・ 高齢者や障害者を 含めた全ての人が、 外
出時に必要な情報を 容易に入手でき る よ
う 、 都内の施設や交通機関等に関する ユニ
バーサルデザイ ン情報及びバリ アフ リ ー情
報を 集約し たポータ ルサイ ト を運営する 。

〔 実施主体： 東京都〕

○「 と う き ょ う ユニバーサルデザイ ン ナビ 」 によ る 情報提供 　 高齢者や障害者を含めたす
べての人が、 外出時に必要な
情報を 容易に入手でき る よ
う 、 引き 続き 、 掲載情報量や
情報掲載方法を充実さ せてい
く 。

○ 福 祉 局

（ 再掲） 4 3 　 バリ アフ リ ー情報のオープン
データ 化
　 車椅子使用者対応ト イ レ の設場場所・ 設
備等の情報をオープン データ と し て提供す
る 。

〔 実施主体： 東京都〕

○オープン データ 化し た車椅子使用者対応ト イ レ 等の数
9 ,2 6 0 件

バリ アフ リ ー情報のオープン
データ 化の推進に向け、 引き
続き 実施し ていく 。

〇 福 祉 局

8 6 　 区市町村福祉のま ちづく り に関する 基
盤整備事業
　 区市町村が自ら 行う 福祉のま ちづく り 条
例に適合し た公共的施設、 道路、 公園の整
備や、 小規模店舗など 身近な建築物のバリ
アフ リ ー化整備を行う 民間事業者に対する
整備費の一部を 助成する  事業区市町村に対
し 支援を 行う 。

〔 実施主体： 区市町村〕

○補助実績
　 令和６ 年度　 1 8 区1 4 市２ 町

　 公共的施設、 道路、 公園等
及び民間事業者が行う バリ ア
フ リ ー化の整備に関する 区市
町村の取組を 支援する 。

福 祉 局

8 7 　 バリ アフ リ ー法に基づく 認定
　 バリ アフ リ ー法に基づき 、 建築物移動等
円滑化基準（ 義務基準） を 超え、 よ り 高い
レ ベルの誘導基準に適合する 建築物を 認定
する 。

＊バリ アフ リ ー法： 「 高齢者、 障害者等の
移動等の円滑化の促進に関する 法律」 （ 平
成1 8 年1 2 月2 0 日施行）

〔 実施主体： 東京都、 区市（ 所管行政
庁） 〕

（ 累計実績）
　 認定実績
     1 0 4 1 件

　 バリ アフ リ ー法に基づく 認
定を 促進し 、 よ り 質の高い建
築物のバリ アフ リ ー化を 推進
する 。 認定取得が進むよ う 、
引き 続き 広く 周知に取り 組ん
でいく 。

都 市
整 備 局

8 8 　 宿泊施設のバリ アフ リ ー化支援事業
　 高齢者・ 障害者等が観光やビ ジネス のた
めに、 都内宿泊施設を 安心かつ円滑に利用
でき る よ う 、 民間宿泊事業者を対象にバリ
アフ リ ー化の取組を 支援する 。

〔 実施主体： 東京都〕

バリ アフ リ ー化支援事業
1 4 件5 施設（ 交付決定ベース ）

　 観光振興施策の一環と し
て、 高齢者・ 障害者等が観光
やビ ジネス のために、 都内宿
泊施設を安心かつ円滑に利用
でき る よ う 、 都内宿泊施設が
行う バリ アフ リ ー化の取組を
支援し 、 東京への旅行者の増
加を 図る 。

産 業
労 働 局

8 9 　 東京ひと り 歩き サイ ン 計画
　 外国人旅行者や障害者、 高齢者を含めた
全ての人が安心し て東京の観光を 楽し める
よ う に、 ピ ク ト グラ ム （ 絵文字） や多言語
で表記し た観光案内標識を 維持更新する 。
ま た、 各区市町村等に対し て、 案内サイ ン
の統一化を 周知・ 促進し ていく 。

〔 実施主体： 東京都〕

設置済の観光案内標識の維持更新を 実施 　 観光振興施策の一環と し
て、 外国人旅行者や障害者、
高齢者を含めた全ての人が安
心し て東京の観光を楽し める
よ う に、 ピ ク ト グラ ム （ 絵文
字） や多言語で表記し た観光
案内標識を 維持更新する 。 ま
た、 各区市町村等に対し て、
案内サイ ン の統一化を 周知・
促進する こ と で、 旅行者の利
便性の向上を 図る 。

産 業
労 働 局

（ 再掲） 7 0 　 ス ポーツ 空間バージョ ン アッ
プ補助事業
　 誰も が身近な場所で安全に多様なス ポー
ツ を 楽し める 空間を 整備し 、 都民の日常に
ス ポーツ が溶け込んでいる 「 ス ポーツ
フ ィ ールド ・ 東京」 と 、 ス ポーツ を通じ た
共生社会の実現を目指すため、 区市町村が
地域のニーズ等に応じ て行う ス ポーツ 空間
のバージョ ンアッ プに係る 取組を 支援す
る 。

（ 対象）
　 東京都内において各区市町村が保有する
ス ポーツ 施設等と し 、 次に掲げる 工事と す
る 。
①身近なス ポーツ 環境の拡充に係る 工事
②ユニバーサルデザイ ン化の推進に係る 工
事
③国際大会開催等の推進に係る 工事
〔 実施主体： 区市町村〕

補助件数2 7 件
補助金交付額2 6 3 ,6 7 4 千円

　 区市町村のス ポーツ 環境整
備を 促進する 。

○ ス ポ ーツ
推進 本 部
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事業名・ 事業内容
令和６ 年度末

状況等
事業目標

東京
2 0 5 0
戦略

所管局
事業
体系

9 0 　 高等学校等への受入れ体制の整備
　 都立高校等の校舎においては、 改築や大
規模改修の際に「 東京都福祉のま ちづく り
条例」 及び「 高齢者、 障害者等が利用し や
すい建築物の整備に関する 条例」 に基づい
た整備を 行っている 。 ま た、 例年障害のあ
る 生徒の入学状況を 把握し 、 学校生活に支
障がないかを調査し た上で、 必要な場合は
簡易的なバリ アフ リ ー改修工事を 実施し て
いる 。
　 具体的には、
①エレ ベータ ーの新設（ 新築、 改築、 大規
模改修の際に限る ）
②校舎内外の段差解消
③障害者ト イ レ の設置
④廊下・ 階段の手摺新設
⑤非常用ス ロ ープ階段の新設
⑥出入口の扉改造
等を 行う 。

〔 実施主体： 東京都教育委員会、 東京都公
立大学法人〕

【 高等学校】
エレ ベータ ー設置
　 　 　 　 　 1 5 9 校
校内段差解消
　 　 　 　 　   5 2 校
障害者ト イ レ 設置
　 　 　 　 　 1 8 1 校
階段手摺設置
　 　 　 　 　 1 8 5 校
ス ロ ープ（ 昇降口）
設置
　 　 　 　 　 1 2 1 校
ス ロ ープ（ 玄関）
設置
　 　 　 　 　 1 2 3 校
自動ド ア（ 昇降口）
設置
　 　 　 　 　   5 7 校
自動ド ア（ 玄関）
設置
　 　 　 　 　   9 9 校

　 近年の高等学校等への入学
者多様化を 考慮し 、 校舎改修
をよ り 一層推進し ていく 。

教 育 庁

総 務 局

【 附属中学校・
中等教育学校】
エレ ベータ ー設置
　 　 　 　 　 1 1 校
校内段差解消
　 　 　 　 　   5 校
障害者ト イ レ 設置
　 　 　 　 　 1 1 校
階段手摺設置
　 　 　 　 　 1 1 校
ス ロ ープ（ 昇降口）
設置
　 　 　 　 　   8 校
ス ロ ープ（ 玄関）
設置
　 　 　 　 　   8 校
自動ド ア（ 昇降口）
設置
　 　 　 　 　   4 校
自動ド ア（ 玄関）
設置
　 　 　 　 　   7 校

教 育 庁

総 務 局

【 高等専門学校】
エレ ベータ ー設置
　 　 1 校（ 2 ｷｬﾝﾊ゚ ｽ）
校内段差解消
　 　 1 校（ 2 ｷｬﾝﾊ゚ ｽ）
障害者ト イ レ 設置
　 　 1 校（ 2 ｷｬﾝﾊ゚ ｽ）
階段手摺設置
　 　 1 校（ 2 ｷｬﾝﾊ゚ ｽ）
ス ロ ープ（ 玄関） 設置
　 　 1 校（ 2 ｷｬﾝﾊ゚ ｽ）
自動ド ア（ 昇降口） 設置
　 　 1 校（ 2 ｷｬﾝﾊ゚ ｽ）
自動ド ア（ 玄関） 設置
　 　 1 校（ 2 ｷｬﾝﾊ゚ ｽ）

教 育 庁

総 務 局

9 1 　 私立学校における 学校施設のバリ アフ
リ ー化への支援
（ 目的）
　 私立学校で行う 校舎等の施設設備の整備
が「 福祉のま ちづく り 条例施行規則」 の整
備基準に合致する よ う 、 公益財団法人東京
都私学財団に対し て補助を 行い、 間接的に
私立学校の利子負担を 軽減する 。

（ 事業内容）
　 公益財団法人東京都私学財団が行う 低利
での融資事業「 私立学校振興資金融資事
業」 の中で、 手すり 、 ス ロ ープの設置等
「 福祉のま ちづく り 事業」 を 推進する 施設
設備を対象と し た融資を行う 。 （ 融資限度
額　 １ 件１ ０ 億円）
　 東京都は当財団が当該融資に必要な資金
を 金融機関から 借り 入れた場合、 当該原資
に対し て一定の利子補給を 行う 。

〔 実施主体： 東京都、 公益財団法人東京都
私学財団〕

  特定事業利率
　 上限1 .0 0 0 %
　 なお、 当該特定事業利率は、 市中金融機関等における 利率等を 勘案し
て設定

（ 福祉のま ちづく り 事業は、 特定事業に含ま れる 。 ）

　 継続し て実施する 。 生 活
文 化 局
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事業名・ 事業内容
令和６ 年度末

状況等
事業目標

東京
2 0 5 0
戦略

所管局
事業
体系

(2 ) 公共交通機関の整備

9 2 　 鉄道駅総合バリ アフ リ ー推進事業（ 鉄
道駅エレ ベータ ー等整備事業）
　 Ｊ Ｒ ・ 私鉄の鉄道駅における 円滑な移動
を 確保する ため、 区市町と 連携し てバリ ア
フ リ ールート 確保に必要なエレ ベータ ーや
ス ロ ープ、 視覚障害者誘導用ブロ ッ ク 等の
整備に対する 補助を 行う 。

〔 実施主体： 区市町〕

令和６ 年度補助実績　 ０ 駅 　 段差解消が必要なすべての
駅において、 エレ ベータ ー等
によ る バリ アフ リ ールート 整
備の促進を 図る 。 ま た、 既存
のバリ アフ リ ールート では乗
換のために遠回り を余儀なく
さ れたり 、 一度改札外を 経由
する 必要がある 駅など におい
て、 駅周辺や駅の特性を 考慮
し 「 鉄道駅バリ アフ リ ーに関
する 優先整備の考え方」 に基
づき 、 複数・ 乗換ルート を含
むエレ ベータ ー等の整備の促
進を 図る 。

○ 都 市
整 備 局

9 3 　 鉄道駅総合バリ アフ リ ー推進事業
（ ホーム ド ア等整備促進事業）
　 Ｊ Ｒ ・ 私鉄の鉄道駅における 安全性を 確
保する ため、 区市町と 連携し てホーム ド ア
等の整備に対する 補助を行う 。

〔 実施主体： 区市町〕

令和６ 年度補助実績　 1 ７ 駅

（ 内訳）
１ ０ 万人以上駅： 成増駅（ 東武） 、 鶯谷駅（ Ｊ Ｒ ） 、 東村山駅（ 西
武） 、 石神井公園駅（ 西武） 、 練馬高野台駅（ 西武） 、 初台駅（ 京
王） 、 西国立駅（ Ｊ Ｒ ） 、 青物横丁駅（ 京急） 、 矢川駅（ Ｊ Ｒ ） 、 西新
井駅（ 東武） 、 梅島駅（ 東武） 、 小菅駅（ 東武） 、 久我山駅（ 京王）

１ ０ 万人未満駅： 五反田駅（ 東急） 、 八王子駅（ Ｊ Ｒ ） 、 御茶ノ 水駅
（ Ｊ Ｒ ） 、 新小岩駅（ Ｊ Ｒ ） 、

　 「 鉄道駅バリ アフ リ ーに関
する 優先整備の考え方」 に基
づき 、 駅ホームにおける 安全
対策の充実を 図る 。 J R・ 私鉄
駅において、 2 0 2 8 年度ま で
に約6 割の駅にホーム ド ア整
備を 目指す。

○ 都 市
整 備 局

9 4 　 鉄道駅総合バリ アフ リ ー推進事業（ 鉄
道駅バリ アフ リ ート イ レ 等整備促進事業）
　 Ｊ Ｒ ・ 私鉄の鉄道駅における 車椅子使用
者だけでなく 、 乳幼児連れの方等、 多様な
利用者の利便性を向上する ため、 区市町と
連携し てバリ アフ リ ート イ レ の整備や機能
の分散配置に対する 補助を 行う 。

〔 実施主体： 区市町〕

令和６ 年度補助実績　 1 駅

(内訳）
多摩センタ ー駅（ 多摩都市モノ レ ール）

　 バリ アフ リ ート イ レ の整備
及び多様な人が利用でき る 設
備や機能の一部を 一般便房に
分散配置する こ と で、 駅利用
者の利便性向上を 図る 。

都 市
整 備 局

9 5 　 だれにも 乗り 降り し やすいバス 整備事
業
　 公共性が高く 、 重要な移動手段である 民
営路線バス について、 高齢者をはじ め、 だ
れにも 乗り 降り し やすいノ ン ス テッ プバス
購入経費の一部を補助する こ と によ り 、 ノ
ン ス テッ プバス の導入促進を 図る 。

〔 実施主体： 東京都〕

　 3 ,6 1 6 両
（ 補助実績の合計）

　 都内民営路線バス のう ち、
ノ ン ス テッ プ整備が必要な全
ての車両を 整備。

都 市
整 備 局

9 6 　 都営交通の施設・ 設備の整備
①バリ アフ リ ールート の充実

②地下鉄車両へのフ リ ース ペース の導入

③地下鉄駅における ホーム と 車両の段差・
隙間の縮小
　 車椅子使用者が駅員等の介助なし に車両
に乗降し やすく する ため、 浅草線及び三田
線において、 ホーム と 車両の段差・ 隙間の
縮小に向けた取組を 進める 。

〔 実施主体： 東京都〕

①新規整備駅なし

②大江戸線１ 編成更新

③三田線での対策工事完了

①令和４ 年度から ６ 年度の３
か年合計でエレ ベータ ー６ 駅
整備

②車両更新に合わせて順次導
入
※浅草線は令和３ 年度ま でに
全２ ７ 編成更新完了

③・ 三田線での対策完了（ 令
和6 年度）

○ 交 通 局

9 7 　 アク セシブル・ ツ ーリ ズム支援事業
　 高齢者や障害者等が積極的に外出し て、
様々な交通機関等を 快適に利用し ながら 旅
行など を 行う 、 アク セシブル・ ツ ーリ ズム
の充実に向けた取組を 推進する 。

〔 実施主体： 東京都〕

・ シン ポジウ ムの開催： 延べ8 5 6 名（ オン ラ イ ン参加者数： 7 3 2 名、 来
場者数： 1 2 4 名）
・ 観光関連事業者向けセミ ナー： 2 0 回

　 観光振興施策の一環と し
て、 高齢者や障害者等が積極
的に外出し て、 様々な交通機
関等を 快適に利用し ながら 旅
行など を行う 、 アク セシブ
ル・ ツ ーリ ズムの充実に向け
た取組を推進し 、 東京都への
旅行者の増加を図る 。

○ 産 業
労 働 局

9 8 　 観光バス 等バリ アフ リ ー化支援事業
　 高齢者や障害者が安心し て都内観光を 楽
し める 環境を整備する ため、 主要な交通イ
ン フ ラ である リ フ ト 付観光バス の導入等を
支援する 。

〔 実施主体： 東京都〕

　 補助金によ る 支援件数： 0 台（ 交付決定ベース ） 　 観光振興施策の一環と し
て、 高齢者や障害者が安心し
て都内観光を 楽し める 環境を
整備する ため、 主要な交通イ
ンフ ラ である リ フ ト 付観光バ
ス の導入等を 支援し 、 東京都
への旅行者の増加を図る 。

産 業
労 働 局
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事業名・ 事業内容
令和６ 年度末

状況等
事業目標

東京
2 0 5 0
戦略

所管局
事業
体系

(3 ) 道路の整備

9 9 　 安全で快適な歩道の整備・ 道路のバリ
アフ リ ー化
①安全で快適な歩道の整備
　 歩道が無い又は狭い箇所において、 バリ
アフ リ ーに配慮し た幅員2 .0 m 以上の歩道を
整備し 、 誰も が安全で安心し て通行でき る
歩行空間を 創出する 。

②道路のバリ アフ リ ー化
平成2 8 年3 月に策定し た「 東京都道路バリ
アフ リ ー推進計画」 に基づき 、 駅・ 生活関
連施設を 結ぶ都道のバリ アフ リ ー化を 推進
する 。
　 ま た、 道路のバリ アフ リ ー化を 東京2 0 2 0
大会のレ ガシーと し て次世代に引き 継ぐ た
め、 主要な駅周辺での特定道路の面的なバ
リ アフ リ ー化を 推進する 。

〔 実施主体： 東京都〕

①令和6 年度整備延長
　 　 １ km
　 令和6 年度末現在
　 整備対象延長
　 　 1 ,8 6 9 km
　 幅員2 m 以上の歩道
　 　 1 ,2 0 6 km

②駅・ 生活関連施設を結ぶ都道　 6 7 km
（ 累計）

　 主要な駅周辺での特定道路の都道　 1 3 2 ｋ ｍ（ 累計）

①継続し て整備を 推進する 。

②継続し て整備を 推進する 。

○ 建 設 局

1 0 0 　 横断歩道橋のバリ アフ リ ー化
　 既設歩道橋等において機械式昇降装置
（ エレ ベータ ー） やス ロ ープなど を設置
し 、 バリ アフ リ ー化を 図る 。

〔 実施主体： 東京都〕

（ 実績なし ） 　 継続し て事業を 推進する 。 建 設 局

1 0 1 　 高齢者・ 障害者ド ラ イ バーに配慮し
た道路等の整備
　 渋滞のない効率的で利便性の高い都市の
実現は、 高齢者や障害者を 含めた全ての人
の安全かつ快適な移動を可能と する 。 こ の
ため、 都市計画道路を 中心と し た広域的な
道路ネッ ト ワ ーク の充実や道路と 鉄道の立
体交差化を 図り 、 交通環境のバリ アフ リ ー
化を 推進する 。

〔 実施主体： 東京都〕

（ 令和５ 年度末）
　 都市計画道路整備状況
　 区部　 1 ,1 8 6 km
　 多摩　 9 0 1 km
（ 都市整備局集計）

　 継続し て整備を 推進する 。 ○ 建 設 局

1 0 2 　 無電柱化の推進
　 都市防災機能の強化、 安全で快適な歩行
空間の確保、 良好な都市景観の創出を 図る
ため、 電線類を 地下に収容し 、 無電柱化を
推進する 。 無電柱化事業を 実施する 場合
は、 沿道状況を 勘案し 、 可能な限り 舗装復
旧工事に併せてバリ アフ リ ー化の整備を 実
施し ていく 。

〔 実施主体： 東京都〕

1 ,1 2 1 km 　 継続し て整備を 推進する 。 ○ 建 設 局

1 0 3 　 視覚障害者誘導用ブロ ッ ク 等の設置
　 視覚障害者が安全かつ円滑に移動でき る
よ う にする ため、 視覚障害者誘導用ブロ ッ
ク 等を設置する 。

〔 実施主体： 東京都〕

1 2 ,0 3 3 か所 　 継続し て整備を 推進する 。 建 設 局

1 0 4 　 路上放置物等の是正指導、 広報
（ 建設局）
　 安全で快適な通行を 確保する ため、 日常
のパト ロ ールにおいて、 歩道上の置き 看板
や、 商品置き 場など 道路の不適正使用を 発
見し た場合は、 その場で是正指導を行う 。
　 ま た、 リ ーフ レ ッ ト 等によ り 都民に対し
て普及啓発に努めていく 。

（ 警視庁）
　 安全で快適な通行を 確保する ため、 広告
宣伝等を 目的と し た看板を 道路上に設置し
ている も の、 及び歩道を自転車、 商品等の
置き 場と し ている も のなど に対し 、 点検、
是正、 指導を行う 。
　 ま た、 官民合同パト ロ ールや各種広報活
動等の機会を通じ 、 都民の理解と 協力を 求
めていく 。

〔 実施主体： 東京都、 警視庁〕

（ 警視庁）
・ 年間を通じ て広報活動、 官民一体と なっ た合同パト ロ ール等を 実施
し 、 路上放置物等の是正指導を 推進し た。

（ 建設局）
・ 日常パト ロ ールにおいて、 歩道上の置き 看板や、 商品置き 場など 道路
の不適正使用を発見し た場合は、 その場で是正指導を 実施。
・ リ ーフ レ ッ ト 等によ り 都民に対し て普及啓発を 実施。

（ 建設局）
・ 是正指導の着実な実施
・ 効果的な広報の実施

（ 警視庁）
　 継続し て実施する 。

建 設 局

警 視 庁

1 0 5 　 視覚障害者用信号機、 エス コ ート
ゾ ーンの設置
　 視覚障害者等が、 横断歩道を安全に渡る
ため、 擬音（ 鳥の鳴き 声） によ っ て青信号
である こ と を知ら し める 視覚障害者用信号
機の整備を 推進する と と も に、 エス コ ート
ゾ ーンを 整備する 。

〔 実施主体： 警視庁〕

整備箇所数
　 　 1 4 4 か所

（ 内訳）
・ 視覚障害者用信号機
　 　 4 7 か所

・ エス コ ート ゾーン
　 　 9 7 か所

　 継続し て実施する 。 警 視 庁
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1 0 6 　 道路標識の整備
　 見やすく 、 分かり やすい道路標識を 整備
する ため、 道路交通環境に応じ た道路標識
の大型化、 超高輝度化等を 図る 。

〔 実施主体： 警視庁〕

整備数
　 　 7 ,1 9 7 本

（ 内訳）
・ 新設・ 更新数（ 標識柱・ 標識板の新設・ 更新）
　 　 7 ,1 9 7 本

　 継続し て実施する 。 警 視 庁

(4 ) 公園、 河川等の整備

1 0 7 　 海上公園における 障害者向け配慮
　 海上公園を車いす使用者、 高齢者、 妊婦
など 誰も が円滑に利用する こ と ができ る よ
う 、 公園便所における 既設和式便器の洋式
化を 図る 。 ま た、 新設時も 「 車椅子使用者
ト イ レ 」 等を備えた整備を 図る 。

〔 実施主体： 東京都〕

車椅子使用者ト イ レ 設置状況
　 　  2 5 公園/4 0 公園
　 　  6 9 棟/7 9 棟

　 既設公園の改良及び新規公
園の整備については、 「 東京
都福祉のま ちづく り 条例」 に
基づき 整備・ 拡充を図る 。

○ 港 湾 局

1 0 8 　 海岸保全施設整備に合わせたバリ ア
フ リ ー化等の推進
　 誰も が水に親し める よ う 、 東京港におけ
る 都の海岸保全施設（ 防潮堤、 内部護岸）
整備に当たり 、 想定さ れる 最大級の地震や
台風への備えと し ての機能を 確保し つつ、
周辺の土地利用など も 考慮し た上で地元区
と も 連携し 、 可能な限り バリ アフ リ ー化の
推進を図る 。

〔 実施主体： 東京都（ 取付部等は区） 〕

①防潮堤整備
　 5 8 .1 km

②内部護岸整備
　 3 9 .9 km

　 事業の推進を図る 。 ○ 港 湾 局

1 0 9 　 河川整備に合わせたバリ アフ リ ー化
等の推進
　 誰も が水辺に親し める よ う に、 河川の整
備に併せ、 管理用通路や緩傾斜型護岸を 設
置し たり 、 ス ーパー堤防の整備における ス
ロ ープの設置やテラ ス の連続化を 図る な
ど 、 可能な限り バリ アフ リ ー化の推進を 図
る 。
　 ま た、 整備済の箇所においても 、 堤防・
護岸の緑化など によ り 、 水辺の散策路での
環境の充実を図る 。

①中小河川整備での取組
・ 護岸整備に合わせた管理用通路の設置
・ 背後に余裕のある 場合は、 緩傾斜型護岸
で整備し 、 併せてス ロ ープを 設置する 。

②低地河川整備での取組
・ ス ーパー堤防等の整備に併せ、 ス ロ ープ
の設置を 図る 。 ま た、 テラ ス の連続化やス
ロ ープの設置など を 推進し 、 バリ アフ リ ー
化を 図る 。

③整備済河川での取組
・ 整備済の箇所において、 堤防・ 護岸の緑
化など によ り 、 水辺の散策路での環境の充
実を 図る 。

〔 実施主体： 東京都〕

①中小河川整備
　 2 2 2 .3 km

②低地河川整備
○高潮防御施設整備
　 1 5 9 .9 km
○江東内部河川整備
　 4 1 .0 km
○ス ーパー堤防等の整備
　 1 9 .8 km
○テラ ス の整備
　 4 7 .0 km

③整備済河川での環境整備
○大栗川、 乞田川等で緑化

　 事業の推進を図る 。 ○ 建 設 局

1 1 0 　 都立公園の整備
　 緑のネッ ト ワ ーク の拠点と なる 都立公園
について、 新規及び既設の公園整備の際に
は、 「 東京都福祉のま ちづく り 条例」 に
沿っ て整備を進める 。 主な整備内容は、 園
路等の段差解消、 ス ロ ープの設置、 車いす
対応の水飲み等の設置等である 。

〔 実施主体： 東京都〕

都立公園面積
　 　 令和６ 年度
　 　 　 2 ,0 7 5 h a

　 新規の公園整備及び既設の
公園整備において、 引き 続
き 、 「 東京都福祉のま ちづく
り 条例」 「 東京都立公園にお
ける 移動等円滑化の基準に関
する 条例」 に沿っ て整備を進
める 。

建 設 局

(5 ) 住宅の整備

1 1 1 　 既存の都営住宅のバリ アフ リ ー化
（ エレ ベータ ー設置 事業） の推進
　 都営住宅等の建替えに当たっては、 良質
な住宅供給を推進する 観点から バリ アフ
リ ー化を 行っている 。
　 既存の都営住宅についても 、 エレ ベー
タ ーやス ロ ープの設置など のバリ アフ リ ー
化を 進める 。

〔 実施主体： 東京都〕

　 令和６ 年度　 ６ 基

　 　 （ 累計）
　 　 　 　 　 1 ,6 2 ６ 基

　 既存の都営住宅において、
エレ ベータ ー（ ス ロ ープも 含
む)の設置を 進める 。

住 宅
政 策
本 部

1 1 2 　 都営住宅団地の建替えに伴う 地域開
発整備
　 都営住宅の建設時に良好な市街地の形成
と 生活環境及び福祉の向上に寄与する こ と
を 目的と し て、 公共・ 公益的施設を「 東京
都が行う 公共住宅建設に関する 地域開発要
綱」 に基づき 地元自治体の基本構想等に整
合さ せながら 整備する 。

〔 実施主体： 区市町村等〕

（ 実績なし ） 　 地元自治体の要望等に基づ
き 着実に推進する 。

住 宅
政 策
本 部
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施策目標Ⅱ　 地域における 自立生活を 支える 仕組みづく り

１ 　 地域における サービ ス 提供体制の整備

(1 ) 地域居住の場の整備

1 1 3 　 グループホームの整備・ 運営の支援
（ 障害者施策推進区市町村包括補助事業を
含む）
　 障害者の地域社会における 自立を支援す
る ため、 生活の場を 提供し 、 食事の介護そ
の他必要な援助等を 行う 。

〔 実施主体： 区市町村〕

「 ３ か年プラ ン 」 に係る 整備費補助
・ 施設整備費： 設置者（ 社会福祉法人等）
負担の1 /2 を特別助成する 。
・ 重度化等に対応し た地域生活基盤の整備
に対し て、 補助基準額に上乗せする など 補
助の拡充を 実施する 。

〔 実施主体： 東京都〕

　 2 ,9 0 5 か所
　 定員1 5 ,7 3 6 人

「 障害者・ 障害児地域生活支援３ か年プラ ン」 の推進

　 令和6 年度
　 8 4 6 人

　 「 障害者・ 障害児地域生活
支援３ か年プラ ン 」 の推進

　 令和6 年度～令和8 年度
　 2 ,7 0 0 人

○ 福 祉 局

◇障害者グループホーム事業を行う 社会福
祉法人等に、 既設の都営住宅を提供する 。
（ 住宅政策本部）

◇都営住宅における グループホーム
　 1 0 団地　 2 4 戸

◇事業を行う 社会福祉法人等
から の要望を 受け、 順次、 実
施する 。

住 宅
政 策
本 部

1 1 4 　 障害者グループホーム体制強化支援
事業
　 特別な支援を 必要と する 重度の利用者を
受け入れる ために、 手厚い職員配置や支援
ス キルの共有を 行っ ている グループホーム
に対し 、 体制確保のための補助を 行う 。

〔 実施主体： 東京都〕

体制強化Ⅰ　 2 7 0 ユニッ ト
体制強化Ⅱ　   6 1 ユニッ ト
体制強化Ⅲ　   2 0 ユニッ ト
（ ※Ⅱのう ち５ 8 はⅠの内数、 Ⅲのう ち1 6 はⅡの内数）

　 事業の推進を図る 。 〇 福 祉 局

1 1 5 　 重度身体障害者グループホーム の運
営の支援（ 障害者施策推進区市町村包括補
助事業を 含む）
　 重度の身体障害者に対し 、 低額な料金で
日常生活に適する 居室その他の設備を 利用
さ せる と と も に、 介助員を 配置する ほか地
域資源（ ヘルパー等） を活用し て地域生活
を 実現する 。

〔 実施主体： 区市町村〕

　 9 か所
　 定員5 8 人

　 継続し て実施する 。 福 祉 局

1 1 6 　 グループホーム地域ネッ ト ワ ーク 事
業（ 障害者施策推進区市町村包括補助事
業）
　 地域のグループホーム同士がネッ ト ワ ー
ク を 構築し 、 職員の人材育成やグループ
ホーム相互の連携強化等を 進める こ と で、
援助の質の向上を図る 。

〔 実施主体： 区市町村〕

　 4 区市で実施 　 事業の推進を図る 。 福 祉 局

1 1 7 　 医療連携型グループホーム 事業（ 障
害者施策推進区市町村包括補助事業）
　 障害者グループホームにおいて、 医療的
ケアが必要な障害者に医療支援を 行う 生活
支援員等を 配置する と と も に、 医療連携ケ
ア会議等によ り 、 医療的ケアが必要な障害
者のグループホーム 受入促進に主体的に取
り 組む区市町村を支援する 。

〔 実施主体： 区市町村〕

　 3 区で実施 　 事業の推進を図る 。 福 祉 局
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事業名・ 事業内容
令和６ 年度末

状況等
事業目標

東京
2 0 5 0
戦略

所管局
事業
体系

(2 ) 日中活動の場の整備

1 1 8 　 日中活動の場（ 通所施設等） の整
備・ 運営の支援（ 障害者施策推進区市町村
包括補助事業を 含む）
　 特別支援学校の卒業生等の利用希望に応
える ため、 多様な日中活動の場（ 通所施設
等） を確保し 、 必要な支援を 提供する 。
①生活介護
②自立訓練（ 機能訓練・ 生活訓練）
③就労移行支援
④就労継続支援（ Ａ 型・ Ｂ 型）

〔 実施主体： 区市町村〕

「 ３ か年プラ ン 」 に係る 整備費補助
・ 施設整備費： 設置者（ 社会福祉法人等）
負担の1 /2 を特別助成する 。 ただし 、 利用者
の高齢化、 障害の重度化、 医療的ケアに対
応する も の及び地域生活支援の拠点と なる
も のに限る 。
・ 重度化等に対応し た地域生活基盤の整備
に対し て、 補助基準額に上乗せする など 補
助の拡充を 実施する 。

〔 実施主体： 東京都〕

定員5 8 ,5 1 8 人
（ 生活介護、 自立訓練、 就労移行支援、 就労継続支援の合計）
※障害者支援施設における 日中活動系サービ ス を 含む。
※児童福祉施設における 生活介護等を 除く 。

「 障害者・ 障害児地域生活支援３ か年プラ ン」 の推進

　 令和6 年度
　 1 ,2 6 3 人
（ 重症心身障害児（ 者） 通所分7 6 人を 含む。 施設整備補助はう ち1 5
人）

　 「 障害者・ 障害児地域生活
支援３ か年プラ ン 」 の推進

　 令和6 年度～令和8 年度
　 5 ,1 0 0 人
（ 重症心身障害児（ 者） 通所
分2 0 0 人を 含む。 ）

○ 福 祉 局

(3 ) 在宅生活を 支える サービ ス の充実

1 1 9 　 訪問系サービ ス （ ホーム ヘルプサー
ビ ス 等） の充実
①居宅介護（ ホーム ヘルプ）
　 自宅で、 入浴、 排せつ、 食事の介護等を
行う 。
②重度訪問介護
　 重度の肢体不自由者等で常に介護を 必要
と する 人に、 自宅で、 入浴、 排せつ、 食事
の介護、 外出時における 移動支援など を 総
合的に行う 。
③同行援護
　 視覚障害によ り 、 移動に著し い困難を 有
する 人に、 移動に必要な情報の提供（ 代
筆・ 代読を 含む） 、 移動の援護等の外出支
援を 行う 。
④行動援護
　 自己判断能力が制限さ れている 人が行動
する と き に、 居宅内や外出時における 危険
を 回避する ために必要な支援を行う 。
⑤重度障害者等包括支援
　 介護の必要性がと ても 高い人に、 居宅介
護等複数のサービ ス を 包括的に行う 。

〔 実施主体： 区市町村〕

（ 令和7 年3 月利用分、 国保連データ によ る ）
1 ,1 0 1 ,0 4 1 時間
2 4 ,1 2 8 人

　 各区市町村において必要と
見込んだサービ ス 量を 確保
し 、 日常生活に必要なサービ
ス を 提供する こ と によ り 障害
者（ 児） の自立と 社会参加を
促進する 。

福 祉 局

1 2 0 　 短期入所事業（ ショ ート ス テイ ） の
充実（ 障害者施策推進区市町村包括補助事
業を 含む）
　 介護者の事情によ る 場合など 必要なと き
に、 障害者（ 児） が短期間、 身近な地域で
必要な支援を受けら れる よ う 、 短期入所事
業（ ショ ート ス テイ ） の充実を図る 。

〔 実施主体： 区市町村〕

「 ３ か年プラ ン 」 に係る 整備費補助
・ 施設整備費： 設置者（ 社会福祉法人等）
負担の1 /2 を特別助成する 。
・ 重度化等に対応し た地域生活基盤の整備
に対し て、 補助基準額に上乗せする 加算を
実施する 。

〔 実施主体： 東京都〕

　 定員1 ,3 9 5 人

　 う ち重症心身障害児（ 者）
　 定員1 5 3 人
　

「 障害者・ 障害児地域生活支援３ か年プラ ン」 の推進

　 令和6 年度
　 　 　 3 4 人

　 「 障害者・ 障害児地域生活
支援３ か年プラ ン 」 の推進

　 令和6 年度～令和8 年度
　 1 4 0 人

福 祉 局

1 2 1 　 短期入所開設準備経費等補助事業
　 障害者（ 児） の地域生活支援の更なる 推
進を 図る ため、 賃貸物件を 活用し た短期入
所の新設・ 増設に係る 準備経費への補助を
行う 。

〔 実施主体： 東京都〕

　 １ ２ 事業所（ ２ ７ 人） 　 「 障害者・ 障害児地域生活
支援３ か年プラ ン 」 の推進

　 令和6 年度～令和8 年度
　 1 4 0 人

福 祉 局

1 2 2 　 障害福祉サービ ス 等医療連携強化事
業（ 障害者施策推進区市町村包括補助事
業）
　 医療的ケアを 要する 障害者への支援のた
め、 障害者支援施設等に看護師を 配置し 、
短期入所事業所等と 訪問看護事業所の連携
構築や地域の障害者等に対する 医療的な相
談支援等に取り 組む区市町村を支援する 。

〔 実施主体： 区市町村〕

　 1 区で実施 　 事業の推進を図る 。 福 祉 局
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事業名・ 事業内容
令和６ 年度末

状況等
事業目標

東京
2 0 5 0
戦略

所管局
事業
体系

(4 ) 用地の確保

1 2 3 　 定期借地権の一時金に対する 補助
　 施設用地確保のために、 定期借地権を 設
定し た場合の一時金の一部を 助成する こ と
によ り 、 日中活動系サービ ス 事業所やグ
ループホーム等の整備促進を 図る 。

〔 実施主体： 東京都〕

2 か所 　 事業の推進を図る 。 福 祉 局

1 2 4 　 借地を 活用し た障害者（ 児） 施設設
置支援事業
　 障害者（ 児） の日中活動の場及び住ま い
の場等を 確保する ため、 ま た、 事業者の事
業開始初期の経営の安定化を 目的と し て、
国有地又は民有地を 借り 受けて、 障害者
（ 児） 施設の整備を 行う 事業者に対し 、 借
地料の一部を補助する 。

〔 実施主体： 東京都〕

2 0 か所 　 事業の推進を図る 。 福 祉 局

1 2 5 　 都有地活用によ る 地域の福祉イ ンフ
ラ 整備事業
　 都有地の減額貸付けを行い、 障害福祉
サービ ス 基盤の整備促進を 図る 。

〔 実施主体： 東京都〕

2 1 か所 　 事業の推進を図る 。 福 祉 局

(５ ) 強度行動障害を有する 障害者

1 2 6 　 強度行動障害支援者養成研修（ 東京
都地域生活支援促進事業）
　 強度行動障害を有する 者等に対し 、 適切
な支援を 行う 職員等の人材育成を 進める 。

①強度行動障害支援者養成研修（ 基礎研
修）
②強度行動障害支援者養成研修（ 実践研
修）

〔 実施主体： 東京都〕

研修修了者数
　 ①2 ,2 3 0 人
　 ②1 ,0 2 5 人

　 今後の需要に的確に対応で
き る よ う 、 着実に養成を 図
る 。

福 祉 局

２ 　 地域生活を 支える 相談支援体制等の整備

(1 ) 相談支援体制の整備

1 2 7 　 相談支援従事者研修（ 東京都地域生
活支援事業）
　 障害者等の意向に基づく 地域生活を 実現
する ために必要なサービ ス の総合的かつ計
画的な利用支援等のため、 サービ ス 等利用
計画及び障害児支援利用計画を作成する 相
談支援専門員の養成及び資質の向上を 図
る 。

〔 実施主体： 東京都〕

①東京都
・ 初任者研修　 　 　 　 1 回
・ 現任研修　 　 　 　 　 1 回
・ 主任研修　 　 　 　 　 1 回
・ 専門コ ース 別研修　 2 回
②指定研修事業者
・ 初任者研修　 　 　 　 1 回
・ 現任研修　 　 　 　 　 0 回

　 今後の需要に的確に対応で
き る よ う 、 着実に養成を 図
る 。

福 祉 局

1 2 8 　 精神障害者地域移行体制整備支援事
業（ 東京都地域生活支援事業）
　 いわゆる 「 社会的入院」 の状態にある 精
神障害者が円滑な地域移行や安定し た地域
生活を送る ための体制整備を 行う と と も
に、 精神科医療機関と 地域と の相互理解及
び連携強化の推進によ り 、 精神障害者が望
む地域生活の実現を 図り 、 も って精神障害
者の福祉の向上を図る 。

〔 実施主体： 東京都〕

○地域移行促進事業
・ 指定一般相談支援事業所等への指導・ 助言（ 連絡調整、 会議等への参
加を含む） 　 9 ,1 6 2 件
　 協力病院　 6 2 病院
・ 地域移行関係職員に対する 研修（ オンデマン ド 配信） 　 １ 回開催
○グループホーム 活用型ショ ート ス テイ 事業
　 利用者数　 9 4 人
　 利用日数　 8 2 3 日
○地域生活移行支援会議（ 圏域別会議含む） 　 8 回開催

　 事業の推進を図る 。 福 祉 局

1 2 9 　 精神障害者社会復帰支援事業（ 障害
者施策推進区市町村包括補助事業）
　 地域活動支援セン タ ーの機能に加えて、
専門職員を 配置し 、 医療・ 福祉及び地域の
社会基盤と の連携強化のための調整、 地域
住民ボラ ン ティ ア育成、 障害に対する 理解
促進を図る ための普及啓発等の事業を 実施
する 施設の運営を支援する 。

（ 運営支援の対象）
　 旧「 精神障害者地域生活支援センタ ー」
から 地域活動支援セン タ ーⅠ型に移行し た
施設
　 相談支援事業を併せて実施し ている か又
は区市町村から 相談支援事業の委託を 受け
ている こ と を要件と する 。

〔 実施主体： 区市町村〕

　 3 5 区市で実施 　 継続し て実施する 。 福 祉 局
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事業名・ 事業内容
令和６ 年度末

状況等
事業目標

東京
2 0 5 0
戦略

所管局
事業
体系

1 3 0 　 東京都心身障害者福祉セン タ ーの運
営
　 身体障害者・ 知的障害者の生活の質の向
上と 自立を 促進する ため、 区市町村、 サー
ビ ス 事業者、 地域の支援機関等に対する 専
門的・ 技術的支援、 障害福祉に従事する 人
材の養成、 都民に対する 広報、 普及・ 啓発
など 、 専門的・ 広域的に区市町村や地域の
支援機関を 支援する 。
　 ま た、 高次脳機能障害など 、 広域的・ 専
門的な対応が必要な障害に関する 支援を
行っ ていく 。
　
〔 実施主体： 東京都〕

・ 区市町村・ 関係機関等向け支援
　 　 　 　 　 ３ ７ 件

・ 障害者総合支援法等関連研修
　 　 　 　 　 １ ３ 回開催

・ 自立支援協議会セミ ナーの開催
　 　 　 １ ５ ４ 名参加

・ 高次脳霜害者機能電話相談
　 　 　 ４ ２ ４ 件

　 専門的・ 広域的に区市町村
や地域の支援機関への支援を
行う 。

福 祉 局

1 3 1 　 都立（ 総合） 精神保健福祉セン タ ー
の運営
　 都における 精神保健福祉の技術的中核機
関と し て、 区市町村や保健所等関係諸機関
に対する 技術指導・ 援助、 教育研修、 普及
啓発、 調査研究、 精神保健福祉相談及び組
織育成など 、 専門的・ 広域的に区市町村や
地域の支援機関を支援する 。

　 精神保健福祉セン タ ー
　 　 　 　 　 　 　 　 （ 昭和4 1 年度開設）
　 中部総合精神保健福祉セン タ ー
　 　 　 　 　 　 　 　 （ 昭和6 0 年度開設）
　 多摩総合精神保健福祉セン タ ー
　 　 　 　 　 　 　 　 （ 平成4 年度開設）

〔 実施主体： 東京都〕

・ 相談及び訪問指導件数
　 　 2 9 ,0 3 1 件

・ 技術指導・ 援助及び協力組織の育成
　 　 1 3 ,1 1 0 件

・ 教育・ 研修
　 　 　 ５ 9 回
　 　 　 1 0 ,3 6 4 人

・ 普及活動
　 　 　 2 3 ,5 2 3 件

　 専門的・ 広域的に区市町村
や地域の支援機関への支援を
行う 。

福 祉 局

1 3 2 　 東京都自立支援協議会
　 障害者（ 児） が基本的人権を享有する 個
人と し ての尊厳にふさ わし い日常生活又は
社会生活を 営むこ と ができ る 地域社会を 構
築する ため、 相談支援体制を 始めと する 障
害保健福祉に関する 方策を 協議する 場と し
て設置する 。

〔 実施主体： 東京都〕

　 4 回開催（ 協議会形式3 回、 セミ ナー形式1 回） 　 継続し て実施する 。 福 祉 局

1 3 3 　 精神障害計画相談支援従事者等養成
研修事業
　 指定特定相談事業所等に対し て、 精神障
害者に対する 地域移行支援等の基本的知識
及び技術の習得等に資する 内容の研修を 行
い、 地域移行・ 地域定着を 担う 事業所の資
質向上と 拡大を 図る 。

〔 実施主体： 東京都〕

　 2 回開催
　 研修修了者数　 1 7 0 人

　 精神障害者地域移行・ 地域
定着を 担う 事業所の資質向上
と 拡大を図る 。

福 祉 局

1 3 4 　 東京都発達障害者支援セン タ ーの運
営（ 東京都地域生活支援事業）
　 発達障害児（ 者） 及びその家族に対する
支援を総合的に行う 地域の拠点と し て、 発
達障害に関する 各般の問題について発達障
害児（ 者） 及びその家族から の相談に応
じ 、 適切な指導又は助言を 行う と と も に、
関係施設と の連携強化等によ り 、 発達障害
児（ 者） に対する 地域における 総合的な支
援体制の整備を 推進する 。

（ 対象）
　 自閉症、 アス ペルガー症候群その他の広
汎性発達障害、 学習障害、 注意欠陥多動性
障害、 その他こ れに類する 脳機能の障害で
あっ て、 その症状が通常低年齢で発現する
者のう ち、 言語の障害、 協調運動の障害そ
の他心理的発達の障害並びに行動及び情緒
の障害を 有する 障害児（ 者） 及びその家族

〔 実施主体： 東京都〕

①相談支援・ 発達支援件数
　 　 2 ,5 3 9 件

②就労支援件数
　 　 3 4 3 件

③普及啓発
　 講演会等
　 　 パンフ レ ッ ト 等の作成
　 　 １ 回開催

　 継続し て実施する 。 福 祉 局
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事業名・ 事業内容
令和６ 年度末

状況等
事業目標

東京
2 0 5 0
戦略

所管局
事業
体系

1 3 5 　 高次脳機能障害支援普及事業（ 東京
都地域生活支援事業）
　 高次脳機能障害者及びその家族に対する
専門的な相談支援を 行う と と も に、 区市町
村や関係機関と の地域支援ネッ ト ワ ーク の
充実を図り 、 高次脳機能障害者に対する 適
切な支援が提供さ れる 体制を 整備する 。
　 区市町村や関係機関の職員等への研修を
実施し 、 地域における 適切な支援の普及・
啓発を図り 、 高次脳機能障害者が自立し た
日常生活又は社会生活を営むこ と ができ る
よ う にする 。

（ 支援拠点）
　 東京都心身障害者福祉セン タ ー

（ 事業内容）
①相談支援
②支援ネッ ト ワ ーク の構築
③都民や支援機関等への広報、 普及・ 啓
発、 人材育成

〔 実施主体： 東京都〕

○新規相談件数
　 　 2 5 2 件

○相談支援体制連携調整委員会
　 　 2 回開催

○支援従事者向け研修会及び連絡会の開催

○就労準備支援プロ グラ ムの実施

○社会生活評価プロ グラ ムの実施

○専門的リ ハビ リ テーショ ン の充実事業を 島し ょ 二次保健医療圏を 除く
1 2 圏域で実施

　 事業の推進を図る 。 福 祉 局

1 3 6 　 障害児等療育支援事業（ 東京都地域
生活支援事業）
　 在宅心身障害児（ 者） の地域生活を 支援
する ため、 以下の事業を行う 。
①在宅支援訪問療育等指導事業
　 相談・ 指導班を編成し て、 必要と する 地
域又は希望する 家庭を 定期的若し く は随時
訪問し て、 在宅心身障害児（ 者） に対する
各種相談・ 指導を行う 。
②在宅支援外来療育等指導事業
　 外来の方法によ り 、 地域の心身障害児
（ 者） に対し 、 各種相談・ 指導を 行う 。
③施設支援一般指導事業
　 障害児通所支援事業所及び障害児保育を
行う 保育所等の職員に、 療育技術の指導を
行う 。
　
〔 実施主体： 東京都〕

8 施設
　 　 都立　 3 施設
　 　 民間　 5 施設

　 継続し て実施する 。 福 祉 局

1 3 7 　 保健所の機能の充実
　 身近なサービ ス を 提供する 市町村への支
援や障害者や関係機関に対する 相談支援の
充実など 、 広域的・ 専門的・ 技術的拠点と
し ての機能を充実する 。

（ 主な事業）
・ 障害者施設等の入所者等に対する 受託検
診
・ 障害者等歯科保健医療推進対策事業
・ 精神保健福祉相談・ 訪問指導
・ 精神障害者社会適応訓練事業（ 専門グ
ループワ ーク ）
・ 在宅重症心身障害児（ 者） 等訪問事業
・ 地域の関係機関、 障害者施設職員等を 対
象と し た人材育成や普及啓発（ 研修・ 講演
会等）

〔 実施主体： 東京都〕

　 都保健所　 6 所
　 （ 令和７ 年4 月1 日現在）

　 各種事業、 保健活動を 通じ
て保健所の機能の充実を 図
る 。

福 祉 局

保健 医 療
局

1 3 8 　 夜間こ こ ろ の電話相談事業
　 夜間に起こ る こ こ ろ （ 精神） の状態悪化
（ 孤独感、 不安感、 憂う つ、 抑う つ等） に
関する 電話相談に対応でき る 体制（ 都内全
域） を確保し 、 相談者のス ト レ ス （ 不安感
等の症状） の解消や医療への受診を働き か
ける こ と によ っ て、 病状悪化や自殺の予防
を 図る 。

〔 実施主体： 東京都〕

　 相談電話件数
　 　 1 5 ,5 0 6 件

　 継続し て実施する 。 福 祉 局

1 3 9 　 障害者社会参加推進セン タ ー事業
（ 東京都地域生活支援事業）
　 障害の有無にかかわら ず、 誰も が家庭や
地域で明る く 暮ら すこ と ができ る 社会づく
り に向けて、 障害者自ら によ る 諸種の社会
参加促進施策の体系的、 効果的、 効率的な
推進を図り 、 障害者の地域における 自立生
活と 社会参加を 促進する ための障害者社会
参加推進センタ ーを 設置する 団体に対し て
補助を行う 。

（ センタ ーの主な事業内容）
・ 社会参加推進協議会の設置
・ 専門相談（ 法律相談、 雇用相談）
・ 普及啓発

〔 実施主体： 民間団体〕

・ 社会参加推進協議会　 2 回

・ 普及啓発： 障害者週間イ ベン ト

・ 相談　 3 5 件

　 継続し て実施する 。 福 祉 局
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東京
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（ 再掲） 4 4 　 障害者デジタ ル技術支援総合
基盤整備事業（ 東京都地域生活支援事業）
　 障害者に対する デジタ ル技術利用相談支
援を 実施する と と も に、 区市町村の障害者
デジタ ル技術活用支援体制を 整備する ため
に、 区市町村職員等を 対象と し た研修を 実
施し 、 も っ て障害者の自立と 社会参加促進
に資する 。

①デジタ ル技術に関する 利用相談・ 情報提
供
②デジタ ル技術活用支援者養成研修の実施

〔 実施主体： 東京都〕

①Ｉ Ｔ 利用相談支援事業
　 相談件数
　 　 1 ,1 8 4 件
　 ＨＰ アク セス 数
　 　 8 ,6 1 6 件

②区市町村への技術支援のための講習会
<集合型>  8 1 人
<出張型>  6 9 人

　 事業の推進を図る 。 福 祉 局

1 4 0 　 地域生活定着促進事業
　 高齢であり 又は障害を有する ため、 福祉
的な支援を 必要と する 矯正施設退所予定者
又は被疑者等に対し て、 地域生活定着支援
セン タ ーを 設置し 、 身体の拘束が解かれた
後直ちに福祉サービ ス へと つなぎ、 社会復
帰を 支援する 。
　 センタ ーは、 矯正施設退所後に必要な福
祉サービ ス 等のニーズを入所中から 把握
し 、 受入施設等の確保や福祉サービ ス 等の
申請支援を 行う コ ーディ ネート 業務、 受入
施設等に対する フ ォ ロ ーアッ プ業務を 実施
する 。 ま た、 釈放後に必要な援助等を 継続
的に行う 被疑者等支援業務や、 本人又はそ
の家族、 関係者等に相談支援業務等を 実施
する 。

〔 実施主体： 東京都〕

　 コ ーディ ネート 開始数
　 1 6 1 人

　 事業対象者が、 身体の拘束
が解かれた後、 適切な場で必
要な支援が受けら れる よ う 、
刑事司法関係機関や地域の福
祉関係機関等と 連携し 、 事業
の円滑な実施を図る 。

福 祉 局

1 4 1 　 特定相談連携強化支援事業
　 特定相談支援事業者が関係機関等と 連携
する ための経費を補助する 区市町村の取組
を 支援し 、 障害者の地域移行の促進を 図
る 。

（ 実績なし ） 事業の推進を図る 福 祉 局

1 4 2 　 一般相談連携強化支援事業
　 一般相談支援事業者が保健所等と 連携す
る ための経費を 補助する 区市町村の取組を
支援し 、 精神障害者の精神科病院から の地
域移行等、 障害者の地域移行・ 定着の促進
を 図る 。

1 市 事業の推進を 図る 福 祉 局

1 4 3 　 東京都障害者相談支援体制整備事業
　 区市町村等を 対象に相談支援に関する ア
ド バイ ザー派遣等を 実施によ り 、 地域の
ネッ ト ワ ーク 構築を 支援する こ と で、 相談
体制整備の推進を図る 。

1 4 区市町で実施 事業の推進を 図る 福 祉 局

1 4 4 　 ヤングケアラ ー支援事業
　 ヤングケアラ ーを 早期に発見し て適切な
支援につなげら れる よ う 、 関係機関の連携
強化を一層促進する と と も に、 ヤングケア
ラ ーが抱える 悩みを 相談・ 共有する ための
相談支援体制を 整備する 。

〔 実施主体： 東京都、 民間団体〕

・ ヤン グケアラ ー・ コ ーディ ネータ ー事例集の作成
・ ヤン グケアラ ー・ コ ーディ ネータ ー向け研修の実施
・ ヤン グケアラ ー・ コ ーディ ネータ ーの配置促進支援の実施
・ ピ アサポート 等の悩み相談や家事支援ヘルパー派遣、 キャ リ ア相談や
レ ス パイ ト ・ 自己発見等のイ ベント 開催等を行う 団体、 悩みや経験を共
有する オン ラ イ ン 等のサロ ン を 設置運営する 団体への支援の実施

　 ヤン グケアラ ーを早期に発
見し て適切な支援につなげら
れる よ う 、 関係機関の連携強
化を 一層促進する と と も に、
ヤン グケアラ ーが抱える 悩み
を相談・ 共有する ための相談
支援体制を 整備する 。

〇 福 祉 局

(2 ) 障害福祉サービ ス 等の質の確保・ 向上

1 4 5 　 指導検査における 区市町村と の連携
　 障害福祉サービ ス 事業者等の指導に従事
する 区市町村の職員に対し 、 指導検査に関
する 情報・ ノ ウ ハウ を 提供し 、 業務の理解
を 深める こ と を 目的と し て、 平成２ ０ 年度
から 「 指導検査支援研修会」 を実施し てい
る 。
　 ま た、 東京都と 区市町村と の情報交換及
び実務に関する 連絡調整を 定期的に行い、
東京都全体の指導検査体制の充実を図る こ
と を 目的と し て、 平成２ ２ 年度に「 障害福
祉サービ ス 指導検査連絡会」 を設置し 、 毎
年２ 回程度開催し ている 。

〔 実施主体： 東京都〕

　 区市町村障害福祉サービ ス 等指導検査支援研修
　 2 回実施

　 障害福祉サービ ス 指導検査連絡会
　 　 ２ 回実施

　 習熟度別の研修の実施や連
絡会の活性化等、 事業の推進
を図る 。

福 祉 局
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1 4 6 　 福祉サービ ス 第三者評価の普及
　 中立的な第三者である 評価機関が福祉
サービ ス 事業者のサービ ス や経営を評価
し 、 結果を 公表する こ と で、 事業者のサー
ビ ス の質の向上と 利用者のサービ ス 選択を
支援する こ と を 目的と し て、 平成1 5 年度よ
り 実施し ている 。
　 都の福祉サービ ス 第三者評価は、 「 利用
者調査」 と 「 事業評価」 を あわせて実施
し 、 評価結果は「 と う き ょ う 福祉ナビ ゲー
ショ ン」 でイ ン タ ーネッ ト を 通じ て広く 公
表し ている 。
　 東京都福祉サービ ス 評価推進機構を 設置
し 、 評価機関の認証、 評価者養成、 共通評
価項目の策定・ 改定、 評価結果の公表、 苦
情対応、 評価制度の普及啓発を行ってい
る 。

〔 実施主体： 公益財団法人東京都福祉保健
財団〕

・ 対象サービ ス 数
　 　 6 ２
　 う ち障害福祉サービ ス
　 　 2 7

・ 受審　 4 ,0 2 1 件
　 う ち障害福祉サービ ス
   事業所の受審　 ９ ６ ５ 件

　 法制度改正等に対応し 、 障
害者及び障害児サービ ス の評
価項目の策定及び改定を 行っ
ていく 。

福 祉 局

(3 ) 地域生活支援事業等

1 4 7 　 区市町村地域生活支援事業
　 障害者（ 児） が基本的人権を享有する 個
人と し ての尊厳にふさ わし い日常生活又は
社会生活を 営むこ と ができ る よ う 、 地域の
特性や利用者の状況に応じ た柔軟な形態に
よ る 事業を 計画的に実施する 。

〔 実施主体： 区市町村〕

【 地域生活支援事業】
・ 必須事業
　 理解促進研修・ 啓発事業、 自発的活動支援事業、 相談支援事業、 成年後見
制度利用支援事業、 成年後見制度法人後見支援事業、 意思疎通支援事業、 日
常生活用具給付等事業、 手話奉仕員養成研修事業、 移動支援事業、 地域活動
支援セン タ ー機能強化事業

・ 任意事業
　 日常生活支援に関する 事業、 社会参加支援に関する 事業、 就業・ 就労支援
に関する 事業

・ 特別支援事業

【 地域生活支援促進事業】
　 発達障害者地域生活支援モデル事業、 障害者虐待防止対策支援事業、 成年
後見制度普及啓発事業、 発達障害者及び家族等支援事業、 意思疎通支援従事
者キャ リ アパス 構築支援事業、 重度訪問介護利用者の大学修学支援事業、 地
域における 読書バリ アフ リ ー体制強化事業、 雇用施策と の連携によ る 重度障
害者等就労支援特別事業、 特別促進事業

　 継続し て実施する 。 福 祉 局

1 4 8 　 障害者施策推進区市町村包括補助事
業
　 区市町村が地域の実情に応じ て、 主体的
に障害分野の基盤の整備及び地域福祉サー
ビ ス の充実を図る こ と によ り 、 都民の福祉
の増進を 図る 。

〔 実施主体： 区市町村〕

・ 先駆的事業
・ 選択事業
・ 一般事業

　 継続し て実施する 。 福 祉 局

1 4 9 　 地域生活支援拠点における 緊急時受
入体制支援事業（ 障害者施策推進区市町村
包括補助事業）
　 地域生活支援拠点を 整備し 、 拠点の短期
入所に有資格の支援員等を 配置する など 、
緊急時に重度障害者（ 児） を 確実に受け入
れる 体制確保に取り 組む区市町村を支援す
る 。

〔 実施主体： 区市町村〕

　 １ ０ 区市町村で実施 　 事業の推進を 図る 。 ○ 福 祉 局

1 5 0 　 地域生活支援拠点連携強化支援事業
（ 障害者施策推進区市町村包括補助事業）
　 障害者が住み慣れた地域で安心し て暮ら
し ていける よ う 、 相談、 緊急時の受入対
応、 専門人材の確保・ 養成等の機能を 有す
る 地域生活支援拠点における 連携強化に取
り 組む区市町村を支援する 。

〔 実施主体： 区市町村〕

　 9 区市町村で実施 　 事業の推進を図る 。 ○ 福 祉 局
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３ 　 地域移行の促進と 地域生活継続のための支援

(1 ) 福祉施設入所者の地域生活への移行

1 5 1 　 地域生活支援型入所施設の整備
　 入所施設によ る 支援が真に必要な障害者
の利用を 確保する と と も に、 入所者の地域
生活への移行を 促進する ため、 地域生活支
援型入所施設を 整備する 。
　 ま た、 既存施設についても 地域生活支援
型入所施設への転換を 進める 。
　
（ 「 地域生活支援型入所施設」 の要件）
　 居室は全室個室又はユニッ ト （ 小規模生
活単位） 型である こ と のほか、 以下の条件
を １ つ以上満たすこ と 。
①施設外に日中活動の場を 確保する こ と 。
②日中活動の場と し て自立訓練又は就労移
行支援を 併設する こ と 。
③地域の障害者に対する 2 4 時間相談を 実施
する こ と 。
④ショ ート ス テイ を 併設する こ と 。
⑤グループホーム整備、 バッ ク アッ プに関
する 計画を 有し ている こ と 。

〔 実施主体： 東京都〕

０ か所

＜参考＞
（ 令和7 年4 月1 日現在）
障害者支援施設（ 旧身体障害者更生施設から 移行し たも のを 除く 。 ）
定員7 ,4 8 4 人
（ 都内4 ,6 1 5 人）
（ 都外2 ,8 6 9 人）

　 「 障害者・ 障害児地域生活
支援3 か年プラ ン 」 の推進

　 未設置地域において障害者
支援施設を 整備する 。

福 祉 局

1 5 2 　 地域移行促進コ ーディ ネート 事業
　 都内・ 都外の入所施設に地域移行促進
コ ーディ ネータ ーを 配置し 、 地域移行の困
難ケース への働き かけを行う 等、 施設入所
者の地域移行を 促進する ほか、 新規開拓・
受入促進員を配置し 、 重度障害者に対応す
る 地域の受け皿を掘り 起す等、 地域移行が
円滑に進むよ う 支援する 。

〔 実施主体： 東京都〕

・ ピ アサポート 活動利用者数
　 1 ,1 2 5 人
・ Ｇ Ｈ 体験実習等利用者数
　 1 ,1 5 9 人
・ 事業を通じ て、 利用者又は保護者が地域移行を 希望する よ う になった
数9 6 7 人

（ 平成2 5 年1 0 月から の累計）

　 事業の推進を図る 。 〇 福 祉 局

1 5 3 　 地域生活への移行及び定着の支援
（ 障害者施策推進区市町村包括補助事業を
含む）
　 地域生活への移行を 希望する 重度の入所
施設利用者等が、 希望する 地域でサービ ス
を 利用し ながら 安心し て暮ら せる よ う 、 グ
ループホームへの移行後の相談援助等につ
いて支援を 行う と と も に、 地域で暮ら す障
害者及びその家族が将来にわたっ て地域で
暮ら し 続ける イ メ ージを持つこ と を目的と
し た普及啓発等を行う こ と によ り 、 潜在的
な入所待機者の解消を 図る 。
　 ま た、 都外施設利用者の地域移行を 支援
する 相談支援事業所に対し 、 支援に要する
経費の一部を補助する こ と によ り 、 都内へ
の地域移行を促進する と と も に、 相談支援
事業所の機能強化を 図る 。

（ 事業内容）
①地域移行し た利用者の個別支援事業
②区市町村支援事業
③都外施設利用者地域移行促進事業
④都外施設入所者地域移行特別支援事業

〔 実施主体： 区市町村〕

①地域移行し た利用者の個別支援事業
　 2 区3 市で実施

②区市町村支援事業
　 2 区で実施

③都外施設利用者地域移行促進事業
　 実施区市なし

④都外施設入所者地域移行特別支援事業
　 実施区市なし

　 事業の推進を図る 。 福 祉 局

（ 再掲） 1 4 1 　 特定相談連携機能強化支援
事業〔 福祉局〕
　 特定相談支援事業者が関係機関等と 連携
する ための経費を補助する 区市町村の取組
を 支援し 、 障害者の地域移行の促進を 図
る 。

（ 実績なし ） 福 祉 局

(2 ) 精神科病院から の地域生活への移行

（ 再掲） 3 1 　 精神科病院における 虐待防止
の推進
　 精神科病院における 虐待防止・ 早期発見
に向けて、 都の通報窓口を 設置する と と も
に、 病院の体制整備を 支援する ための研修
を 実施する 。

〔 実施主体： 東京都〕

管理監督者向け研修　 ８ ５ 病院参加
現場リ ーダー向け研修　 ８ ５ 病院参加

　 精神科病院における 虐待防
止・ 早期発見を推進する 。

福 祉 局
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事業名・ 事業内容
令和６ 年度末

状況等
事業目標

東京
2 0 5 0
戦略

所管局
事業
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（ 再掲） 3 2 　 入院者訪問支援事業
　 精神科病院の入院者のう ち、 特に医療機
関外の者と の面会交流が途絶えやすく なる
こ と が想定さ れる 患者から の希望に基づ
き 、 医療機関外の第三者が入院中の患者を
訪問し 、 傾聴や情報提供を 行う など の支援
を 実施する 。

〔 実施主体： 東京都〕

訪問８ 件 　 入院者本人の孤独感や自尊
心低下の解消を図る 。

〇 福 祉 局

1 5 4 　 精神障害者地域移行体制整備支援事
業（ 東京都地域生活支援事業）
　 いわゆる 「 社会的入院」 の状態にある 精
神障害者が円滑な地域移行や安定し た地域
生活を送る ための体制整備を 行う と と も
に、 精神科医療機関と 地域と の相互理解及
び連携強化の推進によ り 、 精神障害者が望
む地域生活の実現を 図り 、 も って精神障害
者の福祉の向上を図る 。

〔 実施主体： 東京都〕

○地域移行促進事業
・ 指定一般相談支援事業所等への指導・ 助言（ 連絡調整、 会議等への参
加を含む） 　 9 ,1 6 2 件
　 協力病院　 6 2 病院
・ 地域移行関係職員に対する 研修（ オンデマン ド 配信） 　 １ 回開催
○グループホーム 活用型ショ ート ス テイ 事業
　 利用者数　 9 4 人
　 利用日数　 8 2 3 日
○地域生活移行支援会議（ 圏域別会議含む） 　 8 回開催

　 事業の推進を図る 。 福 祉 局

1 5 5 　 精神障害者早期退院支援事業
（ 目的）
　 医療保護入院者本人や家族等の相談支援
を 行う ほか、 地域援助事業者の出席する 退
院支援委員会など 、 地域援助事業者と の連
携を 図り 、 地域における 医療と 福祉の連携
体制を整備する 精神科医療機関に対する 支
援を 行う 。

（ 補助対象）
①地域援助事業者が、 医療機関における 医
療保護入院者の退院支援のための会議へ出
席し た際の事前調整経費等

②退院支援のための会議に地域援助事業者
を 出席さ せた医療機関への事務費補助

〔 実施主体： 東京都〕

①　 3 7 6 件（ 5 7 病院）

②　 2 6 2 件（ 5 7 病院）

　 事業の推進を図る 。 福 祉 局

1 5 6 　 精神保健福祉士配置促進事業
　 医療保護入院者の早期退院に向けた、 病
院内外における 調整や、 退院支援計画の作
成、 退院支援委員会の開催など 、 医療と 福
祉の連携体制を 整備する 精神科医療機関に
おける 精神保健福祉士の確保のための人件
費の補助を 行う 。

〔 実施主体： 東京都〕

・ 人件費補助
　 3 5 病院

　 事業の推進を図る 。 福 祉 局

（ 再掲） 1 3 3 　 精神障害計画相談支援従事
者等養成研修事業
　 指定特定相談事業所等に対し て、 精神障
害者に対する 地域移行支援等の基本的知識
及び技術の習得等に資する 内容の研修を 行
い、 地域移行・ 地域定着を 担う 事業所の資
質向上と 拡大を 図る 。

〔 実施主体： 東京都〕

　 2 回開催
　 研修修了者数　 1 7 0 人

　 精神障害者地域移行・ 地域
定着を 担う 事業所の資質向上
と 拡大を図る 。

福 祉 局

1 5 7 　 措置入院者退院後支援体制整備事業
（ 目的）
　 措置入院者が退院後に医療等の継続的な
支援を確実に受けら れる 体制の整備を 行
う 。
（ 事業内容）
①退院後支援(東京都における 措置入院者退
院後支援ガイ ド ラ イ ン の運用)
②退院後支援人材育成
③その他（ 措置入院者退院後支援体制整備
推進会議の開催等）

［ 実施主体： 東京都］

①退院後支援
・ ガイ ド ラ イ ンの運用
　 都内保健所2 9 所／3 1 所
・ 措置入院者退院後支援担当者会
　 年1 回
②退院後支援人材育成
・ 専門研修
　 年1 回（ オン デマン ド ）
・ 専門研修（ 応用研修）
　 年1 回（ 集合）
③その他
・ 措置入院者退院後支援体制整備推進会議
　 年1 回

　 措置入院者が退院後に医療
等の包括的な支援を継続的か
つ確実に受けら れる 体制を整
備する 。

福 祉 局

1 5 8 　 難治性精神疾患地域支援体制整備事
業
　 入院が長期化し やすい難治性の精神疾患
を 有する 患者が、 専門的治療等を 受けなが
ら 地域で安心し て生活でき る よ う 支援体制
を 構築する 。

〔 実施主体： 東京都〕

○難治性精神疾患対策関係者会議　 1 回
○難治性精神疾患地域支援体制構築事業
・ 相談窓口の運営
・ 難治性精神疾患に関する 研修会　 4 区分
・ サポート ブッ ク 作成

　 難治性の精神疾患を 有する
患者が、 専門的治療等を 受け
ながら 地域で安心し て生活で
き る 支援体制を構築する 。

福 祉 局

（ 再掲） 1 4 2 　 一般相談連携強化支援事業
　 一般相談支援事業者が保健所等と 連携す
る ための経費を 補助する 区市町村の取組を
支援し 、 精神障害者の精神科病院から の地
域移行等、 障害者の地域移行・ 定着の促進
を 図る 。

1 市 事業の推進を 図る 福 祉 局
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４ 　 保健・ 医療・ 福祉等の連携によ る 支援体制

(1 ) 精神障害

1 5 9 　 地域における 精神科医療提供体制の
整備
　 精神疾患の発症後、 早期に発見・ 対応
し 、 患者が身近な地域で症状に応じ た適切
な治療が受けら れる 体制を 構築する と と も
に、 精神障害者の安定し た地域生活の継続
を 支援する 。

①精神科医療地域連携事業
　 一般診療科と の円滑な連携を構築する と
と も に、 精神科病院と 診療所等の連携を 強
化し 、 身近な地域で必要な時に適切な医療
を 受けら れる 体制整備を推進する 。

②アウ ト リ ーチ支援事業
　 医療中断等によ り 、 安定し た地域生活が
難し い精神障害者に区市町村等と 連携し 、
アウ ト リ ーチ支援を 実施する 。

③精神障害者アウ ト リ ーチ支援事業（ 障害
者施策推進区市町村包括補助事業）
　 地域社会での生活に困難を き たし ている
精神障害者に対し 、 医師等の専門職チーム
によ る 訪問型支援等の体制整備に取り 組む
区市町村を 支援する 。

〔 実施主体： 東京都、 区市町村〕

①1 ２ 圏域で実施（ 区中央部、 区南部、 区西南部、 区西部、 区西北部、 区
東北部、 区東部、 西多摩、 南多摩、 北多摩西部、 北多摩南部及び北多摩
北部）

②都立（ 総合） 精神保健福祉センタ ーで実施
　 　 　 7 9 人

③２ 市

・ 身近な地域において、 必要
な時に適切な精神科医療を受
ける こ と ができ る 地域精神科
医療体制を 構築する 。

・ 区市町村等、 よ り 身近な地
域へのアウ ト リ ーチ支援の普
及など によ り 、 精神障害者の
地域生活支援体制の構築を図
る と と も に、 精神障害者の地
域における 自立し た生活を実
現する 。

福 祉 局

1 6 0 　 精神科救急医療体制の整備
　 夜間及び休日における 精神科救急と し
て、 都内４ ブロ ッ ク にそれぞれ都立病院
（ 墨東・ 豊島・ 松沢・ 多摩総合医療セン
タ ー） を 設置し 、 疾病の急発及び急変のた
めの医療体制を 確保する 。
　 併せて、 民間医療機関等の協力を得て、
精神科初期、 二次救急医療体制を 確保する
と と も に、 精神科救急医療情報センタ ーを
設置し 、 精神科救急患者のト リ アージ及び
医療機関と の連絡調整を行う 。

〔 実施主体： 東京都〕

　 緊急入院　 1 ,1 2 8 件 　 夜間・ 休日等に発生する 急
性期患者が、 症状に応じ て速
やかに医療を 受けら れる よ う
にする ため、 夜間・ 休日の救
急医療体制を 整備する 。

福 祉 局

1 6 1 　 精神科身体合併症医療体制の整備
　 夜間休日に発症・ 増悪し た身体症状によ
り 身体治療を必要と し た精神科患者、 ある
いは都内の精神科病院に入院中の精神疾患
患者で、 精神症状によ り 一般診療科での受
診を 困難と する 精神身体合併症患者に対し
て、 精神科身体合併症医療事業を 実施する
こ と によ り 、 適正な医療を 確保する 。

〔 実施主体： 東京都〕

　 転院7 5 1 件 　 継続し て実施する 。 福 祉 局

1 6 2 　 地域精神科身体合併症救急連携事業
　 精神障害者が身体疾患に罹患し た際に、
地域で迅速かつ適正な医療が受けら れる よ
う 、 精神科医療機関によ る 一般救急医療機
関から の相談・ 受入体制の整備を 図る と と
も に、 一般救急医療機関と 精神科医療機関
と の地域における 相互連携体制の強化を 図
る 。

〔 実施主体： 東京都〕

　 都内を5 ブロ ッ ク に分けて取組実施 　 一般救急と の連携を 強化
し 、 精神身体合併症救急医療
体制の整備を 図る 。

福 祉 局

1 6 3 　 都立病院における 精神科医療の提供
①松沢病院の運営
　 松沢病院において、 他施設と 密接に連携
する こ と で、 我が国の精神科医療をリ ード
する と と も に、 都全体の精神科医療の質の
向上や精神保健福祉サービ ス の充実を 一層
推進する 。
・ 精神科急性期医療、 精神科救急医療、 精
神科身体合併症医療、 認知症医療等のセン
タ ー的機能のほか、 精神科特殊医療（ 依存
症、 医療観察法等） 、 精神障害者歯科医
療、 精神科リ ハビ リ テーショ ン医療に取り
組む。
・ 長期入院患者の転・ 退院支援や新入院患
者の退院支援等、 患者の社会復帰に積極的
に取り 組む。

〔 実施主体： 東京都立病院機構〕

　
　 入院　 5 1 2 .8 人/日
　 外来　 4 1 5 .8 人/日

　 精神科医療の拠点と し ての
役割を 果たし ていく 。

保健 医 療
局
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②小児総合医療セン タ ーの運営
　 小児総合医療セン タ ーにおいて、 関係機
関と 連携し ながら 、 都における 小児医療の
拠点と し て総合的で高度・ 専門的な医療を
提供し ていく 。
・ 児童・ 思春期精神科医療では、 自閉症な
ど の広汎性発達障害、 Ａ Ｄ Ｈ Ｄ 、 Ｌ Ｄ 、 統
合失調症、 適応障害など 、 様々な障害を も
つ幼児期から 思春期ま での患者に対応す
る 。
・ 「 こ こ ろ 」 と 「 から だ」 を 総合し た医療
を 提供し 、 神経症や心身症、 摂食障害など
に取り 組む。

〔 実施主体： 東京都立病院機構〕

　 入院　 8 2 .0 人/日
　 外来　 8 8 .4 人/日

　 小児医療の拠点と し ての役
割を 果たし ていく 。

保健 医 療
局

③大塚病院における 児童精神科外来の運営
　 大塚病院において、 小児総合医療セン
タ ーと の密接な連携の下、 外来診療及びデ
イ ケアを 行う 児童精神科外来を運営し てい
く 。

〔 実施主体： 東京都立病院機構〕

　 初診患者数
　 　 2 4 2 人

　 ショ ート ケア（ 就学前児童） 利用者数
　 　 7 0 8 人

　 学童グループ（ 小学生） 利用者数
　 　  7 2 5 人

　 区部における 小児精神科外
来の機能を 果たし ていく 。

保健 医 療
局

1 6 4 　 子供の心診療支援拠点病院事業
　 都立小児総合医療センタ ーを拠点病院と
し て、 都内関係機関への医学的支援に加え
て、 様々な子供の心に対応する 地域の関係
機関への専門支援や、 都民への普及啓発を
行う 。

〔 実施主体： 東京都〕

○普及啓発・ 情報提供事業
・ 都民向けシンポジウ ム
　 　 1 回実施
・ 関連情報のホーム ページ掲載
　 　 通年

○子供の心の診療連携事業
・ 子供の心診療機関マッ プの公開
　 約1 7 3 機関参加

○子供の心の診療関係者研修事業
・ 関係機関向けセミ ナー
　 　 1 回実施
・ 児童青年期臨床精神医療講座（ 入門編）
　 　 3 回実施
・ 児童青年期臨床精神医療講座（ 応用編）
　 　 2 回実施
・ 幼児・ 学童デイ ケア応用編（ 早期発達支援連続講座）
　 　 1 回実施
・ CV PPP ト レ ーナー養成研修
　 　 1 回実施
・ CV PPP ト レ ーナーフ ォ ロ ーアッ プ研修
　 　 1 回実施

　 継続し て実施する 。 福 祉 局

保健 医 療
局

1 6 5 　 依存症対策の推進
　 依存症対策の一層の推進に向け、 依存症
対策に係る 計画の策定・ 進行管理や情報の
発信、 関係機関の連携強化の取組等を 実施
する 。

①ギャ ン ブル等依存症対策の推進
　 東京都ギャ ン ブル等依存症対策推進計画
の改定及び進行管理を 行う 。

②アルコ ール健康障害対策の推進
　 東京都アルコ ール健康障害対策推進計画
の進行管理を行う 。

③情報発信・ 関係機関の連携強化
　 依存症に関する 正し い知識等の情報発信
を 行い、 一般都民等の理解促進を 図る と と
も に、 地域における 関係機関の連携強化の
取組等を 実施する 。
　
〔 実施主体： 東京都〕

①東京都ギャ ンブル等依存症対策推進委員会
　 　 ４ 回

②東京都アルコ ール健康障害対策推進委員会
　 　 １ 回

③情報発信・ 関係機関の連携強化
・ 依存症対策普及啓発フ ォ ーラ ム
　 　 1 回
・ 連携会議
　 　 3 回
・ 区市町村等職員向け研修
　 　 相談対応研修： 2 回
　 　 生活支援研修： 3 回

　 依存症対策に係る 計画の改
定・ 進行管理や情報の発信、
関係機関の連携強化の取組等
を実施し 、 東京都の依存症対
策を 推進する 。

福 祉 局

1 6 6 　 てんかん地域診療連携体制整備事業
  設置し た東京都てんかん支援拠点病院を 中
心に、 各診療科間・ 各医療機関間の連携強
化、 人材育成、 医療機関等の職員、 関係機
関、 患者・ 家族、 一般都民へ情報発信を 行
い、 てんかん診療体制の充実を図る 。

〔 実施主体： 東京都〕

・ 東京都てんかん治療医療連携協議会
　 　 2 回
・ 東京都てんかん支援拠点病院の設定（ 国立研究開発法人国立精神・ 神
経医療研究センタ ー病院）
・ てんかん治療医療連携研修　 1 ８ 回
・ 普及啓発　 ４ 回

　 てんかんについて、 診療連
携体制の充実を図る 。

福 祉 局
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東京
2 0 5 0
戦略

所管局
事業
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1 6 7 　 摂食障害治療支援体制整備事業
　 「 東京都摂食障害支援拠点病院」 を 指定
し 、 拠点病院において、 急性期における 摂
食障害患者への適切な対応、 専門的な相談
支援、 他の医療機関等や患者家族と の連
携・ 調整を 図る ほか、 治療や相談支援に携
わる 関係機関の医師等に対し 、 普及啓発を
実施する 。

〔 実施主体： 東京都〕

・ 摂食障害治療支援体制検討委員会
　 ２ 回
・ 都内の医療体制等について実態調査実施

　 摂食障害について、 支援体
制を 整備する 。

福 祉 局

（ 再掲） 1 3 4 　 東京都発達障害者支援セン
タ ーの運営（ 東京都地域生活支援事業）
　 発達障害児（ 者） 及びその家族に対する
支援を総合的に行う 地域の拠点と し て、 発
達障害に関する 各般の問題について発達障
害児（ 者） 及びその家族から の相談に応
じ 、 適切な指導又は助言を 行う と と も に、
関係施設と の連携強化等によ り 、 発達障害
児（ 者） に対する 地域における 総合的な支
援体制の整備を 推進する 。

（ 対象）
　 自閉症、 アス ペルガー症候群その他の広
汎性発達障害、 学習障害、 注意欠陥多動性
障害、 その他こ れに類する 脳機能の障害で
あっ て、 その症状が通常低年齢で発現する
者のう ち、 言語の障害、 協調運動の障害そ
の他心理的発達の障害並びに行動及び情緒
の障害を 有する 障害児（ 者） 及びその家族

〔 実施主体： 東京都〕

①相談支援・ 発達支援件数
　 　 2 ,5 3 9 件

②就労支援件数
　 　 3 4 3 件

③普及啓発
　 講演会等
　 　 パンフ レ ッ ト 等の作成
　 　 １ 回開催

　 継続し て実施する 。 福 祉 局

1 6 8 　 区市町村発達障害者支援体制整備推
進事業（ 障害者施策推進区市町村包括補助
事業）
　 区市町村の発達障害児（ 者） に対する 取
組を 支援する こ と によ り 、 発達障害者支援
体制の整備を推進する 。

（ 事業内容）
①早期発見・ 早期支援のための支援シス テ
ム の構築
②成人への支援の取組

〔 実施主体： 区市町村〕

①3 7 区市町で実施

②1 5 区市で実施

①4 9 区市町村での事業実施を
図る 。

②4 9 区市町村での事業実施を
図る 。

福 祉 局

1 6 9 　 発達障害者支援体制整備推進事業
（ 東京都地域生活支援事業）
　 発達障害児（ 者） のラ イ フ ス テージに応
じ た支援体制を 充実し 、 支援機関に従事す
る 専門的人材の育成等を行う こ と によ り 、
発達障害者支援体制の整備を 推進し 、 も っ
て発達障害児（ 者） の福祉の増進を図る 。

（ 事業内容）
①発達障害者支援地域協議会の設置
②専門的人材育成

〔 実施主体： 東京都〕

①発達障害者支援地域協議会の設置
・ 委員会
　 1 回開催
・ シン ポジウ ム
　 1 回開催

②専門的人材育成
・ 相談支援研修
　 　 1 4 回開催
・ 医療従事者向け講習会
　 　 6 回開催

　 事業の推進を図る 。 福 祉 局

1 7 0 　 発達障害児の検査に関する 実態調査
〔 福祉局〕
発達障害児の検査の現状及び課題を分析す
る ため、 自治体や医療機関、 検査機関、 保
護者等に対し て実態調査を 実施する 。

○都内区市町村、 都内医療機関、 都内民間検査機関、 保護者に対し アン
ケート 調査を 実施
○アン ケート 調査実施後、 一部の自治体等に対し 個別にヒ アリ ン グ調査
を 実施し た上で最終報告書を 作成

福 祉 局

1 7 1 　 区市町村発達検査体制充実緊急支援
事業〔 福祉局〕
地域における 検査体制の充実を図る ため、
区市町村が実施する 発達検査の人件費や外
部委託経費等に対し て緊急支援を 実施す
る 。

○計２ ４ 区市町村に対し 補助を 実施 福 祉 局

1 7 2 　 ペアレ ント メ ンタ ー養成・ 派遣事業
　 発達障害児（ 者） と その家族が地域で安
心し て生活ができ る よ う 、 発達障害児
（ 者） の養育経験がある 親を 子育てを 通じ
た情報提供・ 助言など を行う ペアレ ン ト メ
ン タ ーと し て養成・ 派遣する こ と によ り 、
地域における 家族支援体制の構築を図る 。

〔 実施主体： 東京都〕

○0 名養成（ 事業目標である 1 5 0 名を達成し たため、 養成は行わず）
○1 3 3 回（ 延べ3 2 2 名） 派遣

　 1 5 0 名養成 福 祉 局
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1 7 3 　 発達障害専門医療機関ネッ ト ワ ーク
構築事業
　 地域における 発達障害の診断待機を 解消
する ため、 専門性の高い医療機関を中心と
し たネッ ト ワ ーク を 構築し 、 地域の医療機
関に対し て実地研修等を実施する こ と で、
発達障害を 早期に診断する 体制を 確保す
る 。

〔 実施主体： 東京都〕

○人材育成・ 実地研修
　 1 9 回
○情報収集・ 提供
○ネッ ト ワ ーク 構築・ 運営
　 ・ 拠点医療機関：
      協議会2 回、 講演会１ 回
　 ・ 地域拠点医療機関：
      圏域連絡会4 回、
      関係機関向け研修2 回

　 発達障害を 早期に診断する
体制の確保

福 祉 局

1 7 4 　 区市町村高次脳機能障害者支援促進
事業（ 東京都地域生活支援事業）
　 区市町村に高次脳機能障害者支援員を 配
置し 、 高次脳機能障害者及びその家族に対
する 相談支援を 実施する と と も に、 関係機
関等と の連携を 図り 、 区市町村における 高
次脳機能障害者への支援の充実を 図る 。

〔 実施主体： 区市町村〕

　 4 5 区市町で実施 　 4 3 区市町村での事業実施を
図る 。

福 祉 局

（ 再掲） 1 3 5 　 高次脳機能障害支援普及事
業（ 東京都地域生活支援事業）
　 高次脳機能障害者及びその家族に対する
専門的な相談支援を 行う と と も に、 区市町
村や関係機関と の地域支援ネッ ト ワ ーク の
充実を図り 、 高次脳機能障害者に対する 適
切な支援が提供さ れる 体制を 整備する 。
　 区市町村や関係機関の職員等への研修を
実施し 、 地域における 適切な支援の普及・
啓発を図り 、 高次脳機能障害者が自立し た
日常生活又は社会生活を営むこ と ができ る
よ う にする 。

（ 支援拠点）
　 東京都心身障害者福祉セン タ ー

（ 事業内容）
①相談支援
②支援ネッ ト ワ ーク の構築
③都民や支援機関等への広報、 普及・ 啓
発、 人材育成

〔 実施主体： 東京都〕

○新規相談件数
　 　 2 5 2 件

○相談支援体制連携調整委員会
　 　 2 回開催

○支援従事者向け研修会及び連絡会の開催

○就労準備支援プロ グラ ムの実施

○社会生活評価プロ グラ ムの実施

○専門的リ ハビ リ テーショ ン の充実事業を 島し ょ 二次保健医療圏を 除く
1 2 圏域で実施

　 事業の推進を図る 。 福 祉 局

1 7 5 　 高次脳機能障害者緊急相談支援事業
（ 障害者施策推進区市町村包括補助事業）
　 心身障害者福祉セン タ ーのノ ウ ハウ を 活
用し 、 区市町村の相談支援事業の充実につ
なげる ため、 相談・ 研修経費等の支援を 行
う 。

〔 実施主体： 区市町村〕

　 2 区で実施 　 地域における 相談支援事業
の充実を図る 。

福 祉 局

1 7 6 　 心のサポータ ー養成事業
　 精神疾患の早期発見・ 早期対応を促進す
る と と も に、 精神障害者が必要なサービ ス
の提供を 受け、 周囲の理解を 得ながら 地域
の一員と し て安心し て生活でき る 体制を 整
備する ため、 各区市町村が円滑に「 心のサ
ポータ ー養成研修」 を 実施でき る よ う 区市
町村職員向け研修を 実施する 。

〔 実施主体： 東京都〕

○心のサポータ ー養成研修　 ２ 回 　 事業の推進を 図る 。 ○ 福 祉 局

（ 再掲） 1 5 8 　 難治性精神疾患地域支援体
制整備事業
　 入院が長期化し やすい難治性の精神疾患
を 有する 患者が、 専門的治療等を 受けなが
ら 地域で安心し て生活でき る よ う 支援体制
を 構築する 。

〔 実施主体： 東京都〕

○難治性精神疾患対策関係者会議　 1 回
○難治性精神疾患地域支援体制構築事業
・ 相談窓口の運営
・ 難治性精神疾患に関する 研修会　 4 区分
・ サポート ブッ ク 更新

　 難治性の精神疾患を 有する
患者が、 専門的治療等を 受け
ながら 地域で安心し て生活で
き る 支援体制を構築する 。

福 祉 局

1 7 7 　 身体合併症（ 慢性維持透析） に係る
医療提供体制の確保事業〔 福祉局〕
　 入院患者に対し て他の医療機関を受診し
て維持透析を実施する 精神科病床を有する
医療機関に対し て、 外来通院に係る 費用を
補助し 、 身体合併症（ 慢性維持透析） に係
る 医療提供体制の確保を図る 。

補助申請なし 　 事業の推進を 図る 。 福 祉 局
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(2 ) 重症心身障害児（ 者）

1 7 8 　 重症心身障害児等在宅療育支援事業
　 在宅重症心身障害児（ 者） 等の健康の保
持、 安定し た家庭療育の確保を図る ため、
専門医等によ る 健康診査及び看護師等によ
る 在宅看護サービ ス を 提供する と と も に、
Ｎ Ｉ Ｃ Ｕ 等に入院し ている 重症心身障害児
等について、 在宅での生活を 希望し た際に
円滑に移行でき る よ う 、 重症心身障害児等
と その家族への早期支援や相談等を実施す
る こ と など によ り 、 重症心身障害児（ 者）
等の支援の充実を図る 。

①重症心身障害児等在宅療育支援セン タ ー
の設置
②訪問看護及び訪問健康診査
③在宅療育相談
④訪問看護師等育成研修
⑤在宅療育支援地域連携会議の開催

〔 実施主体： 東京都〕

①重症心身障害児等在宅療育支援セン タ ーの設置（ 継続）
②在宅重症心身障害児（ 者） 等訪問事業
　 訪問看護
　 　 延 6 ,8 0 7 件
　 訪問健康診査
　 　 　 　 　   ６  件
③在宅療育相談事業
　 在宅移行支援
　 　 延 4 ,0 1 7  件
　 家庭訪問相談
　 　 延 ４ ０ ８ 件
　 関係機関連絡、 会議等
　 　 延 2 ５ ７ 件
④訪問看護師等育成研修事業
　 基礎編
　 　 1 回（ w eb ）
　 　 参加実数　 ３ ５ ３ 人
　 レ ベルアッ プ編
　 　 1 回（ w eb ）
　 　 参加実数　 ３ ３ １ 人
　 　 1 回（ 対面方式）
　 　 参加実数　 ３ ８ 人
　 在宅移行編
　 　 1 回（ Web ）
　 　 参加実数　 3 2 3 人
　 訪問実習受講者数　 2 6  人
⑤在宅療育支援地域連携会議
　 区部 1 回（ Web 開催）
　 多摩地区 1 回（ Web 開催）

　 継続し て実施する 。 福 祉 局

1 7 9 　 在宅レ ス パイ ト ・ 就労等支援事業
　 医療的ケアが必要な在宅の重症心身障害
児（ 者） 等に対し 、 訪問看護師が自宅に出
向いて一定時間ケアを 代替し 、 当該家族の
休養や就労等を 支援する こ と によ り 、 重症
心身障害児（ 者） 等の健康の保持と その家
庭の福祉の向上を図る 。

〔 実施主体： 区市町村〕

2 3 区1 4 市で実施 　 事業の推進を 図る 。 ○ 福 祉 局

1 8 0 　 障害者（ 児） ショ ート ス テイ 事業
（ 受入促進員配置）
　 ショ ート ス テイ 実施施設において、 高い
看護技術を 持っ た看護師を 受入促進員と し
て配置し 、 特に医療ニーズが高い在宅の重
症心身障害児（ 者） の積極的な受入れの促
進を 図る 。

〔 実施主体： 東京都〕

1 1 施設

　 受入延べ人数
　 　 1 3 ,7 8 8 人

　 超重症児（ 者） ・ 準超重症
児（ 者） の受入れの促進を図
る 。

福 祉 局

1 8 1 　 重症心身障害児通所委託（ 受入促進
員配置）
　 民間の通所施設（ 医療型） において、 高
い看護技術を持った看護師を 受入促進員と
し て配置し 、 特に医療ニーズが高い在宅の
重症心身障害児（ 者） の積極的な受入れの
促進を図る 。

〔 実施主体： 東京都〕

　 ８ 施設

　 受入延べ人数
　 　 1 6 ,8 7 3 人

　 超重症児（ 者） ・ 準超重症
児（ 者） の受入れの促進を図
る 。

福 祉 局

1 8 2 　 重症心身障害児（ 者） 通所運営費補
助事業（ 障害者施策推進区市町村包括補助
事業）
　 在宅の重症心身障害児者に日中活動の場
を 提供し 、 通所施設における 適切な療育環
境の確保を 図る 。

〔 実施主体： 区市町村〕

　 1 0 7 施設
　
　 定員　 1 0 2 8 名
　 延べ利用日数
　 1 5 7 ,4 7 7 日

　 事業の推進を図る 。 福 祉 局

(3 ) 難病患者

1 8 3 　 難病相談・ 支援セン タ ーの運営
　 地域で生活する 難病患者等の日常生活に
おける 相談・ 支援、 地域交流活動の促進な
ど を 行う 拠点と し て、 患者等の療養上、 日
常生活上の悩みや不安等の解消を 図る と と
も に、 難病患者就労コ ーディ ネータ ーによ
る 就労相談等様々なニーズに対応し たき め
細かな相談や支援を 行う 。

〔 実施主体： 東京都〕

　 療養相談　 5 ,0 1 5 件 　 継続し て実施する 。 保健 医 療
局

1 8 4 　 難病医療ネッ ト ワ ーク の構築
　 全ての難病患者が、 発症から 診断、 治
療、 入院、 通院、 在宅療養ま で、 適切な医
療が受けら れる よ う 、 都が指定する 難病診
療連携拠点病院と 難病医療協力病院を 中心
と し た医療提供体制を 構築する 。

〔 実施主体： 東京都〕

拠点病院　 　 　 　 1 3 病院
分野別拠点病院　   ２ 病院
協力病院　 　 　 　 4 1 病院

　 継続し て実施する 。 保 健 医療
局
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1 8 5 　 在宅難病患者一時入院事業
　 在宅難病患者が家族等の介護者の療養・
休息によ り 、 一時的に介護を 受けら れなく
なっ た場合に入院でき る 体制を整え、 安定
し た療養生活の確保を 図る 。

〔 実施主体： 東京都〕

　 確保病床　 1 9 床
　 利用実績　 2 2 8 人

　 継続し て実施する 。 保 健 医療
局

1 8 6 　 難病患者在宅レ ス パイ ト 事業
　 在宅で人工呼吸器を 使用し ている 難病患
者が、 家族等の介護者の病気治療、 休息等
の理由によ り 、 一時的に在宅で介護を 受け
る こ と が困難と なっ た場合に、 患者宅に看
護人を派遣する 体制を 整える こ と によ り 、
安定し た療養生活の確保を 図る 。

〔 実施主体： 東京都〕

　 利用患者　 6 8 人
　 利用時間　 延べ1 ,2 1 2 時間

　 継続し て実施する 。 保 健 医療
局

1 8 7 　 難病患者療養支援事業
　 医療面、 生活面等に様々な不安や悩みを
抱えている 在宅難病患者及びその家族に対
し 、 保健師等によ る 相談・ 指導を 行い、 患
者・ 家族の療養環境の整備・ 改善を図る 。

〔 実施主体： 東京都〕

　 訪問相談・ 指導
　 2 ,2 3 0 回（ 家庭訪問）

　 継続し て実施する 。 保 健 医療
局

1 8 8 　 在宅難病患者訪問診療事業
　 寝たき り 等によ り 受療の困難な在宅難病
患者に対し 、 地域における 適切な医療を 確
保し 、 療養環境の向上を図る と と も に、 医
療と 保健･福祉の連携によ る 在宅ケア体制の
整備、 充実を図る 。

〔 実施主体： 東京都〕

   対象者　 1 3 4 人
　 件数　 　 2 9 8 件

　 継続し て実施する 。 保 健 医療
局

1 8 9 　 在宅難病患者医療機器貸与・ 整備事
業
　 難病患者が在宅療養で使用する 医療機器
を 貸与・ 整備し 、 必要に応じ て訪問看護を
実施する こ と で、 患者・ 家族の経済的負担
の軽減と 、 在宅療養環境の整備を 図る 。

〔 実施主体： 東京都〕

　 貸与患者数　 8 8 人
　 貸与台数　 1 1 5 台
　 訪問看護　 5 7 1 回

　 継続し て実施する 。 保 健 医療
局

1 9 0 　 在宅人工呼吸器使用難病患者訪問看
護事業
　 在宅において人工呼吸器を 使用し ている
難病患者に対し て、 診療報酬で定めら れた
回数を超えて訪問看護を実施する こ と によ
り 、 在宅重症難病患者に対する 在宅療養
サービ ス の向上を図る 。

〔 実施主体： 東京都〕

　 対象者　 1 2 7 人
　 件数　 　 1 0 ,9 7 4 回

　 継続し て実施する 。 保 健 医療
局

1 9 1 　 難病対策地域協議会
　 地域における 難病の患者への支援体制に
関する 課題に係る 情報の共有及び地域の実
情に応じ た体制の整備について協議する こ
と によ り 、 支援体制の整備を 図る こ と を 目
的と し て東京都疾病対策課及び東京都保健
所（ ６ か所） において実施する 。

〔 実施主体： 東京都〕

　 本課　 1 回
　 東京都保健所　 ６ 回

　 継続し て実施する 。 保 健 医療
局

1 9 2 　 難病・ がん患者就業支援事業
　  難病・ がん患者就業支援奨励金
　 難病やがん患者を 、 治療と 仕事の両立に
配慮し て、 新たに雇入れ、 就業継続に必要
な支援を 行う 事業主に奨励金を支給する 。
　 ま た、 難病やがんの発症等によ り 休職し
た労働者を 、 治療と 仕事の両立に配慮し て
復職さ せ、 就業継続に必要な支援を行う 中
小企業事業主に助成金を支給する 。 さ ら
に、 復職時に治療と 仕事の両立に配慮し た
勤務・ 休暇制度など を 新たに導入する 場
合、 助成金を加算する 。
　 さ ら に、 雇入れ時又は復職時に治療と 仕
事の両立に配慮し た勤務・ 休暇制度など を
新たに導入する 場合、 助成金を加算する 。

〔 実施主体： 東京都〕

　 支給件数　 1 0 5 件 　 企業における 、 難病・ がん
患者の雇入れ、 復職、 就業継
続を 促進する 。

○ 産 業
労 働 局
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(4 ) 強度行動障害を有する 障害者

（ 再掲） 1 2 6 　 強度行動障害支援者養成研
修（ 東京都地域生活支援促進事業）
　 強度行動障害を有する 者等に対し 、 適切
な支援を 行う 職員等の人材育成を 進める 。

①強度行動障害支援者養成研修（ 基礎研
修）
②強度行動障害支援者養成研修（ 実践研
修）

〔 実施主体： 東京都〕

研修修了者数
　 ①2 ,2 3 0 人
　 ②1 ,0 2 5 人

　 今後の需要に的確に対応で
き る よ う 、 着実に養成を 図
る 。

福 祉 局

1 9 3 　 障害者支援施設等支援力育成派遣事
業
　 障害者支援施設等において、 高齢・ 重度
化や強度行動障害等への対応力を 向上さ せ
る ため、 各施設へ専門職等を 派遣し 、 施設
の支援力強化を 図る 。

〔 実施主体： 東京都〕

　 対象である 6 施設等に対し て専門職等を 派遣し 、 研修や技術指導など を
実施。

　 事業の推進を図る ○ 福 祉 局

（ 再掲） 1 1 3 　 グループホーム の整備・ 運
営の支援（ 障害者施策推進区市町村包括補
助事業を 含む）
　 障害者の地域社会における 自立を支援す
る ため、 生活の場を 提供し 、 食事の介護そ
の他必要な援助等を 行う 。

〔 実施主体： 区市町村〕

「 ３ か年プラ ン 」 に係る 整備費補助
・ 施設整備費： 設置者（ 社会福祉法人等）
負担の1 /2 を特別助成する 。
・ 重度化等に対応し た地域生活基盤の整備
に対し て、 補助基準額に上乗せする など 補
助の拡充を 実施する 。

〔 実施主体： 東京都〕

　 2 ,9 0 5 か所
　 定員1 5 ,7 3 6 人

「 障害者・ 障害児地域生活支援３ か年プラ ン」 の推進

　 令和6 年度
　 8 4 6 人

　 「 障害者・ 障害児地域生活
支援３ か年プラ ン 」 の推進

　 令和6 年度～令和8 年度
　 2 ,7 0 0 人

○ 福 祉 局

◇障害者グループホーム事業を行う 社会福
祉法人等に、 既設の都営住宅を提供する 。
（ 住宅政策本部）

◇都営住宅における グループホーム
　 1 0 団地　 2 4 戸

◇事業を行う 社会福祉法人等
から の要望を 受け、 順次、 実
施する 。

住 宅
政 策
本 部

（ 再掲） 1 2 0 　 短期入所事業（ ショ ート ス
テイ ） の充実（ 障害者施策推進区市町村包
括補助事業を含む）
　 介護者の事情によ る 場合など 必要なと き
に、 障害者（ 児） が短期間、 身近な地域で
必要な支援を受けら れる よ う 、 短期入所事
業（ ショ ート ス テイ ） の充実を図る 。

〔 実施主体： 区市町村〕

「 ３ か年プラ ン 」 に係る 整備費補助
・ 施設整備費： 設置者（ 社会福祉法人等）
負担の1 /2 を特別助成する 。
・ 重度化等に対応し た地域生活基盤の整備
に対し て、 補助基準額に上乗せする 加算を
実施する 。

〔 実施主体： 東京都〕

　 定員1 ,3 9 5 人

　 う ち重症心身障害児（ 者）
　 定員 1 5 3 人
　

「 障害者・ 障害児地域生活支援３ か年プラ ン」 の推進

　 令和6 年度
　 　 　 3 4 人

　 「 障害者・ 障害児地域生活
支援３ か年プラ ン 」 の推進

　 令和6 年度～令和8 年度
　 1 4 0 人

福 祉 局

（ 再掲） 1 1 4 　 障害者グループホーム 体制
強化支援事業
　 特別な支援を 必要と する 重度の利用者を
受け入れる ために、 手厚い職員配置や支援
ス キルの共有を 行っ ている グループホーム
に対し 、 体制確保のための補助を 行う 。

〔 実施主体： 東京都〕

体制強化Ⅰ　 2 7 0 ユニッ ト
体制強化Ⅱ　   6 1 ユニッ ト
体制強化Ⅲ　   2 0 ユニッ ト
（ ※Ⅱのう ち５ 8 はⅠの内数、 Ⅲのう ち1 6 はⅡの内数）

　 事業の推進を図る 。 〇 福 祉 局

(5 ) 盲ろ う 者

（ 再掲） 5 6 　 盲ろう 者通訳・ 介助者の派遣
及び養成（ 東京都地域生活支援事業）
　 盲ろう 者のコ ミ ュ ニケーショ ン 手段及び
移動の自由を確保し 、 その社会参加を 促進
する ため、 都内在住の盲ろ う 者に対し て通
訳・ 介助者の派遣を 行う と と も に、 通訳・
介助者の養成研修を 行う 講習会等に対し 補
助を 行う 。

※盲ろう 者と は、 視覚障害と 聴覚障害と が
重複し てある 重度の障害者（ 児）

〔 実施主体： （ 派遣） 東京都（ 養成研修）
民間団体〕

・ 通訳・ 介助者派遣事業
　 派遣件数　 1 3 ,1 6 2 件
　 派遣時間　 4 9 ,3 8 1 時間

・ 通訳・ 介助者養成研修事業
　 受講者数　 2 8 人
　 修了者数　 2 5 人

　 継続し て実施する 。 福 祉 局
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（ 再掲） 5 7 　 盲ろう 者支援センタ ー事業
（ 東京都地域生活支援事業）
　 盲ろう 者（ 児） から の相談に応じ る と と
も に、 コ ミ ュ ニケーショ ン 訓練など を 実施
し 、 地域生活支援の充実と 社会参加の促進
を 図る 「 盲ろう 者支援セン タ ー」 を運営す
る 。

（ センタ ーにおける 事業内容）
①訓練事業
②専門人材養成事業
③総合相談支援事業
④社会参加促進事業

〔 実施主体： 東京都〕

①訓練事業
　 実施回数1 2 2 回
　 対象者数1 8 人

②専門人材養成事業
　 養成講習会・ 研修等
　 ３ 科目　  ３ 回
　 修了者　 計7 4 人

③総合相談支援事業
　 盲ろ う 者相談件数4 4 2 件
　 盲ろ う 児相談件数4 1 件

④社会参加促進事業
　 交流会　 計3 4 回
　 参加者　 計8 5 4 人

　 学習会　 計1 3 9 回
　 参加者　 計1 ,4 4 4 人
盲ろう 児向け交流会　 計9 回
参加者　 6 9 人

　 継続し て実施する 。 福 祉 局

(6 ) 障害の早期発見・ 早期療育の推進

1 9 4 　 周産期医療シス テム の整備
　 出産前後の母体・ 胎児や新生児に対する
高度な医療に対応でき る 周産期母子医療セ
ン タ ーなど の整備を 進める と と も に、 総合
的な周産期医療体制を 確立する 。

〔 実施主体： 東京都〕

  総合周産期母子医療セン タ ー
　 　 1 4 施設

　 地域周産期母子医療センタ ー
　 　 1 4 施設

　 NICU（ 新生児集中治療管理室）
　 　 3 6 5 床（ 周産期連携病院を含む）

　 周産期医療体制の充実を図
る 。

保健 医 療
局

1 9 5 　 身体障害児療育相談等
①療育相談
　 身体の機能に障害のある 児童やその可能
性のある 児童、 疾病によ り 長期にわたり 療
養を 必要と する 児童に対し 、 療養上の相
談・ 指導等を行い、 その障害又は疾病の治
ゆ若し く は軽減を図る と と も に、 当該児童
及び家族への支援を 行う 。

〔 実施主体： 東京都･特別区･保健所設置
市〕

②未熟児訪問指導
　 保健師や助産師など が家庭訪問を行い、
未熟児を も つ親に対し て育児や日常生活の
指導を行う 。

〔 実施主体： 区市町村〕

①療育相談
　 個別指導　 6 人（ １ 回）
　 集団指導　 １ ６ 人（ 1 回）

　 継続し て実施する 。 福 祉 局

(7 ) リ ハビ リ テーショ ン 医療体制の整備

1 9 6 　 東京都リ ハビ リ テーショ ン 病院の運
営
　 東京都における リ ハビ リ テーショ ン 医療
の中核的施設と し て高度診療機能を備え、
身体に機能障害があり 、 リ ハビ リ テーショ
ン 医療を 専門的に行う 必要のある 患者に、
外来及び入院によ る 医療を 行う と と も に、
医療関係者の教育研修やリ ハビ リ テーショ
ン の臨床研究を 行う 。

（ 事業内容）
①専門リ ハビ リ 医療の提供（ 入院1 6 5 床、
　 外来5 0 人/日程度）
②リ ハビ リ 医療に係る 教育、 研修
③リ ハビ リ 医療研究

〔 実施主体： 東京都、 公益社団法人東京都
医師会が指定管理者〕

・ 入院 4 7 ,5 0 2 人
　 　 （ 1 3 0 .2 人/日）

・ 外来 9 ,0 9 4 人
　 　 （ 2 4 .9 人/日）

　 リ ハビ リ テーショ ン 専門病
院と し て、 多様な機能障害に
対応でき る リ ハビ リ 医療の中
核的施設と し て機能を 果たす
ほか、 リ ハビ リ テーショ ン医
療の研究及び教育・ 研修事業
を積極的に展開する 。

保健 医 療
局
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1 9 7 　 地域リ ハビ リ テーショ ン 支援事業
　 障害者や高齢者が寝たき り 状態になる こ
と を 予防し 、 地域において生涯にわたっ て
生き 生き と し た生活を 送る ためには、 急性
期から 回復期、 維持期のそれぞれの状態に
応じ た適切かつ円滑なリ ハビ リ テーショ ン
の提供が必要である 。 地域において様々な
形態で実施さ れている リ ハビ リ テーショ ン
事業を支援する こ と によ っ て、 保健・ 医
療・ 福祉が連携し た地域における リ ハビ リ
テーショ ン のシス テム 化を 図る 。

（ 事業内容）
　 二次保健医療圏ご と に地域リ ハビ リ テー
ショ ン支援セン タ ーを 指定し 、 センタ ーを
拠点に、 地域リ ハビ リ テーショ ン の支援を
行う 。
①地域のリ ハビ リ テーショ ン 従事者の研
修、 援助
②直接地域住民と 接する 相談機関の支援
③福祉用具、 住宅改修等の相談への対応に
係る 支援
④地域の関係団体の支援
⑤連絡会、 事例検討会の実施　 　 　 　 等

〔 実施主体： 東京都〕

　 1 ２ 病院 　 二次保健医療圏ごと に1 2 の
地域リ ハビ リ テーショ ン 支援
セン タ ーを 指定し 、 地域にお
ける リ ハビ リ テーショ ン 提供
体制の充実を 図っ ていく 。

保健 医 療
局

(8 ) 障害者歯科保健医療体制の整備

1 9 8 　 障害者歯科健康相談・ 支援
　 重度・ 難症例の障害者を 対象に、 歯科相
談業務を 行う 。 ま た、 各関係者を 対象に研
修を 実施する ほか、 障害者入通所施設への
支援等を 行い、 地域の障害者歯科保健の推
進を 図る 。

①重度・ 難症例歯科相談
②施設等歯科健康管理支援
③研修会・ 講習会・ 事例検討会
④障害者等歯科保健医療推進基盤整備
⑤摂食・ 嚥下機能支援基盤整備

〔 実施主体： 東京都〕

①重度・ 難症例歯科相談
　 ０ 回

②施設等歯科健康管理支援
　 ３ 回・ ３ 施設

③研修会・ 講習会・ 事例検討会
　 1 6 回・ 1 ,0 2 8 人

④障害者等歯科保健医療推進基盤整備
　 1 9 回

⑤摂食･嚥下機能支援基盤整備
　 1 回・ 1 9 関係機関

　 継続し て実施する 。 保 健 医療
局

1 9 9 　 心身障害児（ 者） 歯科診療施設の確
保
　 心身障害児の入所施設及び通園施設にお
ける 歯科診療事業の運営経費の一部を 補助
する こ と によ り 、 心身障害児（ 者） の歯科
診療体制の確保を図る 。

〔 実施主体： 東京都〕

6 か所 　 継続し て実施する 。 保 健 医療
局

2 0 0 　 都立心身障害者口腔保健センタ ーの
運営
　 心身障害児（ 者） 等に対する 歯科診療を
行う と と も に、 心身障害児（ 者） のう 蝕予
防、 歯周疾患の予防、 歯科保健医療従事者
に対する 教育研修、 情報提供等を 通じ て、
地域における 障害者歯科保健の向上を 図
る 。

〔 実施主体： 東京都、 公益社団法人東京都
歯科医師会が指定管理者〕

歯科治療
　 　 平均5 9 .8 人/日

　 予防管理
　 　 平均3 4 .0 人/日

　 教育研修
　 　 年間1 7 コ ース
　 　 1 ,5 2 0 人

　 継続し て実施する 。 保 健 医療
局

2 0 1 　 障害者歯科医療設備の整備
　 障害の状態等によ り 、 地域の歯科診療所
での治療等が困難な場合、 全身麻酔や鎮静
等の全身管理下で歯科治療を 受けら れる よ
う 、 必要な医療機器等の整備に係る 経費を
補助する こ と によ り 、 専門的な医療機関の
受入体制の拡充等を 支援する 。

5 か所 　 継続し て実施する 。 保 健 医療
局

(9 ) 内部障害の方への支援

2 0 2 　 エイ ズ医療体制の整備
　 エイ ズ診療協力病院の確保と 相互の連携
を 進める と と も に、 一般医療機関と のネッ
ト ワ ーク 化を図り 、 地域の医療機関でのエ
イ ズ診療への取組を 推進する 。

〔 実施主体： 東京都〕

・ 拠点病院
　 　 4 ３ 病院（ 公開） （ う ち中核拠点病院3 ）

　 連携病院
　 　 8 病院（ 公開）

・ 協力歯科医療機関紹介事業の実施

・ 医療従事者への意識啓発（ 研修の実施等）

　 エイ ズ診療協力病院相互の
連携を 強化する と と も に、 協
力病院と 診療所間の連携を推
進し 、 ＨＩ Ｖ 陽性者が働き 学
びながら 身近な地域で医療を
受けら れる 体制の整備を 図
る 。

保健 医 療
局
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2 0 3 　 Ｈ Ｉ Ｖ 陽性者の療養支援体制の整備
　 保健・ 医療・ 福祉の連携を 強化し 、 Ｈ Ｉ
Ｖ 陽性者への在宅での療養を 支援する 体制
を 整備する 。

〔 実施主体： 東京都、 区、 保健所設置市〕

・ エイ ズ専門相談員の派遣

・ 都・ 区保健所職員等向け研修の実施

（ 地域エイ ズ連絡会議は開催なし ）

　 保健所を 中心と し た保健・
医療・ 福祉のネッ ト ワ ーク の
構築によ り 、 HIV 陽性者の地
域での療養を 総合的に支えて
いく 体制の整備を 図る 。

保健 医 療
局

（ 再掲） 1 7 7 　 身体合併症（ 慢性維持透
析） に係る 医療提供体制の確保事業
入院患者に対し て他の医療機関を 受診し て
維持透析を 実施する 精神科病床を 有する 医
療機関に対し て、 外来通院に係る 費用を 補
助し 、 身体合併症（ 慢性維持透析） に係る
医療提供体制の確保を 図る 。

〔 実施主体： 東京都〕

補助申請なし 　 事業の推進を 図る 。 ○ 福 祉 局

2 0 4 オス ト メ イ ト 社会適応訓練事業（ 東京
都地域生活支援事業）

オス ト メ イ ト に対し 、 ス ト マ増設に伴う ス
ト マの衛生管理等に関する 訓練指導を 行こ
と によ り 、 オス ト メ イ ト の社会復帰の促進
を 図る 。

〔 実施主体〕

1 2 回実施 継続し て実施する 。 福 祉 局

(1 0 ) 医療費公費負担・ 助成制度の充実

2 0 5 　 心身障害者（ 児） 医療費助成制度
　 心身障害者（ 児） の医療を 確保し 、 保健
の向上と 福祉の増進を 図る ため、 医療費の
一部を助成する 。
　
〔 実施主体： 東京都〕

　 助成対象延人員
　 　 1 ,2 3 5 ,5 1 0 人

　 継続し て実施する 。 福 祉 局

2 0 6 　 精神障害者等医療費公費負担
　 医療費を 公費負担する こ と によ り 、 精神
障害者の医療を 確保し 、 重症化防止及び早
期の社会復帰・ 自立を 図る 。

①措置入院医療
②自立支援医療（ 精神通院医療）
③小児精神入院医療

〔 実施主体： 東京都〕

①措置入院医療
　 延べ6 ,4 5 8 件

②自立支援医療
　 （ 精神通院医療）
　 延べ5 ,4 4 0 ,0 3 6 件

③小児精神医療
　 延べ9 8 件

　 継続し て実施する 。 福 祉 局

2 0 7 　 難病医療費の公費負担
　 原因が不明で、 根治的な治療方法がな
く 、 長期の療養を必要と する 難病患者に対
し 、 難病医療費等を 助成する こ と によ り 、
受療の機会を確保し 、 治療研究事業を 推進
する と と も に、 難病患者・ 家族の負担軽減
と 療養の安定を 図る 。

〔 実施主体： 東京都〕

＜難病医療費対象疾病＞
　 指定難病（ 国庫対象）
　 3 4 1 疾病
　 都単独
　 8 疾病

　 継続し て実施する 。 保 健 医療
局

2 0 8 　 小児慢性特定疾病の医療費助成
　 子供の病気の中で、 治療に長い時間を 要
し 、 医療費も 高額と なる 特定の疾病（ 小児
慢性特定疾病） に対し 、 その医療費の保険
診療の患者自己負担分の一部を公費で助成
する 。

〔 実施主体： 東京都〕

認定者数5 ,8 2 6 人 　 継続し て実施する 。 福 祉 局

2 0 9 　 自立支援医療（ 更生医療・ 育成医
療）
①更生医療
　 身体障害者の自立と 社会経済活動への参
加の促進を 図る ため、 障害の状態の軽減の
ために必要な医療に要する 費用について、
公費で負担する 。

②育成医療
　 区市町村において身体に障害のある 児童
に対し 、 指定自立支援医療機関において、
生活能力を 得る ために必要な医療の支給を
行う 。
　
〔 実施主体： 区市町村〕

①延べ2 0 ,1 5 6 件

②　 延べ６ 4 3 人

　 継続し て実施する 。 福 祉 局
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５ 　 障害者の住ま いの確保

（ 再掲） 1 1 3 　 グループホーム の整備・ 運
営の支援（ 障害者施策推進区市町村包括補
助事業を 含む）
　 障害者の地域社会における 自立を支援す
る ため、 生活の場を 提供し 、 食事の介護そ
の他必要な援助等を 行う 。

〔 実施主体： 区市町村〕

「 ３ か年プラ ン 」 に係る 整備費補助
・ 施設整備費： 設置者（ 社会福祉法人等）
負担の1 /2 を特別助成する 。
・ 重度化等に対応し た地域生活基盤の整備
に対し て、 補助基準額に上乗せする など
補助の拡充を実施する 。

〔 実施主体： 東京都〕

　 2 ,9 0 5 か所
　 定員1 5 ,7 3 6 人

「 障害者・ 障害児地域生活支援３ か年プラ ン」 の推進

　 令和6 年度
　 8 4 6 人

　 「 障害者・ 障害児地域生活
支援３ か年プラ ン 」 の推進

　 令和6 年度～令和8 年度
　 2 ,7 0 0 人

○ 福 祉 局

◇障害者グループホーム事業を行う 社会福
祉法人等に、 既設の都営住宅を提供する 。
（ 住宅政策本部）

◇都営住宅における グループホーム
　 1 0 団地　 2 4 戸

◇事業を行う 社会福祉法人等
から の要望を 受け、 順次、 実
施する 。

住 宅
政 策
本 部

（ 再掲） 1 1 4 　 障害者グループホーム 体制
強化支援事業
　  特別な支援を 必要と する 重度の利用者を
受け入れる ために、 手厚い職員配置や支援
ス キルの共有を 行っ ている グループホーム
に対し 、 体制確保のための補助を 行う 。

〔 実施主体： 東京都〕

体制強化Ⅰ　 2 7 0 ユニッ ト
体制強化Ⅱ　   6 1 ユニッ ト
体制強化Ⅲ　   2 0 ユニッ ト
（ ※Ⅱのう ち５ 8 はⅠの内数、 Ⅲのう ち1 6 はⅡの内数）

　 事業の推進を図る 。 〇 福 祉 局

2 1 0 　 都営住宅の供給
　 都営住宅の建替えなど によ り 、 障害者等
にも 住みやすいバリ アフ リ ー住宅のス ト ッ
ク 形成に努める と と も に、 住宅に困窮する
車いす使用者が、 地域社会の中で安全・ 快
適な生活が送れる よ う 、 都営住宅の建替事
業の中で車いす使用者向け住宅を 供給す
る 。

〔 実施主体： 東京都〕

車いす使用者向け住宅
管理戸数　 1 ,0 3 6 戸

　 建替事業において、 従前居
住者に車いす使用者がいる 場
合については、 地元区市と 協
議し た上で、 必要に応じ 車い
す使用者向け住宅を建設し て
いる 。

住 宅
政 策
本 部

　 募集状況

○抽せん方式
　 家族向優遇抽せん
　 （ 5 、 1 1 月実施）
　 単身者向
　 （ 8 、 2 月実施）
　 単身者用車いす使用者向
　 （ 8 、 2 月実施）

○ポイ ント 方式
　 家族向
　 （ 8 、 2 月実施）
　 車いす使用者家族向
　 （ 8 、 2 月実施）

〇毎月募集
　 家族向
　 （ 毎月中旬）

〇随時募集
　 家族向
　 （ 随時）

住 宅
政 策
本 部

住 宅
政 策
本 部

2 1 2 　 都営住宅の設備改善
　 既存の都営住宅に入居し ている 高齢者、
障害者がいる 世帯に対し て、 必要に応じ て
住戸内の手すり の設置や和式ト イ レ の洋式
化など の住宅設備改善を行う 。

〔 実施主体： 東京都〕

高齢者向改善
　 令和６ 年度
　 　      3 ,1 8 0 戸
   （ 累計）
　 　  1 2 9 ,1 0 4 戸

　 障害者向改善
　 令和６ 年度
　 　         2 2 0 戸
   （ 累計）
　 　    2 1 ,8 4 0 戸

　 継続し て事業を 推進する 。 住 宅
政 策
本 部

　 障害者の居住の安定を 図る
ため、 都営住宅への入居に際
し ての配慮や家賃負担の軽減
を行う 。

2 1 1 　 都営住宅への入居支援
①入居収入基準の緩和(平成1 0 年度から )
　 障害者等の都営住宅への入居機会を 拡大
する ため、 一般世帯よ り 高い収入基準を 適
用する 。
　 一般世帯　 　 　 収入分位2 5 ％
　 障害者等世帯　 収入分位4 0 ％

②優先入居
　 家族向け募集において、 優遇抽せんや住
宅困窮度に応じ たポイ ント 方式によ り 、 障
害者世帯が都営住宅に優先的に入居でき る
よ う にする 。
ア　 優遇抽せん(昭和5 4 年度から )
　 障害の程度に応じ て、 甲優遇（ 5 倍優遇）
又は乙優遇(7 倍優遇)を 適用
イ 　 ポイ ン ト 方式(昭和4 8 年度から )
　 住宅困窮度を 点数化し 、 高いも のから 順
に入居

③単身入居(身体障害者は昭和5 5 年度、 精神
障害者・ 知的障害者は平成1 7 年度から )
　 身体障害者手帳4 級以上、 精神障害者保健
福祉手帳3 級以上、 愛の手帳4 度以上の障害
者は、 単身で都営住宅に入居する こ と がで
き る 。

④特別減額(昭和5 1 年度から )
　 一定所得以下の障害者世帯の使用料を 減
額する 。

〔 実施主体： 東京都〕
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事業名・ 事業内容
令和６ 年度末

状況等
事業目標

東京
2 0 5 0
戦略

所管局
事業
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2 1 3 　 あんし ん居住制度
　 高齢者、 障害者等が安心し て住み続けら
れる ための居住支援と し て、 見守り サービ
ス 等を実施する 「 あんし ん居住制度」 （ 公
益財団法人東京都防災・ 建築ま ちづく り セ
ン タ ーの自主事業） について、 区市町村や
社会福祉協議会等と の連携によ り 普及を 促
進する など 、 民間賃貸住宅において入居制
限を 受けやすい世帯の居住の安定の確保を
図る 。

〔 公益財団法人東京都防災・ 建築ま ちづく
り センタ ーの自主事業と し て実施〕

　 5 1 件
（ 累計1 ,6 1 6 件）

　 本制度の周知を 図り 、 高齢
者・ 障害者等の居住の安定を
確保する 。

住 宅
政 策
本 部

2 1 4 　 居住支援協議会
　 地域に身近な基礎的自治体である 区市町
村が、 関係団体等と と も に居住支援協議会
を 設立し 、 高齢者や障害者など 住宅確保要
配慮者の民間賃貸住宅への入居支援に係る
具体的な取組を 円滑に実施でき る よ う 、 東
京都居住支援協議会（ 平成2 6 年6 月設立）
は、 広域的な立場から 、 区市町村における
協議会の設立促進・ 活動支援や都民への幅
広い啓発活動など を 行う 。

〔 実施主体： 東京都、 区市町村〕

・ 都内2 ２ 区1 ３ 市で居住支援協議会を 設立済み（ 居住支援協議会を 設立
し ている 区市町村の人口カバー率約８ ９ ％）
・ 総会1 回、 幹事会2 回、 セミ ナー2 回（ 令和６ 年度実績）
・ パン フ レ ッ ト 及び賃貸住宅オーナー向けチラ シの改訂
・ 東京さ さ エール住宅の登録支援

　 2 0 3 0 年度ま でに居住支援
協議会を設立し ている 区市町
村の人口カバー率9 5 ％以上を
目指す。

○ 住 宅
政 策
本 部

2 1 5 　 住宅確保要配慮者向け住宅の登録・
閲覧制度
　 住宅セーフ ティ ネッ ト 法に基づき 、 規
模・ 構造・ 設備等について一定の基準を 満
たし 、 障害者等の入居を拒ま ない賃貸住宅
（ 東京さ さ エール住宅） を 登録し 、 広く 情
報提供を 行う 。
　
〔 実施主体： 東京都〕

登録住宅　 　 　 5 5 ,0 9 0 戸
う ち専用住宅     1 ,0 5 3 戸

   2 0 3 0 年度ま でに専用住宅
3 ,5 0 0 戸の登録を 目指す。

○ 住 宅
政 策
本 部

2 1 6 　 障害者単身生活サポート 事業（ 障害
者施策推進区市町村包括補助事業）
　 グループホームから 一般住宅等への入居
を 希望し ている 障害者に対し て、 区市町村
が以下の事業を 実施する こ と によ り 、 地域
における 障害者の単身生活を 支援し た場合
に、 その経費の一部を 補助する 。

（ 事業内容）
①障害者単身生活サポート センタ ー助成
　 2 4 時間体制での相談・ 助言や必要な調整
を 実施
②単身生活移行・ 定着支援助成
　 単身生活移行・ 定着のために必要な直接
支援を実施

〔 実施主体： 区市町村〕

　 5 区で実施 　 事業の推進を図る 。 福 祉 局

2 1 7 　 民生・ 児童委員によ る 地域生活の見
守り
　 障害者が地域社会において自立し た生活
を 送る こ と を支援する ため、 民生・ 児童委
員がその生活を 見守り 、 必要に応じ て相
談、 情報提供等を行う 。

〔 実施主体： 東京都〕

都内の民生・ 児童委員定数
　 　 1 0 ,3 6 1 人
・ 民生児童委員
　 　 　 9 ,5 7 6 人
・ 主任児童委員
　 　 　 　 7 8 5 人

　 民生・ 児童委員によ る 障害者相談・ 支援件数（ 令和6 年度）
　 5 ,0 5 9 件（ 八王子市除く ）

　 障害及び障害者について民
生・ 児童委員の理解を 深め、
相談支援体制の充実を 図る 。

福 祉 局

2 1 8 　 重度身体障害者（ 児） 住宅設備改善
費給付事業（ 障害者施策推進区市町村包括
補助事業）
　 在宅の重度身体障害者（ 児） に対し 、 そ
の者の居住する 住宅の設備改善に要する 費
用を 給付し 、 も って日常生活の利便を 図る
こ と を目的と する 。

〔 実施主体： 区市町村〕

実施区市町村　 3 7 区市町 　 継続し て実施する 。 福 祉 局
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６ 　 安全・ 安心の確保

(1 ) 災害時等における 支援の継続

2 1 9 　 災害時要配慮者対策の推進（ 地域福
祉推進区市町村包括補助事業を含む） 〔 福
祉局〕
令和３ 年５ 月の災害対策基本法改正によ
り 、 避難行動要支援者ごと の個別避難計画
作成が区市町村の努力義務と さ れる など 、
要配慮者の避難支援等の強化が図ら れ、 各
区市町村において取組が進めら れている 。
東京都は、 広域的な立場から 、 要配慮者支
援体制の整備に取り 組む区市町村を支援し
ていく 。
（ １ ） 災害時要配慮者支援体制整備補助
（ 地域福祉推進区市町村包括補助事業）
　 　 区市町村における 要配慮者支援体制の
整備に必要な経費の一部を 補助する 。
（ ２ ） 東京都災害福祉広域支援ネッ ト ワ ー
ク 推進事業
　 災害時に、 関係機関が連携し て福祉施設
や避難所に対する 支援を円滑かつ機動的に
実施する ため、 東京都災害福祉広域支援
ネッ ト ワ ーク の取組を 推進する 。

〔 実施主体： 東京都、 区市町村〕

　 地域福祉推進区市町村包括補助事業によ る 補助の実施
　 令和6 年度　 3 6 区市町採択

　 区市町村福祉保健・ 防災担当者向け研修会の実施
　 令和6 年度　 1 回開催

　 社会福祉法人東京都社会福祉協議会に事務の一部を 委託し 、 東京都災
害福祉広域支援ネッ ト ワ ーク 推進委員会、 訓練及び研修を実施
　 令和6 年度
　 　 推進委員会　 ２ 回開催
　 　 研修委員会　 ２ 回開催
　 　 訓練　 　 　 　 1 回開催
　 　 研修　 　 　 　 2 回開催

　 全ての区市町村で実効性の
ある 要配慮者支援体制が構築
さ れる よ う 、 支援を行う 。
　 ま た、 東京都災害福祉広域
支援ネッ ト ワ ーク の取組を推
進し 、 発災時に区市町村を広
域的に支援する 。

福 祉 局

2 2 0 　 要配慮者対策に係る 区市町村向け指
針の作成・ 普及等
　 区市町村が実施する 災害時要配慮者対策
の取組を 支援する ため、 「 災害時要配慮者
防災行動マニュ アル作成のための指針（ 区
市町村向け） 」 及び「 災害時要配慮者への
災害対策推進のための指針（ 区市町村向
け） 」 を 作成し ている 。 ま た、 区市町村の
福祉保健・ 防災担当者向け研修会を行い、
要配慮者対策の一体的な向上を図る 。

〔 実施主体： 東京都〕

　 自治体間の情報共有を 図る こ と を 目的と し た、 区市町村の福祉保健・
防災部門担当者向け研修会を 実施

　 区市町村向け指針の改訂・
周知、 研修会の実施によ り 、
区市町村における 災害時要配
慮者対策を 推進する 。

福 祉 局

2 2 1 　 住宅防火対策の推進
　 障害者等の防火安全を確保する ため、 防
火防災診断等によ り 、 住宅用火災警報器の
設置や適切な維持管理を促進し 、 消火器、
防炎製品など の住宅用防災機器等の普及を
推進する など 、 住宅の防火性能の向上を 図
る 。

〔 実施主体： 東京消防庁〕

　 防火防災巡回の実施

　 住宅用火災警報器の設置促進・ 適切な維持管理に係る 意識啓発

　 住宅用防災機器等の普及

　 各署住宅防火防災対策推進会議の実施

　 継続し て実施する 。
　 関係機関、 町会・ 自治会等
と 連携を図り 、 地域主導によ
る 施策を展開する 。

東 京
消 防 庁

2 2 2 　 帰宅困難者対策における 要配慮者へ
の支援
　 帰宅困難者対策における 要配慮者への視
点を 踏ま えた対応について広く 普及啓発を
行う 。 ま た、 災害時において、 長距離の徒
歩帰宅が困難な要配慮者を 優先的に搬送す
る ため国の体制整備を 支援する 。

〔 実施主体： 東京都〕

〇要配慮者への視点も 踏ま えた対応内容が含ま れる 帰宅困難者対策に関
する 普及啓発や民間事業者への支援を 実施
・ 帰宅困難者対策ハンド ブッ ク の配布
・ 一時滞在施設戦略アド バイ ザーの派遣　 2 0 回
・ アド バイ ザーによ る オンラ イ ンセミ ナー（ You Tu b e） 　 1 5 回分
・ 新たな普及啓発動画の累計再生回数（ Yo u Tu b e)　 約1 4 8 万回
・ ３ 月１ １ 日を中心と し た普及啓発動画放映　 2 3 路線、 1 7 駅（ 週間）

　 継続し て実施する 。 ○ 総 務 局

2 2 3  東京都在宅人工呼吸器使用者災害時支
援指針の作成・ 普及等〔 保健医療局〕
人工呼吸器を使用し 在宅で療養し ている 方
が、 災害時にと る べき 行動を 確認し 、 予め
災害への備えができ る よ う 、 「 東京都在宅
人工呼吸器使用者災害時支援指針」 を 作成
し 、 区市町村が主体と なり 災害時個別支援
計画を作成でき る よ う 支援し ている 。

〔 実施主体： 東京都〕

　 東京都在宅人工呼吸器使用者災害時支援指針について、 令和6 年3 月一
部改正
　 東京都在宅人工呼吸器使用者災害時支援窓口一覧を 作成し 、 情報提供
を 実施

　 継続し て実施する 。 保 健 医療
局

2 2 4 　 在宅人工呼吸器使用難病患者非常用
電源設備整備事業
　 人工呼吸療法を実施する 医療機関が、 在
宅人工呼吸器使用難病患者に無償貸与する
ために購入する 予備電源等の物品の購入経
費を 補助する こ と によ り 、 緊急時における
安全を確保する 。

〔 実施主体： 東京都〕

　 自家発電装置　 　 1 2 人
　 無停電電源装置　 0 人
　 蓄電池　 　 　 　 　 3 4 人

　 継続し て実施する 。 保 健 医療
局

2 2 5 　 在宅人工呼吸器使用者療養支援事業
　 電力供給の停止がそのま ま 生命の危機に
直結する 恐れがある 、 在宅人工呼吸器使用
者に対し 、 区市町村を 通じ 、 停電時等に必
要と する 自家発電装置等の購入経費を 補助
する こ と によ り 、 在宅療養における 安全・
安心を確保する 。

〔 実施主体： 東京都〕

  1 8 区市 　 継続し て実施する 。 保健 医 療
局
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2 2 6 　 災害時こ こ ろ のケア体制整備事業
　 大規模災害時等の緊急時に、 被災によ っ
て機能し なく なった精神医療の補填、 被災
し た精神障害者や災害ス ト レ ス によ る 被災
住民等への対応及び地域精神保健活動の支
援等、 専門的なこ こ ろ のケアに関する 対応
が超急性期から 中長期ま で円滑かつ迅速に
行われる よ う 、 東京都こ こ ろ のケア体制
（ 東京Ｄ Ｐ Ａ Ｔ ） を 整備し 、 災害発生時に
おける 支援体制の強化を図る 。

〔 実施主体： 東京都、 区市町村〕

○災害時こ こ ろのケア体制（ 東京DPA T） 連絡調整会議　 ２ 回開催
○医療体制、 DPA T作業部会合同会議　 1 回開催
○養成研修　 １ 回開催
○フ ォ ロ ーアッ プ研修： ３ 回開催
○フ ァ シリ テータ ー養成研修： 1 回開催
○普及啓発研修： 1 回開催
○東京DPA T登録医療機関： 3 1 医療機関

　 災害派遣精神科医療チーム
（ 東京Ｄ Ｐ Ａ Ｔ ） の体制整備

福 祉 局

2 2 7 　 災害時精神科医療体制整備事業
　 精神科病院が被災によ り 、 入院機能を 停
止し た場合、 早急に入院患者の転院が必要
になる 。 当該入院患者の一時受入及び精神
症状の安定化を 図る ために、 都の現状を 踏
ま え、 災害拠点精神科病院及び都独自の災
害拠点精神科連携病院を整備する 。

〔 実施主体： 東京都〕

・ 災害拠点精神科病院
　 3 病院

・ 災害拠点精神科連携病院
　 2 ４ 病院

　 大規模災害が発生し た際、
災害拠点精神科病院と 災害拠
点精神科連携病院において、
被災し た病院に入院し ている
精神疾患患者等を 受け入れる
体制が構築さ れている 。

福 祉 局

2 2 8 　 災害拠点精神科病院等自家発電設備
等整備強化事業
　 災害拠点精神科病院及び災害拠点精神科
連携病院が行う 自家発電設備等の新設、 増
設、 更新等に要する 工事費用を支援する こ
と によ り 、 発災時に診療を 継続する ための
電力等の保有・ 確保を 推進する 。

〔 実施主体： 東京都〕

　 補助件数： 0 件 　 大規模災害が発生し た際、
災害拠点精神科病院及び災害
拠点精神科連携病院におい
て、 被災し た病院に入院し て
いる 精神疾患患者等を 受け入
れる ための病院機能が維持で
き る 体制が構築さ れている 。

○ 福 祉 局

2 2 9 　 社会福祉施設への非常用電源等の整
備促進事業
　 社会福祉施設等に対し て、 緊急災害時用
に非常用電源等の整備に係る 費用の一部を
補助する こ と で、 施設利用者の安全確保を
図る 。

〇令和６ 年度事業補助実績
　 事業全体： 4 ,2 1 1 件
　 う ち障害分野： 8 1 0 件

社会福祉施設等の利用者の安
全確保を図る 。

〇 福 祉 局

2 3 0 　 要配慮者が参加する 防火防災訓練の
推進
　 要配慮者が参加する 防火防災訓練を 推進
し 、 地域における 要配慮者への対応力を 強
化し 、 ま た、 要配慮者自身の防災行動力の
向上を図る 。
　 消防署職員の要配慮者に関する 知識及び
対応技術の向上方策を 推進する 。

〔 実施主体： 東京消防庁〕

　 要配慮者対応を 取り 入れた防災訓練推進用マニュ アル及び啓発資料に
も と づいた防火防災訓練、 講習会等の実施

　 特別支援学校における 総合
防災教育の実施
　 実施件数　 １ ２ 件

　 職員教養の実施

　 障害者関係団体等と 連携し
て要配慮者が参加する 防火防
災訓練等を 推進し 、 災害時の
防災行動力の向上を図る と と
も に地域全体の防災行動力の
強化を 図る 。

東 京
消 防 庁

2 3 1 　 防火防災訓練用資器材の活用
　 避難支援資器材を 活用し た防火防災訓練
を 推進する 。

〔 実施主体： 東京消防庁〕

　 訓練用模擬消火器・ ス タ ン ド パイ プ及び要配慮者用避難支援資器材
（ リ ヤカー、 布担架等） を活用し た訓練の実施

　 避難支援資器材を活用し た
防火防災訓練を推進し 、 要配
慮者の迅速な避難が図ら れ
る 。

東 京
消 防 庁

2 3 2 　 教育訓練施設の充実
　 障害者の特性に配慮し た教育訓練施設を
充実する 。

〔 実施主体： 東京消防庁〕

防災教育セン タ ー3 か所（ 池袋、 立川、 本所） で各種体験訓練を 実施 　 施設・ 設備と 体験訓練種目
で、 障害者向け配慮を 行う 。

東 京
消 防 庁

2 3 3 　 直接通報シス テム の整備
　 病院や社会福祉施設等において、 火災等
の緊急時に自動的に東京消防庁に通報でき
る シス テム の整備促進を図る 。

〔 実施主体： 社会福祉法人等〕

自動通報（ 事業所火災直接通報） に係る 承認対象物数
　 　 　 1 ,2 6 7 件

　 継続し て実施する 。 東 京
消 防 庁

2 3 4 　 社会福祉施設等と 地域の協力体制の
整備
　 災害発生時に、 社会福祉施設等と 町会・
自治会、 近隣事業所等が自主的に協力し 合
い、 発災初期段階での避難誘導、 初期消火
及び救出・ 救護活動等を相互に支援する 共
助体制づく り を 推進する 。

〔 実施主体： 社会福祉法人等〕

応援協定
9 2 9 件

社会福祉施設等と の応援協定数
7 9 6 件

※東京消防庁が把握し ている 件数

　 社会福祉施設等と 町会・ 自
治会、 近隣事業所等と の間で
の災害時相互応援協定の締結
を促進し 、 地域防災力の向上
を図る 。

東 京
消 防 庁

2 3 5 　 東京消防庁認定通報事業者制度
　 東京消防庁が示す一定の基準（ 派遣員の
現場への駆付け、 組織的な教育体制の樹立
等） を満たし 、 申請し た事業者を 「 東京消
防庁認定通報事業者」 と し て認定し 、 公表
する 。

住宅火災代理通報　 7 事業者
救急代理通報　 9 事業者
（ 東京消防庁ホーム ページ等で公表）

　 継続し て実施する 。 東 京
消 防 庁
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事業名・ 事業内容
令和６ 年度末

状況等
事業目標

東京
2 0 5 0
戦略

所管局
事業
体系

2 3 6 　 社会福祉施設等耐震化の推進
　 都内の民間社会福祉施設等の耐震化を 促
進し 、 利用者等の安全・ 安心を確保する た
め、 耐震診断、 耐震改修及び耐震性が確保
さ れている 建築物への移転に要する 費用の
一部を補助する 。

〔 実施主体： 社会福祉法人等〕

　 耐震診断、 耐震改修及び耐震性が確保さ れている 建築物への移転に要
する 費用の補助を 実施

　 社会福祉施設等の耐震化の
推進を 図る 。

○ 福 祉 局

2 3 7 　 社会福祉施設・ 医療施設等耐震化促
進事業
　 耐震化が必要な施設を個別訪問し 、 状況
に応じ た相談や提案、 アド バイ ザーの派遣
など 、 き め細かな対応を行い、 社会福祉施
設・ 医療施設等の耐震化を 促進する 。

〔 実施主体： 東京都〕

　 個別訪問、 アド バイ ザーの派遣等によ り 耐震化を促進 　 社会福祉施設及び医療施設
等の耐震化を 促進する 。

○ 福 祉 局

2 3 8 　 グループホーム等防災対策助成事業
（ 障害者施策推進区市町村包括補助事業）
　 グループホーム等が消防用設備等を 設置
する 場合、 地域を交えた防災訓練を開催す
る 場合及び従業者が防災に関する 講習会等
へ参加する 場合の経費の一部を補助する 。

〔 実施主体： 区市町村〕

　 8 区市で実施 　 事業の推進を図る 。 福 祉 局

2 3 9 　 障害福祉サービ ス 等職員宿舎借り 上
げ支援事業
　 職員住宅の借り 上げを支援する こ と で、
福祉・ 介護人材の確保定着を 図る と と も
に、 施設によ る 防災の取組を 計画的に進
め、 地域の災害福祉拠点と し て、 災害時の
迅速な対応を推進する 。

〔 実施主体： 公益財団法人東京都福祉保健
財団〕

　 7 8 4 戸（ 継続6 4 7 戸、 新規1 3 7 戸） 　 事業の推進を 図る 。 ○ 福 祉 局

2 4 0 　 障害者（ 児） 施設の防災・ 減災対策
推進事業
　 　 障害者（ 児） 施設に対し て、 非常用自
家発電設備及び給水設備の整備、 ブロ ッ ク
塀等の改修に係る 費用の一部を補助する こ
と で、 障害者（ 児） 施設の利用者の安全確
保を 図る こ と を 目的と する 。

〔 実施主体： 東京都〕

1 か所 　 事業の推進を図る 。 福 祉 局

（ 再掲） 1 5 　 ヘルプマーク の推進（ 障害者
施策推進区市町村包括補助事業を 含む）
　 共生社会の実現を 目指し 、 義足や人工関
節を 使用し ている 方、 内部障害や難病の
方、 ま たは、 妊娠初期の方など 、 援助や配
慮を 必要と し ている こ と が外見から は分か
ら ない方々が、 援助を 得やすく なる よ う 、
周囲の方に配慮を必要と し ている こ と を 知
ら せる 「 ヘルプマーク 」 を 作成し 、 普及啓
発に取り 組む。

〔 実施主体： 東京都、 区市町村〕

①公共交通機関での取組

② 区市町村によ る 活用等の取組支援（ 障害者施策推進区市町村包括補助
事業・ 選択的事業）
・ ヘルプマーク 製作・ 配布経費の補助
・ ヘルプマーク の活用に係る 経費の補助

③ 民間企業によ る 活用
・ 民間企業によ る 普及啓発の取組促進

④普及啓発
・ イ ベント 等でのポス タ ー掲示、 チラ シ・ ノ ベルティ グッ ズ等配布
・ ホームページ等での周知
・ ヘルプマーク のエピ ソ ード 募集、 掲載によ る 理解促進
・ 令和3 年1 0 月末時点で全都道府県にて取組を 開始

　 公共交通機関・ 区市町村・
民間企業によ る 取組の拡大を
図り 、 都民へのマーク の普及
啓発を 図る 。

○ 福 祉 局

（ 再掲） 1 6 　 ヘルプカード 活用促進事業
（ 障害者施策推進区市町村包括補助事業）
　 緊急連絡先や必要な支援内容等を記載し
た「 ヘルプカード 」 を 活用し て、 障害者が
災害時等に自己の障害に対する 理解や必要
な支援を 周囲に求める こ と ができ る よ う 、
区市町村が行う 、 学習会・ セミ ナー等関係
機関と 連携し て実施する 普及啓発、 「 ヘル
プカード 」 を活用し た防災訓練の検討・ 実
施、 ポス タ ー等作成に係る 経費の一部を 補
助する 。

〔 実施主体： 区市町村〕

5 3 区市町村で作成配布 　 区市町村における カード 作
成の取組促進及び事業者や都
民へのカード の普及促進を図
る 。

○ 福 祉 局

2 4 1 　 障害者（ 児） 施設の感染症対策推進
事業
　  障害者（ 児） 施設等に対し て、 新型コ ロ
ナウ イ ルス 感染症対策の環境整備に係る 費
用の一部を 補助する こ と で、 感染症の拡大
や新たな感染症の発生を防止し 、 障害者
（ 児） 施設等における 感染症対策の推進及
び徹底を 図る 。

〔 実施主体： 東京都〕

2 か所 　 事業の推進を図る 。 福 祉 局
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2 4 2 　 障害者施設における 感染症対策研
修・ 訓練支援事業
　 障害者施設に対し て、 感染予防・ ま ん延
防止に係る 研修・ 訓練等を 適切に実施でき
る よ う 支援する 。

〔 実施主体： 東京都〕

1 1 3 施設に防疫支援チーム を 派遣し 、 感染予防・ ま ん延防止に係る 研
修・ 訓練等の支援を 実施。

　 事業の推進を図る 。 福 祉 局

（ 再掲） 6 3 　 福祉避難所情報伝達等支援事
業（ 包括補助）
　 福祉避難所において、 障害者に対し て必
要な情報伝達等が円滑に行える よ う 、 情報
伝達機器の整備、 導入等に取り 組む区市町
村を 支援する こ と によ り 、 障害者の福祉の
向上を図る 。

　 実施区市町村　 1 区 着実に実施する 。 福 祉 局

(2 ) 地域における 安全・ 安心の確保

2 4 3 　 「 手話交番」 の表示板の設置
　 一見し て、 手話のでき る 警察官が勤務し
ている こ と がわかる よ う に、 「 手話交番」
の表示板を 掲示する 。

（ 警視庁職員に対する 手話研修）
　 警察署の窓口、 交番、 運転免許試験場等
に勤務する 警視庁職員を中心に、 手話技能
を 修得さ せる こ と を 目的と し て、 初級、 中
級、 上級と 段階的に実施する 。

〔 実施主体： 警視庁〕

６ 署
（ ４ 交番・ 2 駐在所）

　 継続し て実施する 。 警 視 庁

2 4 4 　 重度身体障害者等救急直接通報シス
テム の整備（ 障害者施策推進区市町村包括
補助事業）
　 一人暮ら し 等の重度身体障害者や難病患
者に通報機器を 給付又は貸与し 、 急病や事
故等の緊急事態に陥っ た時にペン ダン ト を
押し て東京消防庁等へ通報し た後、 順次協
力員が駆け付ける も ので、 重度身体障害者
の安全確保を目的に、 区市町村・ 東京消防
庁・ 福祉保健局が一体と なっ て運営し てい
る 。

〔 実施主体： 区市町村〕

実施区市町村数　 4 0 区市町
（ 障害者施策推進区市町村包括補助事業実績）

　 ８ ９ 世帯　 登録
（ 東京消防庁登録世帯数）

　 継続し て実施する 。 東 京
消 防 庁

福 祉 局

2 4 5 　 重度心身障害者住宅火災直接通報シ
ス テムの整備（ 障害者施策推進区市町村包
括補助事業）
　 在宅の重度心身障害者に対し 、 家庭内で
火災が発生し た時、 住宅用火災警報器によ
り 火災を 発見し 、 専用通報機から 東京消防
庁へ自動的に通報が行われる も ので、 在宅
の重度心身障害者の安全を 確保する こ と を
目的に、 区市町村・ 東京消防庁・ 福祉保健
局が一体と なっ て運営し ている 。

〔 実施主体： 区市町村〕

実施区市町村数　 8 区市町
（ 障害者施策推進区市町村包括補助事業実績）

　 ７ 世帯　 登録
（ 東京消防庁登録世帯数）

　 継続し て実施する 。 東 京
消 防 庁

福 祉 局

2 4 6 　 緊急ネッ ト 通報の整備
　 聴覚又は言語・ 音声等に機能障害があ
り 、 音声によ る 1 1 9 番通報が困難な人の通
報手段を 確保する こ と を目的に、 緊急時に
携帯電話等のウ ェ ブ機能を 利用し て東京消
防庁に通報でき る シス テム を 整備し 運営す
る 。

〔 実施主体： 東京消防庁〕

　 登録者数　 2 ,1 0 1 名 　 継続し て実施する 。 東 京
消 防 庁

（ 再掲） 4 7 　 障害者が利用し やすい防火防
災情報の発信
　 障害者に対し 、 防火防災に関する 情報を
保障し 、 安全・ 安心を 確保する 。 障害者が
利用し やすい防火防災情報を 発信する 。

〔 実施主体： 東京消防庁〕

　 ユニバーサルデザイ ン に配
慮し た防火防災情報の発信

　 音声コ ード 入り リ ーフ レ ッ
ト 等の作成・ 配布

　 1 1 9 番フ ァ ク シミ リ 通報
カード 等の作成・ 配布

　 防火防災訓練、 講演会等へ
の手話通訳者の派遣

　 障害者の安全・ 安心を 確保
する ため、 障害者が利用し や
すいユニバーサルデザイ ンに
配慮し た防火防災情報を 積極
的に発信する 。

東 京
消 防 庁

2 4 7 　 特別支援学校における 被害防止教室
等
　 特別支援学校に通う 児童・ 生徒が、 犯罪
に巻き 込ま れる こ と なく 、 健全な社会生活
を 営むために必要な能力を 身に付ける こ と
を 目的と し て、 警察官及びス ク ールサポー
タ ーによ る 非行防止・ 犯罪被害防止教室及
びセーフ ティ 教室を 実施し ている 。

〔 実施主体： 警視庁、 東京都教育委員会〕

実施校数
　 　 5 1 校

　 実施回数
　 　 8 7 回

　 参加人数
　 　 7 ,7 9 2 名

　 継続し て実施する 。 警 視 庁

教 育 庁
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2 4 8 　 「 消費生活情報」 の提供
　 視覚障害等のハン ディ キャ ッ プによ り 消
費生活情報を得にく い消費者に向けて、 録
音CDや字幕入り DV D、 出前講座等によ り 情
報を 提供する 。

〔 実施主体： 東京都〕

(「 東京く ら し ねっ と 」 CD 版の作成）
・ 作成数　 3 ,4 6 9 本（ 6 回分）

（ 字幕入り 消費者教育DV Dの制作）
・ 年1 種類を制作

（ 障害者向け出前講座等の実施）
・ 実施回数　 1 9 回

（ 東京く ら し WEB）
音声読み上げ機能を 継続導入

　 継続し て実施する 。 生 活
文 化 局

2 4 9 　 聴覚障害者向けメ ール相談
　 電話によ る 消費生活相談が困難な聴覚障
害者のために、 電子メ ールによ り 相談を 受
付け、 メ ールで回答する 「 メ ール相談」 を
実施する 。

〔 実施主体： 東京都〕

（ メ ール相談対応実績）
・ 相談件数　 4 6 件

　 相談方法を 多様化する こ と
によ り 、 障害者への相談対応
の充実を図る 。

生 活
文 化 局

2 5 0 　 障害児通所支援事業所における 安全
対策支援事業
子供の安心・ 安全性確保の取組を 支援する
ため、 国の支援策を 踏ま え、 置き 去り ・ 午
睡時等の事故防止に係る 経費について補助
を 行う と と も に、 都独自に対象を 拡充す
る 。

8 0 事業所 子供の安全・ 安心を 確保する
ための対策の普及・ 啓発に努
める 。

福 祉 局

施策目標Ⅲ　 社会で生き る 力を 高める 支援の充実

１ 　 障害児への支援の充実

(1 ) 障害児への支援

2 5 1 　 児童発達支援セン タ ーの設置促進・
運営の支援（ 障害者施策推進区市町村包括
補助事業を 含む）
　 地域における 障害児支援の中核的施設と
し て、 児童発達支援を 提供する と と も に、
地域の障害児やその家族、 障害児が通う 他
の施設・ 事業所等に対し 、 専門的な支援を
行う 。

〔 実施主体： 区市町村〕

「 ３ か年プラ ン 」 に係る 整備費補助
・ 施設整備費： 設置者（ 社会福祉法人等）
負担の1 /2 を特別助成する 。
・ 重度化等に対応し た地域生活基盤の整備
に対し て、 補助基準額に上乗せする 加算を
実施する 。

〔 実施主体： 東京都〕

  4 2 区市町村 　 「 障害者・ 障害児地域生活
支援3 か年プラ ン 」 の推進

　 令和5 年度末ま でに各区市
町村に少なく と も 1 か所以上
設置

福 祉 局

2 5 2 　 保育所等訪問支援を 利用でき る 体制
の構築（ 障害者施策推進区市町村包括補助
事業）
   保育所等を利用中の障害児又は今後利用
する 予定の障害児に対し 、 その安定し た利
用を 促進する ため、 保育所等を訪問し 、 集
団生活への適応のための専門的な支援を 行
う 。

〔 実施主体： 区市町村〕

4 7 区市町村 　 令和５ 年度ま でに各区市町
村において利用でき る 体制を
構築

福 祉 局

2 5 3 　 主に重症心身障害児を支援する 児童
発達支援事業所の設置促進（ 障害者施策推
進区市町村包括補助事業）
　 未就学の重症心身障害児を 通所さ せて、
日常生活における 基本的な動作の指導、 知
識技能の付与、 集団生活への適応訓練など
の支援を 行う 。
〔 実施主体： 区市町村〕

・ 施設整備費： 設置者（ 社会福祉法人等）
負担の1 /2 を特別助成する 。
・ 重度化等に対応し た地域生活基盤の整備
に対し て、 補助基準額に上乗せする 加算を
実施する 。

〔 実施主体： 東京都〕

３ ７ 区市町村
（ 児童発達支援セン タ ー含む）

　 令和５ 年度ま でに各区市町
村に少なく と も 1 か所以上確
保

福 祉 局
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事業名・ 事業内容
令和６ 年度末

状況等
事業目標

東京
2 0 5 0
戦略

所管局
事業
体系

2 5 4 　 主に重症心身障害児を支援する 放課
後等デイ サービ ス の設置促進（ 障害者施策
推進区市町村包括補助事業）
　 就学中の重症心身障害児を 通所さ せて、
授業の終了後又は休校日に、 生活能力向上
のための必要な訓練、 社会と の交流促進な
ど の支援を 行う 。

〔 実施主体： 区市町村〕

・ 施設整備費： 設置者（ 社会福祉法人等）
負担の1 /2 を特別助成する 。
・ 重度化等に対応し た地域生活基盤の整備
に対し て、 補助基準額に上乗せする 加算を
実施する 。

〔 実施主体： 東京都〕

　 4 3 区市町村 　 令和５ 年度ま でに各区市町
村に少なく と も 1 か所以上確
保

福 祉 局

（ 再掲） 1 7 8 　 重症心身障害児等在宅療育
支援事業
　 在宅重症心身障害児（ 者） 等の健康の保
持、 安定し た家庭療育の確保を図る ため、
専門医等によ る 健康診査及び看護師等によ
る 在宅看護サービ ス を 提供する と と も に、
Ｎ Ｉ Ｃ Ｕ 等に入院し ている 重症心身障害児
等について、 在宅での生活を 希望し た際に
円滑に移行でき る よ う 、 重症心身障害児等
と その家族への早期支援や相談等を実施す
る こ と など によ り 、 重症心身障害児（ 者）
等の支援の充実を図る 。

①重症心身障害児在宅療育支援センタ ーの
設置
②訪問看護及び訪問健康診査
③在宅療育相談
④訪問看護師等育成研修
⑤在宅療育支援地域連携会議の開催

〔 実施主体： 東京都〕

①重症心身障害児等在宅療育支援セン タ ーの設置（ 継続）
②在宅重症心身障害児（ 者） 等訪問事業
　 訪問看護
　 　 延 6 ,8 0 7 件
　 訪問健康診査
　 　 　 　 　   ６  件
③在宅療育相談事業
　 在宅移行支援
　 　 延 4 ,0 1 7  件
　 家庭訪問相談
　 　 延 ４ ０ ８ 件
　 関係機関連絡、 会議等
　 　 延 2 ５ ７ 件
④訪問看護師等育成研修事業
　 基礎編
　 　 1 回（ w eb ）
　 　 参加実数　 ３ ５ ３ 人
　 レ ベルアッ プ編
　 　 1 回（ w eb ）
　 　 参加実数　 ３ ３ １ 人
　 　 1 回（ 対面方式）
　 　 参加実数　 ３ ８ 人
　 在宅移行編
　 　 1 回（ Web ）
　 　 参加実数　 3 2 3 人
　 訪問実習受講者数　 2 6  人
⑤在宅療育支援地域連携会議
　 区部 1 回（ Web 開催）
　 多摩地区 1 回（ Web 開催）

　 継続し て実施する 。 福 祉 局

（ 再掲） 1 7 9 　 在宅レ ス パイ ト ・ 就労等支
援事業
　 医療的ケアが必要な在宅の重症心身障害
児（ 者） 等に対し 、 訪問看護師が自宅に出
向いて一定時間ケアを 代替し 、 当該家族の
休養や就労等を 支援する こ と によ り 、 重症
心身障害児（ 者） 等の健康の保持と その家
庭の福祉の向上を図る 。

〔 実施主体： 区市町村〕

2 3 区1 4 市で実施 　 事業の推進を 図る 。 ○ 福 祉 局

（ 再掲） 1 8 0 　 障害者（ 児） ショ ート ス テ
イ 事業（ 受入促進員配置）
　 ショ ート ス テイ 実施施設において、 高い
看護技術を 持っ た看護師を 受入促進員と し
て配置し 、 特に医療ニーズが高い在宅の重
症心身障害児（ 者） の積極的な受入れの促
進を 図る 。

〔 実施主体： 東京都〕

1 1 施設

　 受入延べ人数
　 　 1 3 ,7 8 8 人

　 超重症児（ 者） ・ 準超重症
児（ 者） の受入れの促進を図
る 。

福 祉 局

（ 再掲） 1 8 1 　 重症心身障害児通所委託
（ 受入促進員配置）
　 民間の通所施設（ 医療型） において、 高
い看護技術を持った看護師を 受入促進員と
し て配置し 、 特に医療ニーズが高い在宅の
重症心身障害児（ 者） の積極的な受入れの
促進を図る 。

〔 実施主体： 東京都〕

　 ８ 施設

　 受入延べ人数
　 　 1 6 ,8 7 3 人

　 超重症児（ 者） ・ 準超重症
児（ 者） の受入れの促進を図
る 。

福 祉 局

（ 再掲） 1 8 2 　 重症心身障害児（ 者） 通所
運営費補助事業（ 障害者施策推進区市町村
包括補助事業）
　 在宅の重症心身障害児（ 者） に日中活動
の場を提供し 、 通所施設における 適切な療
育環境の確保を 図る 。

〔 実施主体： 区市町村〕

　 1 0 7 施設
　
　 定員　 1 0 2 8 名
　 延べ利用日数
　 1 5 7 ,4 7 7 日

　 事業の推進を図る 。 福 祉 局

49



事業名・ 事業内容
令和６ 年度末

状況等
事業目標

東京
2 0 5 0
戦略

所管局
事業
体系

2 5 5 　 障害児の放課後等支援事業
　 区市町村が地域の実情に応じ て、 重症心
身障害児や医療的ケア児の放課後等支援の
充実のため、 放課後等デイ サービ ス や日中
一時支援において、 放課後等支援に資する
取組を実施する 場合に支援を 行う 。

補助率　 　 １ ／２

〔 実施主体： 区市町村〕

　 1 3 区市町村 　 事業の推進を図る 。 福 祉 局

2 5 6 　 障害児入所施設協議体制整備事業
　 福祉型障害児入所施設に入所中の児童及
び過齢児が、 １ ８ 歳以降も 適切な場所で適
切な支援を 受ける こ と ができ る よ う 、 障害
児入所施設、 障害者支援施設、 相談支援事
業所等の関係機関を 集めた検討会を設置
し 、 運営する 。

〔 実施主体： 東京都〕

　 検討会　 1 回 　 事業の推進を図る 。 福 祉 局

2 5 7 　 聴覚障害児のための体制整備事業
　 聴覚障害児の支援は、 乳児から の適切な
支援が必要であり 、 ま た、 状態像が多様に
なっ ている こ と から 、 切れ目のない支援と
多様な状態像への支援が求めら れている 。
都内の聴覚障害児が、 早期に適切な支援を
受けら れる よ う にする ため、 関係機関等と
の連携強化を図る 等、 難聴児支援のための
中核的機能を有する 体制を 整備する 。

①聴覚障害児に対応する 協議会設置運営
（ 年２ 回程度・ 令和３ 年度は検討会）
②相談支援セン タ ーの設置運営

〔 実施主体： 東京都〕

　 協議会　 1 回 　 事業の推進を図る 。 福 祉 局

2 5 8 　 障害児保育事業への助成
　 保育所等において、 障害のある 子供を 受
け入れる ために必要な改修等に要する 経費
を 補助する 。
　 障害児やアレ ルギー児など の、 特に配慮
が必要な児童に対する 保育の充実を図る た
め、 地域の実情に応じ て保育サービ ス の向
上に取り 組む区市町村や事業者を 支援す
る 。

〔 実施主体： 区市町村〕

【 国調査（ 障害児保育の実施状況調査） の集約速報値
   障害児受入保育所等数
　 2 ,8 2 4 　 か所
　 障害児数
　 1 0 ,8 0 4 　 人

　 継続し て実施する 。 福 祉 局

2 5 9 　 学童ク ラ ブ事業への助成
　 学童ク ラ ブにおいて、 障害のある 子供を
受け入れる ために必要な改修や人材確保等
に要する 経費を 補助する 。

〔 実施主体： 区市町村〕

令和６ 年5 月1 日現在
障害児受入ク ラ ブ数
　 　 1 ,3 8 2 　 所
受入障害児童数
　 　 4 ,8 3 6 　 人

　 継続し て実施する 。 福 祉 局

（ 再掲） 1 2 7 　 相談支援従事者研修（ 東京
都地域生活支援事業）
　 障害者等の意向に基づく 地域生活を 実現
する ために必要なサービ ス の総合的かつ計
画的な利用支援等のため、 サービ ス 等利用
計画及び障害児支援利用計画を作成する 相
談支援専門員の養成及び資質の向上を 図
る 。

〔 実施主体： 東京都〕

①東京都
・ 初任者研修　 　 　 　 1 回
・ 現任研修　 　 　 　 　 1 回
・ 主任研修　 　 　 　 　 1 回
・ 専門コ ース 別研修　 2 回
②指定研修事業者
・ 初任者研修　 　 　 　 1 回
・ 現任研修　 　 　 　 　 0 回

　 今後の需要に的確に対応で
き る よ う 、 着実に養成を 図
る 。

福 祉 局

2 6 0 　 小児等在宅医療推進研修事業
　 小児の在宅医療に関する 研修を 実施する
こ と で、 小児等在宅医療を 担う 人材の育
成・ 確保を 図る 。

〔 実施主体： 東京都〕

○基礎編
　 １ 回（ 9 月） 　 8 3 名

○実践編（ 同行訪問）
　 2 0 名

○ス タ ート アッ プ・ フ ォ ロ ーアッ プ支援
　 ３ 名

　 小児等在宅医療を担う 人材
を育成・ 確保する 。

保健 医 療
局

2 6 1 　 小児等在宅医療推進事業（ 区市町村
在宅療養推進事業）
　 区市町村が地域の実情に応じ て実施する
小児等在宅医療の提供体制の整備に当た
り 、 関係各部署、 関係職種及び関係機関と
連携し て実施する 取組等を 支援する 。

〔 実施主体： 区市町村〕

　 ８ 区市町村 　 地域の実情に応じ た小児等
在宅医療の提供体制を 整備す
る 。

保健 医 療
局

2 6 2 　 都型放課後等デイ サービ ス 事業
　 放課後等デイ サービ ス 事業所の質の向上
を 目指し 、 経験豊富な職員（ コ ア職員） に
よ り 、 都が定める 基準を満たし て事業を 実
施し ている 事業所を 「 都型放課後等デイ
サービ ス 」 と し て位置づけ、 財政的な支援
を 行う 。

3 2 事業所 　 事業の推進を図る 。 〇 福 祉 局
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事業名・ 事業内容
令和６ 年度末

状況等
事業目標

東京
2 0 5 0
戦略

所管局
事業
体系

2 6 3 　 障害児入所施設協議体制整備事業
福祉型障害児入所施設に入所中の児童及び
過齢児が、 １ ８ 歳以降も 適切な場所で適切
な支援を 受ける こ と ができ る よ う 、 障害児
入所施設、 障害者支援施設、 相談支援事業
所等の関係機関を集めた検討会を 設置し 、
運営する 。

〔 実施主体： 東京都〕

　 検討会　 1 回 　 事業の推進を図る 。 福 祉 局

2 6 4 　 児童発達支援事業所等利用支援事業
　 安心し て子育てでき る 環境づく り を 推進
する こ と を 目的と し て、 児童発達支援事業
等を 利用する 第２ 子以降の保護者の自己負
担を 、 第１ 子の年齢や世帯収入にかかわら
ず無償化する 。

支給決定　 5 6 5 件 継続し て実施する 福 祉 局

2 6 5 　 児童発達支援セン タ ー地域支援体制
強化事業
　 地域における 障害児やその家族への支援
体制を強化する ため、 国の支援策を踏ま
え、 児童発達支援セン タ ーが地域の中核的
役割を果たす取組について補助を 行う 。

２ ７ 事業所 　 事業の推進を 図る 。 福 祉 局

2 6 6 　 発達障害児等巡回支援専門員整備事
業
 巡回支援専門員整備を 行う 区市町村に対し
て、 その経費を 補助する 。
補助率1 /4 、 補助基準額： 1 区市町村当たり
5 ,5 7 2 千円
〔 実施主体： 区市町村〕

 2 4 区市村で実施 気になる 段階から 支援を 行う
ための体制整備を 図り 、 発達
障害児等への支援やイ ン ク
ルージョ ン の推進等、 地域に
おける 障害児やその家族への
支援体制の強化を 図る 。

福 祉 局

（ 再掲） 1 7 0  区市町村発達検査体制充実緊
急支援事業〔 福祉局〕
地域における 検査体制の充実を図る ため、
区市町村が実施する 発達検査の人件費や外
部委託経費等に対し て緊急支援を 実施す
る 。

○計２ ４ 区市町村に対し 補助を 実施 福 祉 局

（ 再掲） 1 7 1 発達障害児の検査に関する 実
態調査〔 福祉局〕
発達障害児の検査の現状及び課題を分析す
る ため、 自治体や医療機関、 検査機関、 保
護者等に対し て実態調査を 実施する 。

○都内区市町村、 都内医療機関、 都内民間検査機関、 保護者に対し アン
ケート 調査を 実施
○アン ケート 調査実施後、 一部の自治体等に対し 個別にヒ アリ ン グ調査
を 実施し た上で最終報告書を 作成

福 祉 局

（ 再掲） 2 5 0  障害児通所支援事業所におけ
る 安全対策支援事業
子供の安心・ 安全性確保の取組を 支援する
ため、 国の支援策を 踏ま え、 置き 去り ・ 午
睡時等の事故防止に係る 経費について補助
を 行う と と も に、 都独自に対象を 拡充す
る 。

8 0 事業所 子供の安全・ 安心を 確保する
ための対策の普及・ 啓発に努
める 。

福 祉 局

(2 ) 医療的ケア児への支援

2 6 7 　 医療的ケア児に対する 支援のための
体制整備事業
　 医療的ケア児等の支援に携わる 関係機関
相互の意見交換等を 行う 協議会の運営に加
え、 医療的ケア児等コ ーディ ネータ ーの養
成及び障害児通所支援施設において医療的
ケア児等に対応でき る 看護職員を 育成する
ための研修を行い、 在宅の医療的ケア児等
に対する 支援体制を 整備する 。

〔 実施主体： 東京都〕

・ 東京都医療的ケア児支援地域協議会　 　 3 回実施

・ 東京都医療的ケア児コ ーディ ネータ ー養成研修
修了者　 1 2 ６ 人

・ 東京都医療的ケア児支援者育成研修
1 回実施（ Web ）
受講者数　 8 1 7 人

・ 医療的ケア児に対応する 看護職員育成研修
3 回実施
受講者数　 2 ５ 人

　 事業の推進を図る 。 福 祉 局

2 6 8 　 障害者（ 児） ショ ート ス テイ 事業
（ 短期入所開設支援）

新規に医療型短期入所事業所を開設し よ う
と する 事業者に対し て、 講習会を 開催する
等の開設支援を 行う 。

〔 実施主体： 東京都〕

・ 法人開拓提案　 5 0 施設訪問
・ フ ォ ロ ーアッ プ　 2 0 回
・ 新規開設講習　 １ 回実施（ 1 7 施設参加）
・ 職員向け研修　 ３ 回実施（ 延3 8 名参加）
・ 他施設視察支援　 病院１ 回、 老健１ 回実施（ 4 施設参加）

超重症児（ 者） ・ 準超重症児
（ 者） 等の受入れの促進を図
る 。

〇 福 祉 局

2 6 9 　 障害者（ 児） ショ ート ス テイ 事業
（ 医療機器等整備費補助）
新たに医療型短期入所事業に参画する 等、
よ り 多く の医療的ケア児等を 受け入れる た
めの環境を 整備し た場合に、 必要と なる 医
療機器等の整備費用を 補助する こ と によ
り 、 医療型短期入所における 医療的ケア児
等の受入れを促進する 。
〔 実施主体： 東京都〕

６ 施設(７ 床) 超重症児（ 者） ・ 準超重症児
（ 者） 等の受入れの促進を図
る 。

〇 福 祉 局
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事業名・ 事業内容
令和６ 年度末

状況等
事業目標

東京
2 0 5 0
戦略

所管局
事業
体系

2 7 0 　 医療的ケア児訪問看護ス テーショ ン
体制整備事業
訪問看護ス テーショ ン の職員に対する 研修
の実施及び医療的ケア児の受入れに係る 経
費を 補助し 、 医療的ケア児の対応ができ る
訪問看護ス テーショ ン を拡充する 。
（ １ ） 訪問看護における 医療的ケア児に対
応する 看護職員研修
（ ２ ） 医療的ケア児受入経費補助
〔 実施主体： 東京都〕

（ １ ） 訪問看護における 医療的ケア児に対応する 看護職員研修　 2 9 事業
所
（ ２ ） 医療的ケア児受入経費補助　 1 事業所

事業の推進を 図る 〇 福 祉 局

2 7 1 　 医療的ケア児等コ ーディ ネータ ー支
援体制整備促進事業
民間事業所等に配置さ れている 医療的ケア
児等コ ーディ ネータ ーの地域における 活動
の定着を 図り 、 医療的ケア児等の支援体制
の整備を 促進する 。
（ １ ） 区市町村における 医療的ケア児等支
援の基盤整備に係る 業務
（ ２ ） サービ ス 等利用計画策定前の業務
〔 実施主体： 区市町村〕

9 自治体 事業の推進を 図る 〇 福 祉 局

2 7 2 　 医療的ケア児ペアレ ント メ ンタ ー事
業
　 医療的ケア児ペアレ ント メ ンタ ーが、 医
療的ケア児を育てる 親が抱える 就労や子育
てに関する 不安や悩みについて、 共感し 、
寄り 添い、 必要な情報の提供を行う 。

〔 実施主体： 東京都〕

相談実施件数　 ３ ５ 件 事業の推進を図る 〇 福 祉 局

2 7 3 　 医療的ケア児日中預かり 支援事業
 医療的ケア児の日中預かり を 行う 事業所に
対し 支援を 行う こ と で、 日中の預かり 先を
確保し 、 医療的ケア児の保護者が安心し て
就労でき る 環境の整備を行う 。

〔 実施主体： 東京都〕

1 施設（ 4 人) 医療的ケア児の保護者の就労
促進を 図る 。

〇 福 祉 局

2 7 4 　 医療的ケア児支援センタ ー事業
　 医療的ケア児及びその家族が個々の医療
的ケア児の心身の状況等に応じ た適切な支
援を 受けら れる よ う にする ため、 医療的ケ
ア児支援センタ ーを 設置し 、 相談支援や情
報提供を 行う と と も に、 支援に関わる 人材
を 養成する 。

〔 実施主体： 東京都〕

2 か所 事業の推進を 図る 。 〇 福 祉 局

2 7 5 　 医療的ケア児等総合支援事業
　 医療的ケア児や重症心身障害児の地域に
おける 受入れが促進さ れる よ う 、 区市町村
の体制整備に係る 取組を支援する 。

〔 実施主体： 区市町村〕

医療的ケア児等の協議の場の設置、 医療的ケア児等支援者養成研修の実
施、 医療的ケア児等の相談体制の整備、 併行通園の促進、 医療的ケア児
等に対応する 看護職員確保のための体制構築、 医療的ケア児等と その家
族への支援、 医療的ケア児等を 一時的に預かる 環境の整備

事業の推進を 図る 。 福 祉 局

(3 ) 難聴児への支援（ 難聴児支援計画）

（ 再掲） 5 2 　 中等度難聴児発達支援事業
（ 障害者施策推進区市町村包括補助事業）
　 身体障害者手帳の交付対象と なら ない中
等度難聴児に対し て、 補聴器の装用によ り
言語の習得や生活能力、 コ ミ ュ ニケーショ
ン 能力等の向上を促進する ため、 補聴器の
購入費用の一部を助成し 、 難聴児の健全な
発達を支援する 。

〔 実施主体： 区市町村〕

　 実施区市町村　 5 ２ 区市町村 　 継続し て実施する 。 福 祉 局

（ 再掲） 2 5 7 　 聴覚障害児のための体制整
備事業
　 聴覚障害児の支援は、 乳児から の適切な
支援が必要であり 、 ま た、 状態像が多様に
なっ ている こ と から 、 切れ目のない支援と
多様な状態像への支援が求めら れている 。
都内の聴覚障害児が、 早期に適切な支援を
受けら れる よ う にする ため、 関係機関等と
の連携強化を図る 等、 難聴児支援のための
中核的機能を有する 体制を 整備する 。

①聴覚障害児に対応する 協議会設置運営
（ 年２ 回程度・ 令和３ 年度は検討会）
②相談支援セン タ ーの設置運営

〔 実施主体： 東京都〕

　 協議会　 1 回 　 事業の推進を図る 。 福 祉 局
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事業名・ 事業内容
令和６ 年度末

状況等
事業目標

東京
2 0 5 0
戦略

所管局
事業
体系

2 7 6 　 乳幼児教育相談の実施〔 教育庁〕
　 聴覚に障害のある 乳幼児への早期から の
支援を適切に行う ため、 幼稚部を 設置し て
いる 都立聴覚障害特別支援学校で言語聴覚
士等の専門家を 活用し 、 早期から の乳幼児
教育相談を 実施する 。
　
〔 実施主体： 東京都教育委員会〕

　 医師
　 　 1 名×3 校

　 言語聴覚士
　 　 1 名×3 校

　 臨床心理士
　 　 1 名×3 校

　 技術者
　 　 1 名×3 校

　 につき 継続し て実施

　 継続し て実施する 。 教 育 庁

2 7 7 　 新生児聴覚検査機器購入支援事業
　 全ての新生児が精度の高い聴覚検査を 受
けら れる よ う 、 東京都内の医療機関におけ
る 聴覚検査機器（ 自動A BR検査機器） の購
入を 支援する こ と によ り 、 都内における 新
生児聴覚検査体制の整備推進を図る 。

〔 実施主体： 分娩取扱医療機関等〕

〇補助実績
　 4 3 施設

　 都内の自動AB R検査機器を
保有し ていない産婦人科、 耳
鼻咽喉科に対し て新生児聴覚
検査体制の整備推進を 図る 。

福 祉 局

２ 　 全ての学校における 特別支援教育の充実

2 7 8 　 就学相談の充実（ 東京都特別支援教
育推進室）
　 東京都における 特別支援教育を 推進する
セン タ ーである 東京都特別支援教育推進室
において、 「 就学・ 入学相談機能」 、 「 情
報提供機能」 「 理解啓発機能」 「 関係機関
の連携調整機能」 を 備える 。

〔 実施主体： 東京都教育委員会〕

【 就学・ 入学相談】
・ 手引き 作成を含む区市町村及び都立特別支援学校と の連携を密にし た
就学・ 入学相談、 転学相談等の実施
・ 対面及び動画配信によ る 区市町村就学相談担当者及び都立特別支援学
校関係者を 対象と し た各種説明会や講習会等の実施
・ 東京都特別支援教育就学支援員会専門家チーム を設置し 、 区市町村教
育委員会から の相談内容について、 専門家チーム によ る 専門的かつ多角
的な視点から 助言
【 情報提供】
・ 閲覧室の整備、 ホーム ページの随時更新等によ る 情報提供機能の充実
【 就労支援】
・ 民間企業や外部専門家等を 活用し た就労支援等の推進
【 理解啓発】
・ 就学相談等関連資料作成・ 配布等によ る 特別支援教育の理解推進
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 など

　 東京都における 特別支援教
育を 推進する 中核的役割を
担っ ていく 。

教 育 庁

2 7 9 　 小・ 中学校及び高等学校における 特
別支援教育の推進
【 小・ 中学校】
（ １ ） 通常の学級に在籍する 発達障害等
（ 自閉症、 情緒障害、 学習障害、 注意欠陥
多動性障害） のある 児童・ 生徒が、 障害の
状態に応じ た特別な指導・ 支援を 受けら れ
る よ う 、 公立小・ 中学校では、 平成2 8 年度
から 順次、 「 特別支援教室」 を導入し 、 令
和３ 年４ 月に全校導入が完了し ま し た。 加
えて、 在籍校の教職員や巡回指導教員に指
導内容・ 方法について助言する 臨床発達心
理士等の巡回、 特別支援教室の円滑な運営
を 図る ために、 巡回指導教員を補助する 特
別支援教室専門員の配置等を 行う 。
【 高等学校】
（ ２ ） 令和３ 年度よ り 、 全ての都立高等学
校等で外部人材を活用し た通級によ る 指導
を 開始。 こ のこ と を 踏ま え、 令和４ 年度よ
り 、 都立特別支援学校が都立高等学校等を
地区ごと に支援する 「 都立学校発達障害教
育推進エリ アネッ ト ワ ーク 」 を運用する 。

〔 実施主体： 東京都教育委員会、 区市町
村〕

【 小・ 中学校】
　 都内の全公立小・ 中学校に特別支援教室を設置済。 ま た、 区市町村に
おける 特別支援教室の円滑な運営のために、 特別支援教室専門員（ 非常
勤職員） の採用及び採用時講習会の実施、 臨床発達心理士等の巡回体制
の整備を実施
（ 発達障害教育等支援員の配置及び特別支援教育コ ーディ ネータ ーを補
助する 人材の配置に係る 経費補助については、 R6 年度から 2 8 9 「 イ ンク
ルーシブ教育シス テム体制の整備」 における 「 イ ンク ルーシブ教育支援
員」 の配置に係る 補助事業に統合）

【 高等学校】
　 令和3 年度よ り 、 全ての都立高等学校等で外部人材を活用し た通級によ
る 指導を開始。 こ のこ と を踏ま え、 令和4 年度よ り 、 都立特別支援学校が
都立高等学校等を 地区ご と に支援する 「 都立学校発達障害教育推進エリ
アネッ ト ワ ーク 」 を 整備

　 小・ 中学校及び高等学校を
通じ て、 発達障害の児童生徒
一人一人がその能力を 最大限
伸ばし ていける よ う 、 発達障
害教育の充実を図っていく 。

教 育 庁
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事業名・ 事業内容
令和６ 年度末

状況等
事業目標

東京
2 0 5 0
戦略

所管局
事業
体系

2 8 0 　 区市町村と の連携体制の構築
①「 エリ ア・ ネッ ト ワ ーク 」 の定着
　 発達障害を含む障害のある 幼児・ 児童・
生徒や保護者に対し て、 総合的な支援を 行
う ための地域性と 専門性を 備えたシス テム
である 「 エリ ア・ ネッ ト ワ ーク 」 を定着さ
せ、 特別支援学校と 区市町村の保健、 福
祉、 労働の関係機関と の緊密な連携の充実
を 図っていく 。
　 なお、 都立及び区立の知的障害特別支援
学校小・ 中学部設置校を「 エリ ア・ ネッ ト
ワ ーク 」 のセン タ ー校に指定し 、 区市町村
における 特別支援教育の取組を支援し てい
く 。

②都立特別支援学校のセン タ ー的機能の発
揮
　 都立特別支援学校の地域における 特別支
援教育のセンタ ー的機能と し て、 幼稚園や
小・ 中学校等への支援、 特別支援教育に関
する 相談・ 情報提供、 幼稚園や小・ 中学校
等の教職員に対する 研修協力、 障害児
（ 者） の理解啓発、 地域の障害のある 幼
児・ 児童・ 生徒への施設設備等の提供など
の機能を 発揮し 、 地域における 特別支援教
育を 推進し ていく 。

〔 実施主体： 東京都教育委員会〕

①「 エリ アネッ ト ワ ーク 」 の定着の推進

②都立知的障害・ 視覚障害・ 聴覚障害・ 肢体不自由特別支援学校（ 小・
中学部設置校） で実施

　 東京都特別支援教育推進計
画に基づき 、 地域における 特
別支援教育推進のための連携
体制づく り を 進めていく 。

教 育 庁

（ 再掲） 9 0 　 高等学校等への受入れ体制の
整備
　 都立高校等の校舎においては、 改築や大
規模改修の際に「 東京都福祉のま ちづく り
条例」 及び「 高齢者、 障害者等が利用し や
すい建築物の整備に関する 条例」 に基づい
た整備を 行っている 。 ま た、 例年障害のあ
る 生徒の入学状況を 把握し 、 学校生活に支
障がないかを調査し た上で、 必要な場合は
簡易的なバリ アフ リ ー改修工事を 実施し て
いる 。
　 具体的には、
①エレ ベータ ーの新設（ 新築、 改築、 大規
模改修の際に限る ）
②校舎内外の段差解消
③障害者ト イ レ の設置
④廊下・ 階段の手摺新設
⑤非常用ス ロ ープ階段の新設
⑥出入口の扉改造
等を 行う 。

〔 実施主体： 東京都教育委員会、 東京都公
立大学法人〕

【 高等学校】
エレ ベータ ー設置
　 　 　 　 　 1 5 9 校
校内段差解消
　 　 　 　 　   5 2 校
障害者ト イ レ 設置
　 　 　 　 　 1 8 1 校
階段手摺設置
　 　 　 　 　 1 8 5 校
ス ロ ープ（ 昇降口）
設置
　 　 　 　 　 1 2 1 校
ス ロ ープ（ 玄関）
設置
　 　 　 　 　 1 2 3 校
自動ド ア（ 昇降口）
設置
　 　 　 　 　   5 7 校
自動ド ア（ 玄関）
設置
　 　 　 　 　   9 9 校

　 近年の高等学校等への入学
者多様化を 考慮し 、 校舎改修
をよ り 一層推進し ていく 。

教 育 庁

総 務 局

【 附属中学校・
中等教育学校】
エレ ベータ ー設置
　 　 　 　 　 1 1 校
校内段差解消
　 　 　 　 　   5 校
障害者ト イ レ 設置
　 　 　 　 　 1 1 校
階段手摺設置
　 　 　 　 　 1 1 校
ス ロ ープ（ 昇降口）
設置
　 　 　 　 　   8 校
ス ロ ープ（ 玄関）
設置
　 　 　 　 　   8 校
自動ド ア（ 昇降口）
設置
　 　 　 　 　   4 校
自動ド ア（ 玄関）
設置
　 　 　 　 　   7 校

教 育 庁

総 務 局

【 高等専門学校】
エレ ベータ ー設置
　 　 1 校（ 2 ｷｬﾝﾊ゚ ｽ）
校内段差解消
　 　 1 校（ 2 ｷｬﾝﾊ゚ ｽ）
障害者ト イ レ 設置
　 　 1 校（ 2 ｷｬﾝﾊ゚ ｽ）
階段手摺設置
　 　 1 校（ 2 ｷｬﾝﾊ゚ ｽ）
ス ロ ープ（ 玄関） 設置
　 　 1 校（ 2 ｷｬﾝﾊ゚ ｽ）
自動ド ア（ 昇降口） 設置
　 　 1 校（ 2 ｷｬﾝﾊ゚ ｽ）
自動ド ア（ 玄関） 設置
　 　 1 校（ 2 ｷｬﾝﾊ゚ ｽ）

教 育 庁

総 務 局
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事業名・ 事業内容
令和６ 年度末

状況等
事業目標

東京
2 0 5 0
戦略

所管局
事業
体系

2 8 1 　 都立特別支援学校の適正な規模と 配
置
　 東京都特別支援教育推進計画（ 第二期）
に基づき 、 今後も 在籍者数の増加が見込ま
れる 知的障害特別支援学校については、 学
校の新設や増改築を はじ めと し て、 多様な
方法によ り 教育環境の充実を 図る 。
　 ま た、 知的障害が軽度から 中度の生徒を
対象と し た高等部職能開発科の設置を 進め
る 。

〔 実施主体： 東京都教育委員会〕

○八王子南特別支援学校を新たに開校
○練馬特別支援学校に職能開発科を 設置

【 学校の新築・ 増改築等】
○八王子南特別支援学校： 令
和6 年度開校予定
○墨田地区第二特別支援学校
（ 仮称） ： 令和9 年度開校予
定
○北多摩地区特別支援学校
（ 仮称） ： 令和9 年度開校予
定
○練馬特別支援学校： 令和6
年度供用開始予定
○戸山地区学園特別支援学校
（ 仮称） ： 令和1 4 年度以降開
校予定

【 職能開発科の設置】
○練馬特別支援学校： 令和6
年度設置予定
八王子南特別支援学校： 令和
6 年度設置予定
○北多摩地区特別支援学校
（ 仮称） ： 令和9 年度設置予
定

教育庁

2 8 2 　 健康教育の充実
①摂食指導研修会
　 都立特別支援学校における 摂食指導を 充
実し 、 児童･生徒の口腔機能の向上を図る と
と も に、 安全で楽し い食事を 提供する た
め、 教職員を対象に、 研修会を実施する 。

②歯･口の健康づく り 推進指定校
　 推進指定校を 指定し 、 特別支援学校にお
ける 歯･口の健康づく り （ むし 歯や歯周疾患
の予防・ 口腔機能の発達を 促すよ う な取
組） を推進する 。

③歯･口の健康づく り 研修会
　  障害の種類や程度に合わせたき め細やか
な歯科保健指導や摂食指導を 行い、 特別支
援学校における 歯･口の健康づく り の方向性
を 示すと と も に、 各学校の取組のレ ベル
アッ プを 図る 。 あわせて、 推進指定校の指
定期間ご と に実践発表の場を 設ける 。

〔 実施主体： 東京都教育委員会〕

①研修受講教職員
　 　 6 5 名　 ※2 日間で実施

②推進指定期間
　 　 2 年（ 令和6 ～7 年度）
　 　 推進指定校　 1 校

③開催回数
　 　 年1 回

①受講者を さ ら に拡大し 、 都
立特別支援学校における 摂食
指導を 充実さ せる 。

②・ ③推進指定校を増やし 、
特別支援学校における 歯･口の
健康づく り を 推進する 。

教 育 庁

2 8 3 　 都立特別支援学校における 医療的ケ
ア整備事業の充実
①都立特別支援学校に在籍する 医療的ケア
を 必要と する 児童・ 生徒に対し 、 安全かつ
適切な教育環境を提供する 。

②学識経験者や保護者代表、 指導医等で構
成する 「 医療的ケア運営協議会」 及び指導
方法の統一や指導医間の連携の促進及び情
報ネッ ト ワ ーク を充実する ための「 指導医
連絡協議会」 を 実施する 。

③障害の重い児童・ 生徒の医療的ケアに関
する 知識を 習得する と と も に、 医療的ケア
を 必要と する 児童・ 生徒の日常の学校生活
における 健康管理や健康の保持・ 増進の指
導に資する 教員研修を 充実する 。
　
④都立肢体不自由特別支援学校以外の都立
特別支援学校において、 非常勤看護師を 配
置し 、 経管栄養や痰の吸引など の医療的ケ
アを 実施でき る 体制を 整備し 、 幼児・ 児
童・ 生徒の安全な教育環境を 確保する 。

⑤都立肢体不自由特別支援学校において、
医療的ケアが必要な児童・ 生徒の学習の機
会を 拡充する ため、 専用の通学車両の運行
によ り 通学を支援する 。

〔 実施主体： 東京都教育委員会〕

①医療的ケア実施に係る 個別課題のう ち、 学校での解決が困難なも のに
ついて、 主治医・ 指導医等から なる メ ディ カルチーム を 設置する 体制を
構築。

②医療的ケア運営協議会を6 月、 １ ２ 月、 ２ 月に実施。 学校医・ 指導医連
絡協議会を 1 2 月に実施。

③教諭、 学校介護職員、 医療的ケア専門員、 看護師（ 非常勤看護師含
む） 、 及び寄宿舎指導員を対象に医師等専門家を 講師と し た医療的ケア
研修と 、 社会福祉士及び介護福祉士法に基づく 第三号研修を 実施。 看護
師専門性向上講習会を7 月、 8 月、 1 0 月に7 回実施。 医療的ケア講習会を
7 月、 8 月に８ 回実施。

④肢体不自由特別支援学校以外で医療的ケア児が在籍する 特別支援学校
に対し 、 実態に応じ て総合非常勤看護師、 主任非常勤看護師を含む非常
勤看護師を 配置。 （ R6 .9 月1 日付： 肢体不自由特別支援学校以外の非常
勤看護師1 1 8 名）

⑤医療的ケアが必要な児童・ 生徒の学習開会の拡充を 図る ため、 安全の
確保を 第一と し ながら 、 専用通学車両を運行。 対象児増加に伴う 配車数
も 増加。

　 引き 続き 実施、 充実を 図
る 。

教 育 庁

2 8 4 　 都立特別支援学校における 外部専門
家の導入
①都立肢体不自由特別支援学校において、
教員、 看護師、 学校介護職員（ 介護の専門
家） 、 外部専門家（ 理学療法士等） など が
連携する チーム ・ アプロ ーチによ り 、 教員
が授業づく り に専念でき る 体制を 整備し 、
児童・ 生徒の障害の状態に対応し た指導の
充実を図る 。

②都立知的特別支援学校において、 児童・
生徒の社会的自立に向けた指導の充実と 教
員の専門性の向上を 図る ため、 外部専門家
を 導入する 。

〔 実施主体： 東京都教育委員会〕

①肢体不自由校特別支援学校既存1 8 校に学校介護職員（ 会計年度任用職
員） を 配置

②知的障害特別支援学校に導入

①都立肢体不自由特別支援学
校全校に学校介護職員（ 非常
勤） を 導入する 。

②都立知的障害特別支援学校
の児童・ 生徒の社会的自立に
向けた指導の充実を図る 。

教 育 庁
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東京
2 0 5 0
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2 8 5 　 摂食・ 嚥下機能の障害に応じ た給食
の提供
①形態別調理によ る 給食の提供
　 都立特別支援学校における 児童・ 生徒に
対し 、 摂食・ 嚥下機能の障害の状態に応じ
た食形態を 提供し 、 摂食・ 嚥下機能の向上
を 図る ため、 普通食・ 後期食・ 中期食・ 初
期食の形態別調理を 実施する 。

②研修会の実施
ア　 肢体不自由特別支援学校栄養職員対象
　 学校間における 形態別調理の格差の解消
や学校間の提供内容の情報交換を 行う と と
も に形態別調理の知識を習得する こ と を 目
的に研修会を実施する 。

イ 　 都立学校栄養職員研修
　 肢体不自由特別支援学校以外の学校栄養
職員（ 定時制（ 夜間） 課程含む。 ） を 対象
に、 摂食・ 嚥下機能の知識や形態別調理の
基本を習得する こ と を 目的に研修会を 実施
する 。

〔 実施主体： 東京都教育委員会〕

①形態別料理によ る 給食の提供
　 肢体不自由校　 1 8 校
※肢体不自由校以外では、
校内の給食提供状況に応じ て、 必要と なる 形態食を提供し ている 。

②研修会受講数
　 特別支援学校栄養職員
　 年1 回

②ア　 学校間格差の解消及び
知識の修得、 調理指導技術の
充実を 図る 。

②イ 　 肢体不自由特別支援学
校以外の学校栄養職員（ 定時
制（ 夜間） 課程含む。 ） を対
象に、 摂食・ 嚥下機能の知識
の向上を図り 、 肢体不自由特
別支援学校以外の特別支援学
校における 給食の内容の充実
を図る 。

教 育 庁

2 8 6 　 東京都教職員研修センタ ーにおける
特別支援教育に関する 研修の充実・ 強化
　 特別支援教育に関する 研修を充実・ 強化
する こ と で、 教職員の資質の向上を図る 。

〔 実施主体： 東京都教育委員会〕

①専門性向上研修
特別支援教育【 Ⅰ】 (7 9 1 1 )
8 3 名
特別支援教育【 Ⅰ】 (7 9 1 2 )
4 0 1 名
特別支援教育【 Ⅰ】 (7 9 1 3 )
5 4 名
特別支援教育【 Ⅰ・ Ⅱ】 (7 9 1 4 )
9 0 4 名
特別支援教育【 Ⅰ】 (7 9 1 5 )
1 1 1 名
特別支援教育【 Ⅰ・ Ⅱ】 (7 9 1 6 )
2 7 3 名
特別支援教育【 Ⅰ】 (7 9 1 7 )
3 1 2 名
特別支援教育（ 知的障害） 【 Ⅰ・ Ⅱ】 (7 9 1 8 )
7 3 名
特別支援教育（ 視覚障害） 【 Ⅰ・ Ⅱ】 (7 9 1 9 )
９ 名
特別支援教育（ 聴覚障害） 【 Ⅰ・ Ⅱ】 (7 9 2 0 )
2 3 名
特別支援教育（ 肢体不自由） 【 Ⅰ・ Ⅱ】 (7 9 2 1 )
2 5 名

①特別支援教育担当教員等の
専門性の向上のための研修及
び指定研修を 実施する 。

教 育 庁

②特別支援教育コ ーディ ネー
タ ーの養成・ 育成に関する 研
修を 実施する 。

教 育 庁②リ ーダー養成研修
特別支援教育コ ーディ ネータ ー（ ベーシッ ク ） (3 0 0 1 )
1 3 9 名
特別支援教育コ ーディ ネータ ー（ ベーシッ ク ） (3 0 0 2 )
1 3 1 名
特別支援教育コ ーディ ネータ ー（ ベーシッ ク ） (3 0 0 3 )
1 5 0 名
特別支援教育コ ーディ ネータ ー（ ベーシッ ク ） (3 0 0 4 )
2 0 3 名
特別支援教育コ ーディ ネータ ー（ アド バン ス ト ） (3 0 0 5 )
3 4 8 名
特別支援教育コ ーディ ネータ ー（ アド バン ス ト ） (3 0 0 6 )
1 7 2 名
特別支援教育コ ーディ ネータ ー（ アド バン ス ト ） (3 0 0 7 )
7 9 名
特別支援教育コ ーディ ネータ ー（ 特） (3 0 0 8 )
3 7 名
特別支援教育コ ーディ ネータ ー（ 特） (3 0 0 9 )
4 4 名
特別支援教育コ ーディ ネータ ー（ 特） (3 0 1 0 )
4 7 名
特別支援教育コ ーディ ネータ ー・ 共通(3 0 1 1 )
4 4 0 名
特別支援教室担当教員養成講座(3 0 2 1 )
9 3 名
特別支援学級担当教員養成講座(3 0 2 2 )
5 3 名
○教育管理職候補者研修
・ 教育管理職候補者A1 年次研修　 (1 1 1 1 )9 5 名
・ 教育管理職候補者B研修Ⅱ(1 1 2 1 )3 9 6 名
・ 教育管理職候補者C研修　 (1 1 3 1 )2 7 名
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2 8 7 　  東京都教育委員会研究推進団体事業
　 東京都教育委員会は、 東京都教育団体が
認定し た団体に対し 、 東京都教育委員会の
教育目標を 踏ま え、 教員の教科等の専門性
を 育成する ため研究団体の研究活動の促
進、 支援及び研究成果の普及活動を行っ て
いる 。 （ 東京都教育委員会研究推進団体事
業実施要項第1 条）

　 ①研究活動促進のため、 研究会へ参加す
る 都立学校の受講生は研修出張と する こ と
ができ 、 講師は出張と する 。 （ 東京都教育
委員会研究推進団体事業実施要項第９ 条）

　 ②研究成果普及のため、 賞賜金を支給す
る 。 （ 東京都教育委員会研究団体設置要項
８ 条）

　 ③研究活動支援のため、 研究会の開催通
知等を教職員研修セン タ ーのホームページ
に掲載する と と も に教職員研修センタ ー研
修室（ 平日夜間及び土曜日） を提供する 。

東京都教育委員会研究推進団体と し て認定し た1 4 3 団体（ 特別支援教育
等に関する 団体： 4 7 団体）

　 東京都の教員が組織する 教
科等の研究団体によ る 教育に
関する 研究成果を 都の全ての
教員が共有でき る よ う に、 普
及事業を実施し 、 教員の教科
等の専門性に関する 資質・ 能
力を 向上する 。

教 育 庁

（ 再掲） 2 3 　 特別支援教育の理解啓発の推
進
　 障害のある 児童・ 生徒等が地域の人々に
働き かけ、 情報の発信をし 、 自ら の考えを
発表し 、 主張する 場を 設定する こ と を 通じ
て、 障害のある 児童・ 生徒等一人ひと り が
地域社会で自立でき る 力を 培う と と も に、
広く 都民に対し て特別支援教育の理解啓発
を 行う 。

〔 実施主体： 東京都教育委員会〕

　 「 第9 回東京都特別支援学校アート プロ ジェ ク ト 展」 の開催にあわせ
て、 都営地下鉄の車内広告にてアート プロ ジェ ク ト 展を 開催し ている こ
と を宣伝する 動画を 掲載
　 都立特別支援学校（ ろ う 学校） の取組やその成果について紹介する 簡
易のサイ ト （ LP） を 作成し 、 イ ン タ ーネッ ト 広告を 利用し てネッ ト 上に
掲出

　 継続し て実施する 。 教 育 庁

2 8 8 　 私立特別支援学校等における 特別支
援教育への助成
　 私立学校における 特別支援教育の振興を
図る ため、 私立特別支援学校、 特別支援学
級を 置く 私立小中学校、 障害のある 幼児・
生徒が在籍する 私立幼稚園及び私立専修学
校高等課程の設置者に対し て助成する 。

①私立特別支援学校等経常費補助
②私立幼稚園特別支援教育事業費補助
③私立専修学校特別支援教育事業費補助

〔 実施主体： 東京都〕

①の対象校
　 特別支援学校   4 校
　 小中学校　    　 2 校
　 幼稚園　      3 1 6 園

②の対象校
　 幼稚園　      1 0 9 園

③の対象校
　 専修学校高等課程　 ７ 校

　 継続し て実施する 。 生 活
文 化 局

（ 再掲） 9 1 　 私立学校における 学校施設の
バリ アフ リ ー化への支援
（ 目的）
　 私立学校で行う 校舎等の施設設備の整備
が「 福祉のま ちづく り 条例施行規則」 の整
備基準に合致する よ う 、 公益財団法人東京
都私学財団に対し て補助を 行い、 間接的に
私立学校の利子負担を 軽減する 。

（ 事業内容）
　 公益財団法人東京都私学財団が行う 低利
での融資事業「 私立学校振興資金融資事
業」 の中で、 手すり 、 ス ロ ープの設置等
「 福祉のま ちづく り 事業」 を 推進する 施設
設備を対象と し た融資を行う 。 （ 融資限度
額　 １ 件１ ０ 億円）
　 東京都は当財団が当該融資に必要な資金
を 金融機関から 借り 入れた場合、 当該原資
に対し て一定の利子補給を 行う 。

〔 実施主体： 東京都、 公益財団法人東京都
私学財団〕

  特定事業利率
　 上限1 .0 0 0 %
　 なお、 当該特定事業利率は、 市中金融機関等における 利率等を 勘案し
て設定

（ 福祉のま ちづく り 事業は、 特定事業に含ま れる 。 ）

　 継続し て実施する 。 生 活
文 化 局
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事業名・ 事業内容
令和６ 年度末

状況等
事業目標

東京
2 0 5 0
戦略

所管局
事業
体系

2 8 9 　 イ ンク ルーシブ教育シス テム体制の
整備
　 対象： 区市町村教育委員会

　 特別支援学校への就学が適当と 判定さ れ
た児童・ 生徒がよ り 身近な区市町村立小中
学校に就学し た場合等に日常生活上の介助
や学習支援等を 行う 「 イ ン ク ルーシブ教育
支援員」 の配置を支援する 。

〔 実施主体： 東京都教育委員会〕

〇小・ 中学校において障害のある 児童・ 生徒の日常生活上の介助や学習
支援等を行う 「 イ ン ク ルーシブ教育支援員」 の配置に係る 費用を 補助す
る 事業を開始

・ 特別支援学校への就学が適当と 判定さ れた児童・ 生徒が小中学校へ就
学し た場合に、 日常生活上の介助や学習支援を 行う 支援員の配置補助を
3 2 区市町村で活用

・ 発達障害等のある 児童・ 生徒に対する 支援員の配置補助を 3 7 区市町村
で活用

〇異校種期限付異動を活用し 、 公立小中学校における イ ンク ルーシブな
教育の更なる 推進と 、 その実効性及び体制整備を 図る こ と を 目的と する
「 イ ン ク ルーシブ教育シス テム 体制整備推進事業」 について、 重点地区
を ２ 地区指定し て開始

　 障害のある 子ど も と 障害の
ない子ど も が可能な限り 共に
過ご せる よ う イ ン ク ルーシブ
な教育を推進し 、 教育的ニー
ズに応える 多様な学びの場を
整備する ため、 区市町村立
小・ 中学校において障害のあ
る 児童・ 生徒の日常生活上の
介助や学習支援等を行う 「 イ
ンク ルーシブ教育支援員」 の
配置のための支援を行う 。
　 さ ら に、 公立小中学校にお
ける イ ンク ルーシブな教育の
更なる 推進と 、 その実効性及
び体制整備を 図る ために、 重
点地区に指定し 、 公立小・ 中
学校等における イ ンク ルーシ
ブな教育を 推進する 。

〇 教 育 庁

2 9 0 　 学校における イ ン ク ルージョ ン に関
する 交流及び共同学習拡充支援事業
　 交流及び共同学習の機会を 拡充し ていく
こ と で、 障害のある 児童・ 生徒と ない児
童・ 生徒が共に学び、 体験し 、 相互理解を
深める 取組を推進する 。

【 期間】 令和５ ・ ６ 年度
【 実施対象】 区市町村教育委員会

〔 実施主体： 東京都教育委員会〕

〇区市町村における 交流及び共同学習拡充支援事業を ３ 地区で実施
〇区市町村等と の協議会を５ 回開催

　 学校における イ ンク ルー
ジョ ン を推進する ため、 障害
のある 子供と 障害のない子供
が可能な限り 共に教育を 受け
ら れる 条件を 整備する と と も
に、 連続性のある 多様な学び
の場の一層の充実・ 整備を着
実に進めていく 。
　 そのために、 令和２ ～４ 年
度に実施し た実践的研究事業
の事例等を 参考にし ながら 、
交流及び共同学習を計画的に
実施する 区市町村を支援し て
いく 。
　 ま た、 各区市町村における
交流事業の事例や共同学習の
指導案を都教委で集約し 、 そ
の教育手法を 広く 普及し てい
く こ と で、 交流及び共同学習
の機会拡充を 図り 、 障害のあ
る 児童・ 生徒と 障害のない児
童・ 生徒が共に学び、 体験
し 、 相互理解を深める 取組を
推進し ていく 。

〇 教 育 庁

３ 　 職業的自立に向けた職業教育の充実

2 9 1 　 特別支援学校における 就労支援
　 都立特別支援学校生徒の自立と 社会参加
を 目指し 、 都立特別支援学校を卒業する 生
徒の一層の企業就労を 促進する ため、 次の
事業を展開し ていく 。

①民間の活力によ る 企業開拓等
　 民間の活力を 導入し 、 産業現場等におけ
る 実習先や雇用先の開拓及び確保を行う と
と も に、 高等部を設置する 都立特別支援学
校において開拓し た企業情報を活用し 、 就
労支援体制の充実を 図る 。

②企業向けセミ ナーの実施
　 企業に対し 、 障害者雇用への理解啓発、
雇用、 就業体験の受入れの協力を 求める た
め、 セミ ナーを 実施する 。

〔 実施主体： 東京都教育委員会〕

①就労支援アド バイ ザー
　 　 　 ２ ０ 人

②対面によ る セミ ナーの実施。 実施回数５ 回。 参加企業数： １ ０ ５ 社

　 都立特別支援学校生徒の職
業的自立と 社会参加を 促進し
ていく 。

教 育 庁

2 9 2 　 高等部職能開発科の設置
　 知的障害が軽度から 中度の生徒を対象と
し た高等部職能開発科を設置する 。

〔 実施主体： 東京都教育委員会〕

練馬特別支援学校、 八王子南特別支援学校への職能開発科の設置完了 　 高等部に在籍する 生徒の就
労実現に向けた基礎的な職業
教育を 行う 職能開発科を 設置
する 。

教 育 庁

58



事業名・ 事業内容
令和６ 年度末

状況等
事業目標

東京
2 0 5 0
戦略

所管局
事業
体系

施策目標Ⅳ　 いき いき と 働ける 社会の実現

１ 　 一般就労に向けた支援の充実・ 強化

(1 ) 就労支援機関によ る 支援の充実

2 9 3 　 区市町村障害者就労支援事業（ 障害
者施策推進区市町村包括補助事業を含む）
　 障害者の一般就労の機会を 広げる と と も
に、 障害者が安心し て働き 続けら れる よ
う 、 身近な地域において就労面と 生活面の
支援を一体的に提供する 就労支援機関を 設
置する 。

〔 実施主体： 区市町村〕

　 5 1 区市町で実施

　 地域開拓促進コ ーディ ネータ ー
　 4 7 区市町に設置

　 事業の推進を図る 。 ○ 福 祉 局

2 9 4 　 障害者就業・ 生活支援セン タ ー事業
（ 東京都地域生活支援事業）
　 障害者雇用促進法に基づき 、 障害者の職
業生活における 自立を 図る ため、 福祉部門
と 雇用部門の連携によ り 、 生活面の支援と
就業面の支援を 一体的・ 継続的に行う 「 障
害者就業･生活支援センタ ー」 を 設置し 、 運
営を 支援し ている 。

〔 実施主体： 東京都〕

　 6 か所指定 　 事業の推進を図る 。 産 業
労 働 局

福 祉 局

2 9 5 　 障害者就労支援体制レ ベルアッ プ事
業（ 従事者研修）
　 区市町村障害者就労支援センタ ーのコ ー
ディ ネータ ーや就労移行支援事業所の支援
員等を対象に、 障害者の就労支援を行う 上
で必要な知識・ 情報、 技術、 コ ミ ュ ニケー
ショ ン能力の習得に資する 体系的な研修を
行い、 就労支援に従事する 人材の資質・ 能
力の向上を 図る 。

〔 実施主体： 東京都〕

　 2 3 1 名
　 3 日間×3 回

　 研修の実施を通じ て、 従事
者の資質・ 能力向上を 図る 。

福 祉 局

2 9 6 　 就労支援機関連携ス キル向上事業
　 就労支援機関等を 対象に、 障害者を 雇用
し よ う と する 企業へのアプロ ーチ・ マッ チ
ン グ等のス キルを付与する ための実践的な
研修、 就労定着支援事業所の定着支援ス キ
ルを 向上する 研修及び精神障害者の就労定
着支援に必要な医療機関と の連携ス キルを
向上する 研修を 実施する こ と で、 就労支援
機関等の支援力の向上を図る 。

〔 実施主体： 東京都〕

○マッ チン グス キル等向上研修　 2 回実施

○定着支援研修　 ２ 回実施

○医療機関連携ス キル向上研修　 2 回実施

　 研修の実施を通じ て、 就労
支援機関等の職員の資質・ 能
力向上を図る 。

○ 福 祉 局

2 9 7 　 精神障害者就労定着連携促進事業
　 精神障害者就労定着支援連絡会の設置
や、 障害者就業・ 生活支援センタ ーに配置
さ れた医療機関連携コ ーディ ネータ ーによ
る 連携医療機関の開拓、 医療機関ス タ ッ
フ ・ 患者向けの講座・ 見学会等の実施によ
り 、 精神障害者の就労定着支援の充実を 図
る 。

〔 実施主体： 東京都〕

○精神障害者就労定着支援連絡会事業
年1 2 回実施

○医療機関・ 就労支援機関等連携促進（ 6 か所×コ ーディ ネータ ー各1 名
以上配置）

　 精神障害者の就労及び安定
的な就労継続に向け、 企業・
医療機関・ 就労支援機関の連
携強化を図る 。

○ 福 祉 局

(2 ) 関係機関の連携によ る 支援の充実

2 9 8 　 東京都障害者就労支援協議会
　 障害者雇用の拡大を 目指し 、 関係各局に
よ る 従来の取組に加え、 庁内各局、 関係機
関、 企業及び経済団体を含めた協議の場を
設け、 各関係機関が連携を 図り ながら 障害
者の企業就労を 促進する 。

〔 実施主体： 東京都〕

　 2 回開催 　 「 首都TOKYO障害者就労
支援行動宣言」 （ 平成2 0 年
1 1 月策定） の具体化に向けて
協議を 重ねていく 。

○ 福 祉 局

産 業
労 働 局
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東京
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所管局
事業
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(3 ) 雇用の場と 機会の提供

2 9 9 　 障害者雇用の促進
　 障害者がその適性と 能力に応じ て公務に
就く 機会を 保障する と と も に、 企業等に対
する 指導的役割を果たすため、 障害者を 対
象と する 採用選考の実施や知的障害者を 対
象に、 非常勤職員から 常勤職員へス テッ プ
アッ プする 雇用の枠組みを 設ける など 、 計
画的な雇用の促進に努める 。

〔 実施主体： 東京都〕

（ 令和6 年6 月1 日現在）
　 障害者雇用率

（ 知事部局）
　 　 3 .2 6 %

　 都全体と し て雇用率３ ％を
達成でき る よ う 努める 。

総 務 局

3 0 0 　 「 東京チャ レ ンジオフ ィ ス 」 等の運
営
（ １ ） 知的障害者・ 精神障害者の雇用機会
の拡大を 目指し 、 都庁における チャ レ ン ジ
雇用を推進する 。 （ 臨時職員・ 非常勤職員
雇用）
（ ２ ） 総務局において、 知的障害者の活躍
の場の拡大を目指し 、 非常勤職員である オ
フ ィ ス サポータ ーを 雇用する と と も に、 非
常勤職員から 常勤職員へス テッ プアッ プで
き る 雇用の枠組みを 設ける など 、 知的障害
者の雇用を 促進する 。
（ ３ ） 教育庁において、 知的障害者・ 精神
障害者・ 身体障害者を 対象に、 チャ レ ン ジ
雇用を実施する と と も に、 非常勤職員であ
る 教育事務サポータ ー等と し て教育庁や都
立学校等で雇用する 取組を 行い、 ま た、 非
常勤職員から 常勤職員へス テッ プアッ プで
き る 雇用の枠組みを 設ける など 、 障害者雇
用を 推進する 。

〔 実施主体： 東京都、 東京都教育委員会〕

（ １ ） 会計年度任用職員
　 １ 年間　 1 ５ 人雇用
（ 福祉局1 ３ 人、 産業労働局２ 人）

（ ２ ） 会計年度任用職員
　 １ 年間　 1 3 人雇用
　 常勤職員（ 業務職）
　 １ 年間　 1 6 人雇用

（ ３ ） 会計年度任用職員
　 １ 年間　 2 3 0 人雇用
　 常勤職員（ 業務職）
　 １ 年間　 2 1 人雇用

　 事業の推進を図る 。 ○ 福 祉 局

産 業
労 働 局

総 務 局

教 育 庁

3 0 1 　 障害者によ る 地域緑化推進事業（ 障
害者施策推進区市町村包括補助事業）
　 区市町村が、 障害者就労支援の一環と し
て、 公園等の公共空間における 植栽や屋上
緑化など 、 都内の緑を 創出する 事業に取り
組むこ と を 支援する 。

〔 実施主体： 区市町村〕

　 9 区市町村で実施 　 事業の推進を図る 。 福 祉 局

(4 ) 障害特性に応じ た職業訓練

3 0 2 　 東京障害者職業能力開発校における
障害者職業訓練の実施
　 職業能力開発セン タ ーで訓練を 受ける こ
と が困難な身体障害者、 精神障害者、 発達
障害者及び知的障害者の職業訓練を実施す
る 。

〔 実施主体： 東京都〕

　 求職者訓練
　 年間定員　 2 6 0 名
　 在職者訓練
　 年間定員　 5 0 名

　 訓練科目の見直し 、 新規科
目の開発など 、 訓練内容等の
充実を 図る 。

○
（ 一部
該当）

産 業
労 働 局

3 0 3 　 障害者職業訓練の地域展開
　 身近な地域での受講機会の拡大を図る た
め、 一般の職業能力開発セン タ ーにおいて
障害者を 対象と し た訓練科目を実施する 。

〔 実施主体： 東京都〕

　 城東職業能力開発セン タ ー
　 年間定員　 2 0 名

　 城南職業能力開発セン タ ー
　 年間定員　 2 0 名

　 中央・ 城北職業能力開発セン タ ー板橋校
　 年間定員　 2 0 名

　 一般の職業能力開発セン
タ ーにおいて障害者を 対象と
し た訓練科目を設定する 。

産 業
労 働 局
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3 0 4 　 障害者の多様なニーズに対応し た委
託訓練の実施
　 雇用・ 就業を 希望する 障害者の増大に対
応し 、 多様な委託先を 活用し た委託訓練を
実施し 、 身近な地域での障害者の職業訓練
機会の拡充を図り 、 障害者の雇用促進に資
する 。

①知識・ 技能習得コ ース
　 民間教育機関を活用し 、 知識・ 技能習得
を 目的と し て職業能力の開発・ 向上を 図る
３ か月以内の訓練

②実践能力習得訓練コ ース
　 企業等の現場を活用し 、 職業実習によ る
実践的な職業能力の開発・ 向上を 図る ３ か
月以内の訓練

③ｅ －ラ ーニン グコ ース
　 Ｉ Ｔ 技術を活用し た遠隔地教育によ り 、
Ｉ Ｔ 技術の習得を図る ３ ～６ か月の訓練

〔 実施主体： 東京都、 公益財団法人東京し
ご と 財団〕

①知識・ 技能習得コ ース
　 定員4 7 0 名

②実践能力習得訓練コ ース
　 定員2 0 0 名

③ｅ －ラ ーニングコ ース
　 定員3 0 名

①～③合計
　 定員7 0 0 名

　 雇用就業を 希望する 障害者
の増大に対応し 、 事業の充実
を図る と と も に、 就職者数の
増加に努める 。

産 業
労 働 局

3 0 5 　 重度身体障害者在宅パソ コ ン講習事
業
　 在宅の重度身体障害者を 対象にイ ン タ ー
ネッ ト 等を 利用し て在宅のま ま でプロ グラ
ミ ン グの技術を 習得さ せる こ と によ り 、 パ
ソ コ ンを 利用し たコ ミ ュ ニケーショ ン や在
宅就労の機会を 提供する など 、 在宅の重度
身体障害者の社会参加の促進を図る 。

〔 実施主体： 社会福祉法人〕

受講者数　 1 0 人
（ 1 年目　 5 人、 2 年目　 5 人）

　 継続し て実施する 。 福 祉 局

(5 ) 障害者の雇用促進に向けた企業への支援等

3 0 6 　 障害者雇用就業総合推進事業
　 障害者を 就業に結び付ける コ ーディ ネー
ト 機能の充実・ 強化を 図り 、 普及啓発のた
めのセミ ナーから 、 中小企業等の人事担当
者に対する 障害者雇用に必要な知識やノ ウ
ハウ 等の提供、 精神障害者を 初めて雇用す
る 中小企業等に対し て、 雇用前の環境整備
から 雇用後の管理に関する 一貫し た支援な
ど 各種支援事業を実施する 。

〔 実施主体： 公益財団法人東京し ごと 財
団〕

・ 就業総合相談会： 4 回実施
・ 企業向けセミ ナー： 2 回実施
・ 特例子会社向けセミ ナー： 1 回実施
・ 保護者向けセミ ナー： 2 回実施
・ 医療機関向けセミ ナー： 1 回
・ 職場体験実習生への保険料補助： 2 ,4 1 3 件
・ 職場体験実習面談会： 8 回実施
・ ミ ニ面談会： 4 回実施
・ 支援機関と の意見交換会： 1 回実施
・ 情報発信関係事業
   　 パネル展示： 1 か月間
・ 障害者就活セミ ナー： 9 回実施
・ 障害者雇用実務講座： 6 回実施
・ 障害者雇用ナビ ゲート 事業： 年6 5 社支援
・ 障害者雇用就業サポート デス ク によ る 情報提供
・ 大学等と 連携し たセミ ナー： 年2 回

　 障害者を 就業に結び付ける
コ ーディ ネート 機能を 担う 機
関と し て、 一般就労に向けた
相談･支援の充実・ 強化を 図
る 。

○
（ 一部
該当）

産 業
労 働 局

3 0 7 　 障害者の就業促進に関する 意識啓発
等
　 障害者の雇用や就業の促進を図る ため、
商工団体、 企業、 国、 区市町村等と 意見交
換や企業見学会を行う と と も に、 福祉部
門、 教育部門と 連携し て障害者雇用の普及
啓発を目的と し たセミ ナーを 開催する 。
　 ま た、 障害者雇用に関する 支援制度や地
域の関係機関を 横断的に紹介する 啓発用ハ
ン ド ブッ ク をわかり やすく 作成し 、 ハロ ー
ワ ーク 、 区市町村など を通じ て事業主等に
配布する 。
　 さ ら に、 障害者を 多数雇用し ている 中小
企業を登録し て、 都のホーム ページ等で紹
介し 、 その取組を都が広く 周知する こ と に
よ り 、 障害者の積極的な雇用について普及
啓発する 。

〔 実施主体： 東京都〕

・ 東京労働局、 福祉局、 地域就労支援機関と の連絡会議開催

・ 現場の見学会参加者数
　 ７ 名

・ 普及啓発セミ ナー参加者数
　 ６ ０ 名

・ 障害者雇用促進啓発用冊子「 障害者雇用促進ハンド ブッ ク 」 を 作成
　  3 0 ,0 0 0 部

　 事業主等の障害者雇用への
理解と 意識の向上を図り 、 障
害者雇用の推進及び雇用の安
定を 図る 。

産 業
労 働 局

3 0 8 　 第三セク タ ー方式によ る 重度障害者
雇用モデル企業の育成
　 都が出資する 第三セク タ ー企業を育成指
導する と と も に、 一般企業に特例子会社制
度や障害者多数雇用の取組が広く 普及する
よ う 、 周知・ 啓発を 図る 。

〔 実施主体： 東京都〕

　 既設企業の育成･指導 　 モデル企業の周知・ 啓発を
図り 、 特例子会社制度の普及
や障害者雇用の拡大を 図る 。

産 業
労 働 局
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事業名・ 事業内容
令和６ 年度末

状況等
事業目標

東京
2 0 5 0
戦略

所管局
事業
体系

3 0 9 　 東京ジョ ブコ ーチ支援事業
　 国に準じ たジョ ブコ ーチを 独自に養成
し 、 初めて障害者を 雇用する 中小企業など
にジョ ブコ ーチが出向いて職場定着支援を
行う こ と によ り 、 障害者雇用の促進を 図
る 。
　 職場定着支援は公益財団法人東京し ご と
財団が民間団体に委託し て実施する 。

〔 実施主体： 公益財団法人東京し ごと 財
団〕

　 ジョ ブコ ーチ数
　 8 1 名
　 （ 令和6 年度末時点）

　 支援件数
　  9 4 2 件

　 稼働延べ日数
　 5 ,7 5 7 日

　 都が国に準じ たジョ ブコ ー
チを 独自に養成し 、 初めて障
害者を 雇用する 中小企業など
に職場定着支援を 行う こ と に
よ り 、 障害者雇用の促進を図
る 。

○ 産 業
労 働 局

3 1 0 　 東京都中小企業障害者雇用支援助成
事業
　 大企業と 比べて障害者雇用が進んでいな
い都内中小企業に対し 、 障害者雇用の拡大
と 職場定着の一層の促進を 図る ため、 助成
金を 支給する 。
　 ま た、 障害者雇用巡回相談員が、 助成対
象企業への巡回訪問・ 相談を 行う 。

〔 実施主体： 東京都〕

　 支給決定件数
　 4 8 8 件

　 訪問相談件数
　 4 6 5 件

　 国の特定求職者雇用開発助
成金に引き 続いて都が賃金助
成を する こ と によ り 、 障害者
雇用率が低迷し ている 中小企
業における 障害者雇用を 促進
する と と も に、 その職場定着
を図る 。

○ 産 業
労 働 局

3 1 1 　 中小企業のための障害者雇用支援
フ ェ ア
　 障害者雇用の進んでいない中小企業に対
し て障害者雇用に係る 支援制度・ 支援機関
等を 総合的に紹介し 理解を 深める ための
フ ェ ア（ イ ベン ト ） を 開催し 、 中小企業事
業主の障害者雇用を 推進さ せる 。
（ 内容）
・ 雇用相談コ ーナー・ 支援機関紹介コ ー
ナー、 資料展示・ 配布コ ーナー等の設置
・ 障害者雇用の法制度、 就労支援機関の支
援事例、 企業の雇用事例等を 紹介する セミ
ナーの開催　 等
・ 障害者雇用の特色ある 優れた取組を 行う
企業の表彰式の同時開催等

〔 実施主体： 東京都〕

　 オン ラ イ ン 開催
　 イ ベント WEBページ来場者数： 1 0 0 ,0 1 3 名 ※UU数

　 中小企業を 対象に障害者雇
用に係る 支援制度、 支援機関
を紹介し 障害者雇用について
の理解を深めても ら い中小企
業における 障害者雇用の推進
を図る 。

○ 産 業
労 働 局

3 1 2 　 企業見学支援事業
　 中小企業等に対し て、 障害者が職場で働
く イ メ ージの構築に向けて、 障害者雇用に
先行し て取り 組む企業等の事例を 提供する
こ と を目的と し て、 年間を 通じ て随時企業
見学先の提供を 行う 。

＜企業見学先の提供対象＞
・ 障害者雇用未経験等の中小企業等の人事
担当者
・ 一般就労を目指す障害者及びその就労支
援機関支援員

〔 実施主体： 公益財団法人東京し ごと 財
団〕

　 見学参加者
　 4 1 6 人

　 中小企業に対する 障害者雇
用を 支援する 。

○ 産 業
労 働 局

3 1 3 　 障害者安定雇用奨励事業
　 障害者の正規・ 無期雇用での雇入れ・ 転
換など を 実施する 事業主に対し 奨励金を 支
給する こ と によ り 、 障害者の安定雇用を 促
進する 。

〔 実施主体： 東京都〕

　 支給件数　 3 2 0 件 　 障害者の正規・ 無期雇用で
の雇入れ・ 転換など を 実施す
る 事業主に対し 奨励金を 支給
する こ と によ り 、 障害者の安
定雇用と 処遇改善の推進を図
る 。

○ 産 業
労 働 局

3 1 4 　 障害者雇用の特色ある 優れた取組を
行う 企業の顕彰制度
　 障害者雇用の特色ある 優れた取組を 行っ
ている 企業を顕彰する と 共に、 好事例を 発
信し 、 障害者が職場でいき いき と 活躍する
環境を整備する 。

〔 実施主体： 東京都〕

　 障害者雇用優良取組企業
　 5 件

　 障害者雇用の特色ある 優れ
た取組を行っ ている 企業を顕
彰する と 共に、 好事例を 発信
する こ と によ り 、 障害者が職
場でいき いき と 活躍する 環境
を整備する 。

○ 産 業
労 働 局

3 1 5 　 職場内障害者サポータ ー事業
　 障害者の職場定着を 推進する ため、 都内
企業の人事担当者や受け入れ予定職場の社
員に対し 、 障害者支援のノ ウ ハウ が学べる
養成講座を 実施する と と も に、 一定の条件
を 満たし た企業には奨励金を 支給する こ と
で職場内障害者サポータ ーを 養成する 。

〔 実施主体： 東京し ご と 財団〕

　 養成講座
　 受講者　 5 6 0 名

　 企業内に職場内障害者サ
ポータ ーを 養成し て、 障害者
の雇用促進と 職場定着の推進
を図る 。

○ 産 業
労 働 局
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3 1 6 　 中小企業障害者雇用応援連携事業
　 東京都、 国（ 労働局、 ハロ ーワ ーク ） 、
東京し ご と 財団、 都内の障害者就労支援機
関が連携し 、 都内の障害者就労支援機関に
配置さ れた障害者雇用支援員が、 雇用率未
達成の中小企業に対し て計画的に個別訪問
し 、 障害者雇用に関する 情報提供、 相談対
応、 求人開拓等を実施する 。

〔 実施主体： 東京都〕

　 支援企業数
　 新規訪問企業7 6 4 社
　 延べ訪問件数1 ,4 3 7 件

　 中小企業に対する 障害者雇
用を 支援する 。

○ 産 業
労 働 局

3 1 7 　 ソ ーシャ ルフ ァ ーム の創設及び活動
の支援
　 就労に困難を 抱える 方を 雇用する 都内事
業所をソ ーシャ ルフ ァ ーム と し て認証し 、
運営を支援する と と も に、 ソ ーシャ ル
フ ァ ーム の裾野を広げる ための取組等を 実
施する 。

・ ソ ーシャ ルフ ァ ーム 支援事業
・ ソ ーシャ ルフ ァ ーム 認証審査会等の運営
・ ソ ーシャ ルフ ァ ーム 等に関する 普及啓発
事業
・ 産業分野別ソ ーシャ ルフ ァ ーム 推進事業

〔 実施主体： 東京都、 公益財団法人東京し
ご と 財団〕

ソ ーシャ ルフ ァ ーム を認証（ 累計） 6 1 事業所 　 ソ ーシャ ルフ ァ ームを 認
証・ 支援する と と も に、 普及
啓発を 実施する 。

〇 産業 労働
局

２ 　 福祉施設における 就労支援の充実・ 強化

3 1 8 　 工賃アッ プセミ ナー事業
　 福祉施設の工賃水準を向上する ため、 施
設職員の経営意識と 利用者のモチベーショ
ン を 高める 研修を実施する こ と によ り 、 工
賃向上に向けた気運を 醸成を 図る 。

〔 実施主体： 東京都〕

　 工賃アッ プセミ ナーの実施 　 事業の推進を 図る 。 ○ 福 祉 局

3 1 9 　 受注促進・ 工賃向上設備整備費補助
事業
（ 目的）
　 受注機会の増大及び工賃向上を 目的と し
た生産設備の整備に対する 補助を 行い、 福
祉施設で就労する 障害者の自立を 促進す
る 。

（ 内容）
①対象施設…就労継続支援B型事業所
②補助率…補助対象経費の1 /2

〔 実施主体： 東京都〕

　 補助実績　 3 件 　 事業の推進を図る 。 ○ 福 祉 局

3 2 0 　 区市町村ネッ ト ワ ーク によ る 共同受
注体制の構築
　 共同受注を推進する 協議会を設置し 、 共
同受注体制の構築や新たな民需及び官公需
の開拓等を 行う こ と で、 障害者就労施設に
おける 受注機会の拡大と 工賃向上を図る 。

〔 実施主体： 東京都〕

・ 会議について
　 全体会議2 回
　 ワ ーキン ググループ4 回
　 計6 回の会議の実施

・ ネッ ト ワ ーク について
　 都内2 8 ネッ ト ワ ーク 中、 2 6 ネッ ト ワ ーク が参加

　 事業の推進を図る 。 ○ 福 祉 局

3 2 1 　 福祉・ ト ラ イ アルショ ッ プの展開
　 福祉施設の商品を 扱う ト ラ イ アルショ ッ
プ「 Ｋ Ｕ Ｒ ＵＭＩ Ｒ Ｕ （ く る みる ） 」 を 安
定し て運営する こ と によ り 、 就労継続支援
Ｂ 型事業所における 自主製品の販路拡大及
び工賃向上を図る 。

〔 実施主体： 東京都〕

B型事業所の自主製品を販売する ショ ッ プ「 K URUMIRU」 を運営
　 ・ 都庁を 含む3 か所等で運営

　 事業の推進を図る 。

（ 規模）
　 区部　 2 か所
　 多摩　 1 か所

○ 福 祉 局

3 2 2 　 経営コ ンサルタ ン ト 派遣等事業（ 障
害者施策推進区市町村包括補助事業）
　 都内における 作業所等の利用者の工賃
アッ プ、 就労意欲の向上を 目的と し て、 区
市町村が意欲ある 事業所に対し て経営コ ン
サルタ ン ト を派遣する 経費、 及び事業所が
工賃アッ プに取り 組むために必要な経費を
補助する 。

〔 実施主体： 区市町村〕

　 4 区で実施 　 事業の推進を図る 。 福 祉 局
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3 2 3 　 作業所等経営ネッ ト ワ ーク 支援事業
（ 障害者施策推進区市町村包括補助事業）
　 作業所等の利用者の工賃アッ プや就労意
欲の向上を 図る こ と を 目的と し て、 区市町
村が地域の複数の作業所等によ る ネッ ト
ワ ーク を 構築し て、 受注先開拓、 共同受
注、 共同商品開発、 製品の販路拡大等の活
動に取り 組む場合に補助を 行う 。

〔 実施主体： 区市町村〕

　 1 9 区市で実施 　 事業の推進を図る 。 福 祉 局

（ 再掲） 1 1 8 　 日中活動の場（ 通所施設
等） の整備・ 運営の支援（ 障害者施策推進
区市町村包括補助事業を含む）
　 特別支援学校の卒業生等の利用希望に応
える ため、 多様な日中活動の場（ 通所施設
等） を確保し 、 必要な支援を 提供する 。
①生活介護
②自立訓練（ 機能訓練・ 生活訓練）
③就労移行支援
④就労継続支援（ Ａ 型・ Ｂ 型）

〔 実施主体： 区市町村〕

「 ３ か年プラ ン 」 に係る 整備費補助
・ 施設整備費： 設置者（ 社会福祉法人等）
負担の1 /2 を特別助成する 。 ただし 、 利用者
の高齢化、 障害の重度化、 医療的ケアに対
応する も の及び地域生活支援の拠点と なる
も のに限る 。
・ 重度化等に対応し た地域生活基盤の整備
に対し て、 補助基準額に上乗せする など 補
助の拡充を 実施する 。

〔 実施主体： 東京都〕

定員5 8 ,5 1 8 人
（ 生活介護、 自立訓練、 就労移行支援、 就労継続支援の合計）
※障害者支援施設における 日中活動系サービ ス を 含む。
※児童福祉施設における 生活介護等を 除く 。

「 障害者・ 障害児地域生活支援３ か年プラ ン」 の推進

　 令和6 年度
　 1 ,2 6 3 人
（ 重症心身障害児（ 者） 通所分7 6 人を 含む。 施設整備補助はう ち1 5
人）

　 「 障害者・ 障害児地域生活
支援３ か年プラ ン 」 の推進

　 令和6 年度～令和8 年度
　 5 ,1 0 0 人
（ 重症心身障害児（ 者） 通所
分2 0 0 人を 含む。 ）

○ 福 祉 局

3 2 4 　 就労継続支援Ａ 型事業所経営適正化
事業
　 就労継続支援Ａ 型事業所に対し 、 都内事
業所の経営に関する 好事例の普及啓発、 経
営改善セミ ナーの実施やアド バイ ザーの派
遣等によ り 、 企業的経営手法の導入を 図る
こ と で、 収益性向上や業務の効率化等適正
な事業所運営に向けた取組を 支援する 。

〔 実施主体： 東京都〕

・ 経営維持向上セミ ナー3 3 名参加
・ 経営適正化アド バイ ザー派遣　 1 7 か所

　 事業の推進を図る 。 福 祉 局

3 2 5 　 デジタ ル技術を活用し た重度障害者
に対する 就労支援事業
（ 目的）
　 遠隔操作が可能な分身ロ ボッ ト や意思伝
達シス テム 等を 活用し 、 重度肢体不自由等
の重度障害者の就労を 支援する モデル事業
を 実施する 。

〔 実施主体： 東京都〕

・ モデル事業の実施によ り 、 重度障害者への就労支援について、 コ ー
ディ ネータ ーによ る 支援機関等の調整や情報発信の必要性を 検証
・ 令和7 年度から デジタ ルを 活用し た新規事業を実施予定

　 事業の推進を図る 。 ○ 福 祉 局

3 2 6 　 生産活動に係る 営業開拓等支援事業
　 就労継続支援Ｂ 型事業所に対し 、 事業所
の状況に応じ て、 仕事が受注でき る よ う 、
企業と 事業所の間で仕事のマッ チングがで
き る 環境を 構築し 、 営業活動を支援する こ
と で、 工賃向上を図る 。

〔 実施主体： 東京都〕

・ 電子掲示板（ 仕事情報の掲載等） の運営
・ 本件事業に登録し たB型事業所の数…3 2 6 事業所

　 事業の推進を図る 。 福 祉 局

3 2 7 　 就労継続支援Ｂ 型事業所マネジメ ン
ト 事業
　 就労継続支援Ｂ 型事業所が工賃向上を 目
指す上で抱える 様々な課題について、 事業
所の状況に応じ て自ら 解決でき る よ う 伴走
型支援を 実施する 。

〔 実施主体： 東京都〕

３ １ 事業所で実施 　 事業の推進を 図る 。 福 祉 局
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事業名・ 事業内容
令和６ 年度末

状況等
事業目標

東京
2 0 5 0
戦略

所管局
事業
体系

施策目標Ⅴ　 サービ ス を 担う 人材の養成・ 確保及びＤ Ｘ の活用

１ 　 障害福祉サービ ス 等を担う 福祉人材の確保・ 育成・ 定着への取組の充実

(1 ) 普及啓発の実施

3 2 8 　 福祉人材セン タ ーの運営事業
①無料職業紹介事業
　 福祉分野における 無料職業紹介事業を 始
め、 大規模合同就職説明会やセミ ナー等、
福祉人材確保のための様々な取組を行っ て
いる 。

②次世代の介護人材確保事業
　 中学・ 高校への訪問セミ ナーや、 次世代
を 担う 高校生を 対象と し た福祉施設での職
場体験を 実施する と と も に、 小中高校の教
員に福祉の仕事の魅力や重要性を 伝える 動
画を 発信し 、 福祉の仕事に対 関する 興味関
心を 高めていく 。

③人材定着・ 離職防止相談支援事業
　 社会福祉従事者の様々な悩み・ 不安の相
談を 受け付ける 相談窓口を 設置し 、 離職防
止等を図る 。

④事業所に対する 育成支援事業
　 小・ 中規模の事業所における 職場研修の
実施を支援する ため、 講師派遣や研修アド
バイ ザーによ る 相談・ 助言を 行う 。

〔 実施主体： 東京都〕

①新規求人数　 1 1 ,7 1 4 名
　 新規求職者数　 3 ,8 8 3 名
　 就職者数　 1 ,6 2 4 名

②参加者数
　 学校訪問セミ ナー　 7 3 4 名
　 職場体験　 高校生 9 4 名
　
③相談者数
　 福祉の仕事相談　 1 ,9 5 4 名
　 こ こ ろス ッ キリ 相談1 ,0 9 0 名

④
・ 登録講師派遣事業
　 講師派遣（ 研修実施） 数 4 1 8 件
・ 研修実施サポート 事業
　 相談件数　 8 4 件

　 福祉人材の確保・ 定着・ 育
成を 推進する 。

○ 福 祉 局

3 2 9 　 福祉の仕事イ メ ージアッ プキャ ン
ペーン
　 福祉人材の確保を 図る ため、 若年層はも
と よ り 幅広い世代に福祉の仕事の魅力を 発
信する 普及啓発キャ ン ペーン を実施する 。

〔 実施主体： 東京都〕

・ 福祉・ 介護の仕事魅力PR動画の作成・ 都内主要2 8 駅、 都番組CM及び
WEB※にて放映
※WEB広告 総視聴完了数：  2 4 3 万、 You Tu b e： 3 2 万再生
・ 上記動画及びハロ ーキティ 、 イ ン フ ルエンサー、 若手職員を活用し た
福祉・ 介護の仕事の魅力PRイ ベン ト 開催（ 新宿アルタ 1 階）
・ 若者向け、 離職・ 転職者向け特設サイ ト によ る 情報発信
・ イ ン タ ーネッ ト 広告、 Ｓ Ｎ Ｓ 等バナー広告（ Go og le、 Ya h o o 、
LIN E、 M ic ro so f t、 Meta ）
・ You Tu b e広告
・ TOK YO福祉のお仕事アンバサダー事務局 In sta g ra m ， 東京都公式X
での情報発信

　 福祉業界のイ メ ージアッ プ
を図る と と も に、 キャ ン ペー
ンの主な対象者を 様々な就労
支援に結び付ける こ と で、 福
祉人材の確保を図る 。

○ 福 祉 局

(2 ) 就職、 定着支援

3 3 0 　 福祉人材確保対策の推進

　 福祉関係団体等が参画する 協議体を 設置
し 、 福祉人材の確保・ 育成・ 定着に向けた
取組の方向性や具体策を検討し 、 施策の推
進に繋げる と と も に、 福祉人材の魅力を 発
信する ム ーブメ ント を 創出する 。

〔 実施主体： 東京都〕

・ 第1 回運営協議会： 令和6 年6 月2 0 日（ オン ラ イ ン併用によ る 開催） 　 福祉人材の確保・ 育成・ 定
着を 推進する 。

○ 福 祉 局

（ 再掲） 2 3 9 　 障害福祉サービ ス 等職員宿
舎借り 上げ支援事業
　 職員住宅の借り 上げを支援する こ と で、
福祉・ 介護人材の確保定着を 図る と と も
に、 施設によ る 防災の取組を 計画的に進
め、 地域の災害福祉拠点と し て、 災害時の
迅速な対応を推進する 。

〔 実施主体： 公益財団法人東京都福祉保健
財団〕

　 7 8 4 戸（ 継続6 4 7 戸、 新規1 3 7 戸） 　 事業の推進を 図る 。 ○ 福 祉 局

3 3 1 　 東京都福祉人材情報バン ク シス テム
によ る 情報発信
　 福祉職場に関心のある 方に、 東京都福祉
人材情報バンク シス テム「 ふく むすび」
（ Web サイ ト ） への登録を 促し 、 福祉事業
者の職員募集や職場環境等に関する 情報、
都・ 区市町村の資格取得等に関する 支援策
や研修・ イ ベン ト 等の情報を 発信する 。

〔 実施主体： 東京都〕

・ アク セス 件数
　 TOPページ： 4 5 2 ,4 9 3 件
　 全コ ンテン ツ ： 1 ,6 8 8 ,5 4 9 件

　 東京都福祉人材情報バンク
シス テムによ り 、 福祉職場に
関心のある 方々に福祉職場に
関する 様々な情報を発信し 、
一人でも 多く の方を福祉職場
につなぐ など 、 福祉人材の確
保に資する 。

○ 福 祉 局
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事業名・ 事業内容
令和６ 年度末

状況等
事業目標

東京
2 0 5 0
戦略

所管局
事業
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3 3 2 　 働き やすい福祉・ 介護の職場宣言情
報公表事業
　 人材育成、 キャ リ アパス 、 ラ イ フ ・ ワ ー
ク ・ バラ ン ス 等、 働き やすさ の指標と なる
項目を明示し た「 働き やすい福祉の職場ガ
イ ド ラ イ ン 」 を 策定し 、 こ れを踏ま えた職
場づく り に取り 組み、 「 働き やすい福祉の
職場宣言」 を行う 事業所の情報を 公表する
こ と で、 働き やすい事業所の「 見える 化」
を 促進し 、 福祉人材の確保を 推進する と と
も に、 福祉業界全体の職場環境の向上を 図
る 。

〔 実施主体： 東京都〕

・ 申請数
　 新規： 5 0 法人・ 3 1 5 事業所
　 更新： 1 5 4 法人・ 1 2 7 6 事業所

・ 公表数
　 新規： 3 1 1 事業所
　 更新： 1 2 7 7 事業所

　 高齢・ 児童・ 障害分野の福
祉事業所における 人材確保を
推進する と と も に、 福祉業界
全体の職場環境を 向上さ せ
る 。

○ 福 祉 局

3 3 3 　 福祉の仕事就業促進事業
　 職場体験から マッ チング、 就業、 定着ま
でを 一貫し て支援する こ と によ り 、 求職者
と 求人事業所双方のニーズに応え、 未経験
者等の福祉分野への入職・ 定着を 促進す
る 。

〔 実施主体： 東京都〕

・ 体験者数： 5 5 7 人
・ 就業決定数： 7 4 人
・ 登録事業者数： 7 8 6 事業所

　 求職者と 求人事業所双方の
ニーズに応え、 未経験者等の
福祉分野への入職・ 定着を促
進する 。

福 祉 局

3 3 4 　 障害福祉人材の確保・ 定着に向けた
事業所支援事業
　 障害福祉の現場における 人材確保・ 定着
に向け、 職員が継続し て働く こ と ができ る
環境整備を 行う 事業所等の取組を 支援する
ため、 中小規模事業者に対し 専門家を 派遣
し 、 業務効率化やDX化推進によ る 職員の負
担を 軽減する ための個別支援を行う 。
　 ま た、 職員採用や人材育成を効果的に行
う ため、 共同で採用活動や人材育成を 行う
法人のグループに対し 、 専門家を 派遣し 、
人材確保・ 育成に向けた取組について助言
を 行う 。

〔 実施主体： 東京都〕

（ 専門家派遣によ る 生産性向上への取組支援）
　 3 7 事業所

（ 人材採用・ 育成の協働促進）
　 ８ グループ3 5 法人

　 事業所等の実情を踏ま えた
個別支援によ り 、 単独で対策
を進める こ と が難し い小中規
模事業者における 課題解決を
推進する 。

福 祉 局

3 3 5 　 障害福祉サービ ス 居住支援特別手当
事業
　 福祉・ 介護職員に対し て居住支援特別手
当を 支給する 事業所を 支援する こ と で、 離
職を 防止し 、 今後のニーズの増加に応じ た
人材の確保・ 定着を 図る 。

〔 実施主体： 東京都〕

福祉・ 介護職員を 対象に居住支援特別手当を支給する 障害福祉サービ ス
等事業者を 支援

　 事業の推進を図る 。 福 祉 局

3 3 6 　 障害福祉分野就職支援金貸付事業
　 他業種から 障害福祉分野への参入を 促進
する ため、 初任者研修以上の研修を修了し
た者で、 障害福祉を 主たる 業務と し て就労
し た者又は就労を予定し ている 者に対し 、
支援金を 貸し 付ける 。

〔 実施主体： 社会福祉法人東京都社会福祉
協議会〕

新規決定件数
1 5 件

　 新型コ ロ ナウ イ ルス の影響
によ る 離職者の再就職や、 慢
性的な人材不足にある 介護・
障害福祉分野への人材参入を
促進する 。

福 祉 局

3 3 7 　 福祉系高校修学資金返還充当資金貸
付事業
　 福祉系高校修学資金を借り 受けたが、 介
護分野を 除く 障害福祉分野等に就職し た場
合に、 福祉系高校修学資金の返還に充てる
資金を貸し 付ける 。

新規決定件数
0 件

　 慢性的な人材不足にある 介
護・ 障害福祉分野への人材参
入を 促進する 。

福 祉 局

(3 ) 質の高いサービ ス を 提供でき る 人材の養成

3 3 8 　 介護職員等によ る たんの吸引等のた
めの研修事業
　 在宅や障害者施設等において、 適切にた
んの吸引等の医療的ケアを 行う こ と ができ
る 介護職員等を 養成する と と も に、 たんの
吸引等の業務を 行う 事業者及び従業者の登
録等を実施し 、 医療関係者と の連携の下で
安全に、 たんの吸引等の提供ができ る 体制
を 整備する 。

〔 実施主体： 東京都〕

研修修了者
　 　  1 ,2 7 2 組

　 今後の需要に的確に対応で
き る よ う 、 着実に養成を 図
る 。

福 祉 局
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東京
2 0 5 0
戦略
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3 3 9 　 サービ ス 管理責任者研修（ 東京都地
域生活支援事業）
　 障害者総合支援法の適切かつ円滑な運営
に資する ため、 サービ ス の質の確保に必要
な知識、 技能を 有する サービ ス 管理責任者
の養成を 図る 。

〔 実施主体： 東京都〕

　 研修修了者
　 ・ 基礎研修　 2 ,0 0 5 人
　 ・ 実践研修　 1 ,0 3 8 人
　 ・ 更新研修　    7 5 8 人
　 ・ 専門コ ース 別研修　 2 7 9 人

　 今後の需要に的確に対応で
き る よ う 、 着実に養成を 図
る 。

福 祉 局

（ 再掲） 1 3 3 　 精神障害計画相談支援従事
者等養成研修事業
　 指定特定相談事業所等に対し て、 精神障
害者に対する 地域移行支援等の基本的知識
及び技術の習得等に資する 内容の研修を 行
い、 地域移行・ 地域定着を 担う 事業所の資
質向上と 拡大を 図る 。

〔 実施主体： 東京都〕

　 2 回開催
　 研修修了者数　 1 7 0 人

　 精神障害者地域移行・ 地域
定着を 担う 事業所の資質向上
と 拡大を図る 。

福 祉 局

3 4 0 　 障害支援区分認定調査員等研修（ 東
京都地域生活支援事業）
　 自立支援給付に係る 障害支援区分調査及
び市町村審査会における 審査判定業務に際
し て、 全国一律の基準に基づき 、 障害支援
区分認定における 客観的かつ公平・ 公正な
調査及び審査判定等を 実施する ために必要
な知識、 技術を 習得及び向上さ せる 。

①障害支援区分認定調査員研修
②市町村審査会委員研修
③主治医研修

〔 実施主体： 東京都〕

研修修了者
①3 3 4 人
②8 0 人
③6 8 4 人

　 今後の需要に的確に対応で
き る よ う 、 着実に養成を 図
る 。

福 祉 局

3 4 1 　 グループホーム従事者人材育成支援
事業
　 グループホーム従事者に対し 、 適切な支
援等の研修を実施する こ と で、 虐待防止と
サービ ス の質の向上を 図る 。

〔 実施主体： 東京都〕

　 研修修了者
　 ・ 基礎研修　 　 1 ,4 4 6 人
　 ・ 専門研修　 　 　   6 9 人
　 ・ 管理者研修　 　 2 0 9 人

　 事業の推進を図る 。 ○ 福 祉 局

①研修修了者
　 　 １ ,７ ６ ９ 人

②研修修了者
　 　 ２ ,０ １ ０ 人

③研修修了者
　 　 ５ １ ２ 人

④研修修了者
　 　 0 人

⑤研修修了者
　 　 １ ４ 人

福 祉 局

福 祉 局

3 4 2 　 ホーム ヘルパー養成研修事業
①重度訪問介護従業者養成研修
　 重度の肢体不自由者であっ て、 常時介護
を 要する 障害者等に対する 入浴、 排せつ及
び食事等の介護、 調理、 洗濯及び掃除等の
家事並びに外出時における 移動中の介護に
関する 知識及び技術を 有する 重度訪問従業
者の養成

②同行援護従業者養成研修
　 視覚障害によ り 、 移動に著し い困難を 有
する 障害者等に対し て、 外出時に、 当該障
害者等に同行し て、 移動に必要な情報を 提
供する と と も に、 移動の援護、 排せつ及び
食事等の介護その他の当該障害者が外出す
る 際に必要な援助に関する 一般的な知識及
び技術を 有する 同行援護従業者の養成

③行動援護従業者養成研修
　 知的障害又は精神障害によ り 、 行動上著
し い困難を 有する 障害者で常時介護を 有す
る 者に対する 行動時の危険回避の援護、 外
出時の移動中の介護等に関する 知識及び技
術を 有する 行動援護従業者の養成

④居宅介護職員初任者研修（ 平成2 5 年度新
設）
　 障害者（ 児） の多様化する ニーズに対応
し た専門的な知識・ 技術を 有する 居宅介護
職員の養成

⑤居宅介護従業者基礎研修（ 平成2 5 年度新
設）
　 障害者（ 児） の多様化する ニーズに対応
し た基礎的な知識・ 技術を 有する 居宅介護
従業者の養成

〔 実施主体： 区市町村、 民間養成事業者〕

　 今後の需要に的確に対応で
き る よ う 、 着実に養成を 図
る 。
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2 0 5 0
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3 4 3 　 難病患者ホームヘルパー養成研修
　 難病患者等の多様なニーズに対応し た適
切なホーム ヘルプサービ ス を 提供する た
め、 既存のヘルパー研修を 修了（ 履修中を
含む。 ） し た者（ 及び介護福祉士） に対
し 、 都が指定する 民間団体等の研修によ
り 、 必要な知識や技能の習得を図る 。

〔 実施主体： 民間養成事業者〕

　 養成研修修了者
　 累計　 1 0 2 人

　 継続し て実施する 。 保 健 医療
局

3 4 4 　 ガイ ド ヘルパー養成研修事業
①視覚障害者移動支援従業者養成研修
　 視覚障害者（ 児） の外出時の移動の介護
に関する 知識及び技術を有する 移動介護従
業者の養成

②全身性障害者移動支援従業者養成研修
　 全身性の障害者（ 児） の外出時の移動の
介護に関する 知識及び技術を 有する 移動介
護従業者の養成

③知的障害者移動支援従業者養成研修
　 知的障害者（ 児） の移動の介護に関する
知識及び技術を 有する 移動介護従業者の養
成

〔 実施主体： 区市町村・ 民間養成事業者〕

①研修修了者
　 　 ０ 人

②研修修了者
　 　 2 ８ ９ 人

③研修修了者
　 　 ７ ２ ４ 人

　 今後の需要に的確に対応で
き る よ う 、 着実に養成を 図
る 。

福 祉 局

3 4 5 　 職業能力開発セン タ ーにおける 介護
従事者等の養成
　 福祉サービ ス 需要の高度化・ 多様化に対
応する ために、 職業能力開発セン タ ーの
「 介護サービ ス 科」 等を充実し 、 介護従事
者の確保と 資質の向上を図る 。

〔 実施主体： 東京都〕

　 ５ 校
　 年間定員　 3 0 0 名

　 職業能力開発センタ ーにお
ける 介護従事者養成の訓練内
容の充実を 図る 。

産 業
労 働 局

3 4 6 　 現任障害福祉サービ ス 等職員資格取
得支援事業
　 障害福祉サービ ス 事業所等で働く 職員
が、 国家資格を 取得する 際にかかる 経費の
一部を補助する こ と によ り 、 職員の育成及
びサービ ス の質の向上を図る 。

〔 実施主体： 公益財団法人東京都福祉保健
財団〕

　 9 3 人補助 　 事業の推進を図る 。 ○ 福 祉 局

3 4 7 　 代替職員の確保によ る 障害福祉従事
者の研修支援事業
　 都内の障害福祉サービ ス 事業所等が職員
の専門性の向上を図る ため研修等を受講さ
せる 場合に、 受講期間中の代替職員を 派遣
する こ と で、 福祉・ 介護職員の資質向上を
図る 。

〔 実施主体： 東京都〕

　 派遣時間
　 　 8 ,6 4 8 .6 0 時間

　 事業の推進を図る 。 ○ 福 祉 局

3 4 8 　 障害福祉サービ ス 事業所職員奨学金
返済・ 育成支援事業
　 事業者が新卒者等の経験の浅い常勤職員
の奨学金返済相当額を 手当と し て支給する
場合に要する 経費の一部を 支援する こ と
で、 職員の確保・ 定着を図る 。

〔 実施主体： 東京都〕

　 8 5 人補助 　 事業の推進を図る 。 ○ 福 祉 局

3 4 9 　 区市町村障害福祉人材確保対策事業
　 区市町村が実施する 障害福祉人材確保に
向けた取組への支援を 行う こ と で、 地域社
会を 支える 障害福祉人材の確保・ 育成・ 定
着を 図る 。

〔 実施主体： 区市町村〕

　 2 3 区市で実施 　 事業の推進を図る 。 ○ 福 祉 局
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3 5 0 　 社会福祉等に係る 研修の充実
①行政機関職員研修
　 対象： 生活保護行政等（ 及び社会福祉行
政） に従事する 職員
　 内容： 今日的課題についての理解

②人権研修
　 対象： 公私（ 都及び民間） の社会福祉事
業従事者
　 内容： 人権についての正し い理解と 認識

③民生児童委員研修
　 対象： 新任及び現任の民生・ 児童委員
　 内容： 人権についての正し い理解と 認識

〔 実施主体： 東京都〕

①3 回開催
　 受講者数
　 　 2 3 0 人
②
人権研修【 Ⅰ】
3 回開催
受講者数： 1 ,0 6 9 人
人権研修【 Ⅱ】
8 回開催
受講者数： 2 9 0 人

③研修受講者
【 現任】 2 ,7 5 5 人（ 資料配布数）

　 東京都職員及び民間の社会
福祉事業従事者等の資質の向
上を 図る 。

福 祉 局

3 5 1 　 東京都立大学健康福祉学部の運営
　 高齢化社会の進展に伴う 保健医療に対す
る 需要に応え、 よ り 高度な専門知識と 柔軟
な応用力を 備えた資質の高い保健医療職を
育成する 。

〔 実施主体： 東京都公立大学法人〕

（ 令和６ 年5 月1 日時点学生数）
健康福祉学部
　 　 8 1 6 名

　 東京都立大学健康福祉学部
の運営

（ 養成規模）
①看護師、 保健師　 8 0 人
②理学療法士　 　 　 3 5 人
③作業療法士　 　 　 4 0 人
④診療放射線技師　 4 0 人

総 務 局

3 5 2 　 障害福祉サービ ス 等事業者に対する
経営管理研修事業
　 障害福祉サービ ス 事業所等を運営する 法
人責任者及び管理者等に対し 、 人材マネジ
メ ン ト 等の研修を実施する こ と で、 事業所
における 職員の定着や資質向上を 図る 。

〔 実施主体： 東京都〕

　 研修修了者
　 　 　 5 4 7 人
　 セミ ナー修了者
　 　 　 2 6 2 人

　 事業の推進を図る 。 福 祉 局

（ 再掲） 1 9 3 　 障害者支援施設等支援力育
成派遣事業
　 障害者支援施設等において、 高齢・ 重度
化や強度行動障害等への対応力を 向上さ せ
る ため、 各施設へ専門職等を 派遣し 、 施設
の支援力強化を 図る 。

〔 実施主体： 東京都〕

　 対象である 6 施設等に対し て専門職等を 派遣し 、 研修や技術指導など を
実施。

　 事業の推進を図る ○ 福 祉 局

3 5 3 　 福祉・ 介護職員処遇改善加算取得促
進事業
　 福祉・ 介護職員処遇改善加算等の取得に
係る 事業所への助言・ 指導等によ り 、 事業
所における 加算の新規取得や、 よ り 上位の
区分の加算取得を促進する こ と で、 職員の
確保及び定着を 図る 。

〔 実施主体： 東京都〕

個別訪問
　 　 　 1 7 6 事業所

　 事業の推進を図る 。 ○ 福 祉 局

（ 再掲） 1 1 6 　 グループホーム 地域ネッ ト
ワ ーク 事業（ 障害者施策推進区市町村包括
補助事業）
　 地域のグループホーム同士がネッ ト ワ ー
ク を 構築し 、 職員の人材育成やグループ
ホーム相互の連携強化等を 進める こ と で、
援助の質の向上を図る 。

〔 実施主体： 区市町村〕

　 4 区市で実施 　 事業の推進を図る 。 福 祉 局

（ 再掲） 1 2 7 　 相談支援従事者研修（ 東京
都地域生活支援事業）
　 障害者等の意向に基づく 地域生活を 実現
する ために必要なサービ ス の総合的かつ計
画的な利用支援等のため、 サービ ス 等利用
計画及び障害児支援利用計画を作成する 相
談支援専門員の養成及び資質の向上を 図
る 。

〔 実施主体： 東京都〕

①東京都
・ 初任者研修　 　 　 　 1 回
・ 現任研修　 　 　 　 　 1 回
・ 主任研修　 　 　 　 　 1 回
・ 専門コ ース 別研修　 2 回
②指定研修事業者
・ 初任者研修　 　 　 　 1 回
・ 現任研修　 　 　 　 　 0 回

　 今後の需要に的確に対応で
き る よ う 、 着実に養成を 図
る 。

福 祉 局
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（ 再掲） 2 7 　 障害者虐待防止対策支援事業
（ 東京都地域生活支援事業）
　 障害者虐待の未然防止や早期発見、 迅速
な対応、 その後の適切な支援のため、 障害
者虐待防止法に基づく 都道府県障害者権利
擁護セン タ ーと し ての機能を 適切に果たす
と と も に、 区市町村障害者虐待防止セン
タ ー担当職員や障害者福祉施設従事者等の
支援体制の強化等を 図る こ と を目的と し
て、 障害者虐待防止・ 権利擁護に関する 研
修等の事業を実施する 。

〔 実施主体： 東京都〕

1  障害者虐待防止・ 権利擁護研修
・ 区市町村等職員研修（ 基礎研修） １ 回　 5 5 名
・ 区市町村等職員研修（ テーマ別） １ 回　 6 0 名
・ 区市町村等職員研修（ 施設虐待対応） １ 回　 4 5 名

・ 障害者福祉施設等職員研修
共通講義（ オンデマンド 配信） 及び演習（ 3 0 回）
　 　 　 　 　 計2 ,6 9 5 名修了

2  専門性強化事業（ 弁護士等法律相談）
・ 相談案件なし

　 事業の推進を図る 。 福 祉 局

（ 再掲） 4 9 　 聴覚障害者への情報支援のた
めの人材養成（ 東京都地域生活支援事業）
　 聴覚障害者の福祉に理解と 熱意を有する
者に対し 、 要約筆記の指導を 行う こ と によ
り 要約筆記者を 養成し 、 も っ て聴覚障害者
の福祉の増進を 図る 。
○中途失聴・ 難聴者コ ミ ュ ニケーショ ン 事
業

〔 実施主体： 東京都〕

（ 修了者数）
　 要約筆記者　 2 1 名

　 継続し て実施する 。 福 祉 局

（ 再掲） 5 4 　 失語症者向け意思疎通支援者
養成事業（ 東京都地域生活支援事業）
　 失語症のため意思疎通を 図る こ と に支障
がある 障害者等が自立し た日常生活・ 社会
生活を営むこ と ができ る よ う 、 失語症者向
け意思疎通支援者の養成を 図る 。

〔 実施主体： 東京都〕

（ 終了者数）
必修基礎コ ース 　 3 8 名
応用コ ース 　 　 　 1 5 名

　 着実に実施する 。 福 祉 局

（ 再掲） 5 6 　 盲ろう 者通訳・ 介助者の派遣
及び養成（ 東京都地域生活支援事業）
　 盲ろう 者のコ ミ ュ ニケーショ ン 手段及び
移動の自由を確保し 、 その社会参加を 促進
する ため、 都内在住の盲ろ う 者に対し て通
訳・ 介助者の派遣を 行う と と も に、 通訳・
介助者の養成研修を 行う 講習会等に対し 補
助を 行う 。

※盲ろう 者と は、 視覚障害と 聴覚障害と が
重複し てある 重度の障害者（ 児）

〔 実施主体： （ 派遣） 東京都（ 養成研修）
民間団体〕

・ 通訳・ 介助者派遣事業
　 派遣件数　 1 3 ,1 6 2 件
　 派遣時間　 4 9 ,3 8 1 時間

・ 通訳・ 介助者養成研修事業
　 受講者数　 2 8 人
　 修了者数　 2 5 人

　 継続し て実施する 。 福 祉 局

（ 再掲） 5 9 　 点訳・ 朗読奉仕員指導者等養
成事業（ 東京都地域生活支援事業）
　 点訳・ 朗読に関する 知識と 経験を有する
者に対し 、 指導方法、 専門点訳技術等を 指
導する こ と によ り 、 指導者養成及び専門点
訳奉仕員等を育成し 、 視覚障害者福祉の増
進を 図る 。

（ 内容）
　 点訳奉仕員指導者養成
　 朗読奉仕員指導者養成
　 専門点訳奉仕員養成（ 英語、 理数、 楽
譜、 触図、 コ ン ピ ュ ータ ）
　 修了者研修会

〔 実施主体： 東京都〕

修了者

点訳奉仕員指導者養成　 3 名
朗読奉仕員指導者養成 1 0 名
専門点訳奉仕員養成    1 3 名

　 継続し て実施する 。 福 祉 局

（ 再掲） 6 1 　 音声機能障害者発声訓練指導
者養成事業（ 東京都地域生活支援事業）
　 音声機能障害者に対する 発声訓練の指導
者を 養成し 、 音声機能障害者のコ ミ ュ ニ
ケーショ ン 手段の確保を図る と と も に、 社
会復帰を 促進する 。

〔 実施主体： 東京都〕

養成研修会派遣者　 　 1 2 名 　 継続し て実施する 。 福 祉 局
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（ 再掲） 2 9 5 　 障害者就労支援体制レ ベル
アッ プ事業（ 従事者研修）
　 区市町村障害者就労支援センタ ーのコ ー
ディ ネータ ーや就労移行支援事業所の支援
員等を対象に、 障害者の就労支援を行う 上
で必要な知識・ 情報、 技術、 コ ミ ュ ニケー
ショ ン能力の習得に資する 体系的な研修を
行い、 就労支援に従事する 人材の資質・ 能
力の向上を 図る 。

〔 実施主体： 東京都〕

　 2 3 1 名
　 3 日間×3 回

　 研修の実施を通じ て、 従事
者の資質・ 能力向上を 図る 。

福 祉 局

3 5 4 　 東京都障害者ピ アサポート 研修事業
　 質の高いピ アサポート 活動実現に向け、
ピ アサポータ ーと し て従事する 者や、 障害
福祉サービ ス 事業所等の管理者等に対し 研
修を 行う 。

研修修了者数
　 基礎研修 1 7 9 名
　 専門研修 1 6 1 名
　 フ ォ ロ ーアッ プ研修 1 1 2 名

継続し て実施する 福 祉 局

3 5 5 　 訪問系障害福祉サービ ス 事業所人材
確保対策支援事業
　 高齢者・ 大学生等の介護未経験者等を 雇
用し 、 居宅介護・ 重度訪問介護のヘルパー
を サポート する 人材を 確保し 、 こ れら の人
材の資格取得を 支援する 区市町村の取組を
支援する 。

〔 実施主体： 東京都〕

２ 区市 　 事業の推進を 図る 福 祉 局

3 5 6 　 障害者支援施設等における リ ハビ リ
テーショ ン 職員配置促進事業
　 重度・ 高齢化が進む入所施設における 利
用者の身体機能に応じ た適切な支援の実施
を 推進する ため、 対象施設へのリ ハビ リ 職
員の配置を 促進し 、 支援の質の向上を 図
る 。

〔 実施主体： 東京都〕

・ リ ハ職員活用促進動画を、 東京動画で公開
・ アド バイ ザーを １ ９ 施設に派遣（ S T６ 、 PT６ 、 OT７ ）

　 事業の推進を図る 〇 福 祉 局

２ 　 障害福祉サービ ス 事業所における Ｄ Ｘ の活用

（ 再掲） 4 4 　 障害者デジタ ル技術支援総合
基盤整備事業（ 東京都地域生活支援事業）
　 障害者に対する デジタ ル技術利用相談支
援を 実施する と と も に、 区市町村の障害者
デジタ ル技術活用支援体制を 整備する ため
に、 区市町村職員等を 対象と し た研修を 実
施し 、 も っ て障害者の自立と 社会参加促進
に資する 。

①デジタ ル技術に関する 利用相談・ 情報提
供
②デジタ ル技術活用支援者養成研修の実施

〔 実施主体： 東京都〕

①Ｉ Ｔ 利用相談支援事業
　 相談件数
　 　 1 ,1 8 4 件
　 ＨＰ アク セス 数
　 　 8 ,6 1 6 件

②区市町村への技術支援のための講習会
<集合型>  8 1 人
<出張型>  ６ 9 人

　 事業の推進を図る 。 福 祉 局

（ 再掲） 3 3 3 　 障害福祉人材の確保・ 定着
に向けた事業所支援事業
　 障害福祉の現場における 人材確保・ 定着
に向け、 職員が継続し て働く こ と ができ る
環境整備を 行う 事業所等の取組を 支援する
ため、 中小規模事業者に対し 専門家を 派遣
し 、 業務効率化やDX化推進によ る 職員の負
担を 軽減する ための個別支援を行う 。
　 ま た、 職員採用や人材育成を効果的に行
う ため、 共同で採用活動や人材育成を 行う
法人のグループに対し 、 専門家を 派遣し 、
人材確保・ 育成に向けた取組について助言
を 行う 。

〔 実施主体： 東京都〕

（ 専門家派遣によ る 生産性向上への取組支援）
　 3 7 事業所

（ 人材採用・ 育成の協働促進）
　 ８ グループ3 4 法人

　 事業所等の実情を踏ま えた
個別支援によ り 、 単独で対策
を進める こ と が難し い小中規
模事業者における 課題解決を
推進する 。

福 祉 局

3 5 7 　 障害者支援施設等における デジタ ル
技術等活用支援事業
　 障害福祉分野における 業務の生産性及び
支援の質の向上に向けた取組を促進する た
め、 障害者支援施設等における デジタ ル技
術等の導入を支援する 。

〔 実施主体： 東京都〕

障害者支援施設： ６ 事業所
障害児入所施設： 0 事業所
共同生活援助事業所： ５ 事業所
その他： 1 1 9 事業所

※上述は施設課分のみ　 地域課と の合算をお願いし ま す

　 事業の推進を図る 。 〇 福 祉 局

3 5 8 　 障害福祉サービ ス 等DX推進人材育成
支援事業
　 DXを はじ めと する 生産性向上の取組を推
進する リ ーダー職員を 配置し 、 リ ーダー職
員の育成や手当の支給を行う 事業者を 支援
する こ と で、 障害福祉サービ ス 事業所等が
生産性向上に継続的に取り 組む体制を 確保
する 。

6 5 法人1 2 2 人 障害福祉サービ ス 事業所等が
生産性向上に継続的に取り 組
む体制を確保する 。

福 祉 局
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3 5 9 　 精神科入院業務手続のＤ Ｘ 化〔 福祉
局〕
　 各病院における 業務負担の軽減や個人情
報紛失リ ス ク の低下等を図る ため、 精神科
医療に係る 各種調整における やり 取り を オ
ン ラ イ ン 化する ためのシス テムを 構築す
る 。

報告様式の電子収受準備を完了 入院等に係る 事務処理や情報
共有等の効率化によ り 、 よ り
迅速に適切な医療へ繋げる 。

福 祉 局

3 6 0 　 障害福祉サービ ス 事業者指定申請シ
ス テムの開発〔 福祉局〕
　 利用者にサービ ス を 提供する 事業者の事
務負担を 軽減し 、 利用者支援によ り 注力で
き る よ う にする ため、 指定申請の説明会予
約から 事業計画・ 指定申請・ 変更届・ 更新
届・ 廃止届等を ワ ン ス ト ッ プで手続可能な
新たなシス テム を構築する 。

国において全国共通の電子申請シス テムを 整備する 方針が示さ れたた
め、 国が整備する シス テムへ移行する こ と と し た。

福 祉 局

３ 　 障害特性に応じ た支援のための人材の確保と 養成

(1 ) 重症心身障害児（ 者）

（ 再掲） 2 6 0 　 小児等在宅医療推進研修事
業
　 小児の在宅医療に関する 研修を 実施する
こ と で、 小児等在宅医療を 担う 人材の育
成・ 確保を 図る 。

〔 実施主体： 東京都〕

基礎編
　 １ 回（ 9 月） 　 8 3 名

○実践編（ 同行訪問）
　 2 0 名

○ス タ ート アッ プ・ フ ォ ロ ーアッ プ支援
　 ３ 名

　 小児等在宅医療を担う 人材
を育成・ 確保する 。

保健 医 療
局

（ 再掲） 2 6 1 　 小児等在宅医療推進事業
（ 区市町村在宅療養推進事業）
　 区市町村が地域の実情に応じ て実施する
小児等在宅医療の提供体制の整備に当た
り 、 関係各部署、 関係職種及び関係機関と
連携し て実施する 取組等を 支援する 。

〔 実施主体： 区市町村〕

　 ８ 区市町村 　 地域の実情に応じ た小児等
在宅医療の提供体制を 整備す
る 。

保健 医 療
局

3 6 1 　 重症心身障害児施設における 看護師
確保対策事業
　 重症心身障害児（ 者） 施設等で働く 看護
師に対し 、 研修及び資格取得の機会を 提供
する と と も に、 看護師募集対策の充実を 図
る こ と で、 看護師の確保・ 定着に努め、 重
症心身障害児（ 者） への支援の充実を 図
る 。

〔 実施主体： 東京都〕

・ プロ ナース 研修
　 　 第８ 期生　 2 3 名受講中
・ 認定看護師
　 　 （ 延べ2 0 名認定）
・ 基礎講座
　 　 WEB配信（ 4 4 8 名視聴）
・ 看護専門学校における 講座・ 説明会
　 　 2 0 校で実施（ 1 ,2 8 3 名受講）

　 重症心身障害児（ 者） 施設
等で働く 看護師の確保・ 定着
を通じ て、 重症心身障害児
（ 者） への支援の充実を 図
る 。

福 祉 局

（ 再掲） 1 7 8 　 重症心身障害児等在宅療育
支援事業
　 在宅重症心身障害児（ 者） 等の健康の保
持、 安定し た家庭療育の確保を図る ため、
専門医等によ る 健康診査及び看護師等によ
る 在宅看護サービ ス を 提供する と と も に、
Ｎ Ｉ Ｃ Ｕ 等に入院し ている 重症心身障害児
等について、 在宅での生活を 希望し た際に
円滑に移行でき る よ う 、 重症心身障害児等
と その家族への早期支援や相談等を実施す
る こ と など によ り 、 重症心身障害児（ 者）
等の支援の充実を図る 。

①重症心身障害児在宅療育支援センタ ーの
設置
②訪問看護及び訪問健康診査
③在宅療育相談
④訪問看護師等育成研修
⑤在宅療育支援地域連携会議の開催

〔 実施主体： 東京都〕

①重症心身障害児等在宅療育支援セン タ ーの設置（ 継続）
②在宅重症心身障害児（ 者） 等訪問事業
　 訪問看護
　 　 延 6 ,7 0 4  件
　 訪問健康診査
　 　 　 　 　   9  件
③在宅療育相談事業
　 在宅移行支援
　 　 延 4 ,0 3 8  件
　 家庭訪問相談
　 　 延 3 1 2 件
　 関係機関連絡、 会議等
　 　 延 2 2 1 件
④訪問看護師等育成研修事業
　 基礎編
　 　 1 回（ w eb ）
　 　 参加実数　 4 1 2  人
　 在宅移行編
　 　 1 回（ w eb ）
　 　 参加実数　 3 6 3   人
　 レ ベルアッ プ編
　 　 1 回（ w eb ）
　 　 参加実数　 3 3 1 人
　 　 　 　 （ 対面）
　 　 参加実数　 3 8 人
　 訪問実習受講者数　 2 6 人
⑤在宅療育支援地域連携会議
　 区部 1 回（ Web 開催）
　 多摩地区 1 回（ Web 開催）

　 継続し て実施する 。 福 祉 局
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(2 ) 医療的ケア児

（ 再掲） 2 6 7 　 医療的ケア児に対する 支援
のための体制整備事業
　 医療的ケア児等の支援に携わる 関係機関
相互の意見交換等を 行う 協議会の運営に加
え、 医療的ケア児等コ ーディ ネータ ーの養
成及び障害児通所支援施設において医療的
ケア児等に対応でき る 看護職員を 育成する
ための研修を行い、 在宅の医療的ケア児等
に対する 支援体制を 整備する 。

〔 実施主体： 東京都〕

・ 東京都医療的ケア児支援地域協議会　 　 3 回実施

・ 東京都医療的ケア児コ ーディ ネータ ー養成研修
修了者　 1 2 ６ 人

・ 東京都医療的ケア児支援者育成研修
1 回実施（ Web ）
受講者数　 8 1 7 人

・ 医療的ケア児に対応する 看護職員育成研修
3 回実施
受講者数　 2 ５ 人

　 事業の推進を図る 。 福 祉 局

（ 再掲） 2 7 0 　 医療的ケア児訪問看護ス
テーショ ン 体制整備事業
訪問看護ス テーショ ン の職員に対する 研修
の実施及び医療的ケア児の受入れに係る 経
費を 補助し 、 医療的ケア児の対応ができ る
訪問看護ス テーショ ン を拡充する 。
（ １ ） 訪問看護における 医療的ケア児に対
応する 看護職員研修
（ ２ ） 医療的ケア児受入経費補助
〔 実施主体： 東京都〕

（ １ ） 訪問看護における 医療的ケア児に対応する 看護職員研修　 2 9 事業
所
（ ２ ） 医療的ケア児受入経費補助　 1 事業所

事業の推進を 図る 〇 福 祉 局

3 6 2 　 医療的ケア児等コ ーディ ネータ ー支
援体制整備促進事業
民間事業所等に配置さ れている 医療的ケア
児等コ ーディ ネータ ーの地域における 活動
の定着を 図り 、 医療的ケア児等の支援体制
の整備を 促進する 。
（ １ ） 区市町村における 医療的ケア児等支
援の基盤整備に係る 業務
（ ２ ） サービ ス 等利用計画策定前の業務
〔 実施主体： 区市町村〕

9 自治体 事業の推進を 図る 〇 福 祉 局

(3 ) 強度行動障害を有する 障害者

（ 再掲） 1 2 6 　 強度行動障害支援者養成研
修（ 東京都地域生活支援促進事業）
　 強度行動障害を有する 者等に対し 、 適切
な支援を 行う 職員等の人材育成を 進める 。

①強度行動障害支援者養成研修（ 基礎研
修）
②強度行動障害支援者養成研修（ 実践研
修）

〔 実施主体： 東京都〕

研修修了者数
　 ①2 ,2 3 0 人
　 ②1 ,0 2 5 人

　 今後の需要に的確に対応で
き る よ う 、 着実に養成を 図
る 。

福 祉 局
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